
一般社団法人

2023年１月20日発行

2023 Vol.64 No.4
目　次
巻頭言
◆ 新たな時代に向けた学校保健の再考と創造 

―広く，深く，そして豊かに―������������������ 297
　　植田　誠治
特集　
◆学校における医療的ケア児受け入れの課題と展望���������� 298
　　齋藤　千景
◆医療的ケアが必要な子どもを支える家族の思いや求める支援とは何か� 303
　　高野　陽介
◆Together Better ―母親の立場から，幸せな自立を願って― ����� 308
　　大泉　えり
資料
◆子どもを対象としたヘルスリテラシー尺度の日本における利用可能性
　―構成要素及び保健教育内容に着目した文献レビュー―������� 313
　　萩原加奈子
◆COVID-19流行前後における児童の体力の比較 ����������� 322
　　青山　　翔
連載
◆日本学校保健学会が保健教育の未来を考える：
　第８回「保健教育の未来に向けて」
　連載「日本学校保健学会が保健教育の未来を考える」にかかわって�� 331
　　植田　誠治
　高校に「保健探究」を新設　専任制に��������������� 332
　　小浜　　明
　保健教育で学ぶべきもの��������������������� 333
　　大澤　　功
　小学校教員・中高保健体育科教員養成課程の立場から�������� 334
　　物部　博文
　連載「日本学校保健学会が保健教育の未来を考える」にかかわって�� 336
　　今村　　修
　―研究は実践と政策にどのように関わるのか―����������� 338
　　七木田文彦，森　　昭三
　―保健教育はその価値を信じる教員によって行われなければならない― �� 342
　　高橋　浩之

医療的ケア児の健やかな成長のために

学
校
保
健
研
究

第
六
十
四
巻
　
第
四
号

二
〇
二
三
年
一
月



� 第64巻　第４号

植田　誠治
　新たな時代に向けた学校保健の再考と創造―広く，深く，そして豊かに― � 297

　　　　 

齋藤　千景
　学校における医療的ケア児受け入れの課題と展望 � 298
高野　陽介
　医療的ケアが必要な子どもを支える家族の思いや求める支援とは何か � 303
大泉　えり
　Together�Better�―母親の立場から，幸せな自立を願って― � 308

萩原加奈子
　子�どもを対象としたヘルスリテラシー尺度の日本における利用可能性�

―構成要素及び保健教育内容に着目した文献レビュー― � 313
青山　　翔
　COVID-19流行前後における児童の体力の比較 � 322

　日本学校保健学会が保健教育の未来を考える：
　第８回「保健教育の未来に向けて」
植田　誠治
　連載「日本学校保健学会が保健教育の未来を考える」にかかわって � 331
小浜　　明
　高校に「保健探究」を新設　専任制に � 332
大澤　　功
　保健教育で学ぶべきもの � 333
物部　博文
　小学校教員・中高保健体育科教員養成課程の立場から � 334
今村　　修
　連載「日本学校保健学会が保健教育の未来を考える」にかかわって � 336
七木田文彦，森　昭三
　―研究は実践と政策にどのように関わるのか― � 338
高橋　浩之
　―保健教育はその価値を信じる教員によって行われなければならない― � 342

鈴木　裕美，宮武　伸行，日下　　隆
　日本人中学生におけるやり抜く力と自制心の親子関係，メンタルヘルス，生活習慣との関係：
　インターネット調査による横断研究 � 345
足立　節江，多留ちえみ，宮脇　郁子
　中学生の日常生活での保健行動と認識を評価する尺度の開発 � 347

一般社団法人日本学校保健学会　第41回理事会　議事録（2022年10月２日開催）� 349
一般社団法人日本学校保健学会　第18期選挙管理委員会報告 � 352
令和５年度日本学校保健学会企画研究の募集について � 353

巻頭言

特　集 医療的ケア児の健やかな成長のために

資　料

連　載

英文学術雑誌

会　報

� �295



一般社団法人日本学校保健学会　第69回学術大会のご案内（第１報）� 354
機関誌「学校保健研究」投稿規程 � 356
「学校保健研究」投稿論文査読要領 � 361

東北学校保健学会からの報告 � 362
日本教育保健学会　第20回年次大会のご案内（第２報）� 363
第21回国際スクールナース学会（SNI2023）―日程変更のお知らせ― � 364
第78回　北陸学校保健学会の開催報告 � 365

JKYBライフスキル教育１日ワークショップin名古屋2022開催要項 � 366
第13回JKYBライフスキル教育セミナー（綾部）「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）�
を育むJKYBいじめ防止プログラム」� 367
第14回JKYBライフスキル教育セミナー（王子）「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）�
を育むJKYBいじめ防止プログラム」� 368
総目次 � 369

編集後記 � 374

関連学会の活動

お知らせ

296� 学校保健研究　Jpn J School Health�64；2023



　新型コロナウイルス感染症の流行により，私たちは
様々な局面で新たな対応を求められることとなりました．
健康問題を地球規模で考えること，問題解決に向けての
幅広い連帯，個人の行動様式と社会の在り方の見直しな
どについては，まったなしの対応が必要だったといえま
す．人類の感染症との闘いと共存という長い歴史から考
えると，今回のことは，必ずしもイレギュラーな出来事
とは言えないかもしれませんが，本学会関係者の多くは，
学校をはじめ様々な場面で，このイレギュラーな状況へ
の対応に追われました．ただし，改めて学校保健の担う
重責を再認識できたようにも思います．
　そして今，ポストコロナ期における物事の在り方が問
われるようになってきています．今回の状況とも密接に
関係して，変動性（Volatility），不確実性（Uncertainty），
複雑性（Complexity），曖昧性（Ambiguity）の頭文字
を用いた未来の予測が困難なVUCAの時代の到来も叫
ばれています．また，Society5.0のスマート社会や持続
可能な開発のための目標（SDGｓ）を目指す社会への模
索も進んできています．
　日本の学校保健は，学校の教育制度を定めた1872年（明
治５年）の「学制」発布ののち，1890年前後からいくつ
かの施策や制度が作られ始まりました．それから約130年，
その時々の健康課題や社会の変化を踏まえたり先取りし
たりしながら，そのあり方は検討され続けてきました．
ただし，時代や社会が変わろうとも，児童生徒等（この
「等」には，幼児や学生，そして教職員が含まれると考
えています）の健康を守ること，発育・発達を支援し保
障すること，そして保健認識や実践力を高めることなど
に関係した学校保健の根本的な意義は変わらないように
思います．歴史を踏まえ，かつ先に示した時代の変化を
踏まえた新たな検討が必要となっています．
　さて，このたび，一般社団法人日本学校保健学会第69
回学術大会を，2023年11月10日（金）～12日（日）に，
東京都渋谷区広尾にあります聖心女子大学キャンパスに
て対面開催することとなりました．対面開催は，2019年
以来となります．この３年間の経験を生かし，一部のプ
ログラムについてはオンライン（オンディマンド）も活
用し，キャンパスに来られない方にも提供できるよう検
討中です．

　今回のテーマは，この巻頭言タイトルに掲げました「新
たな時代に向けた学校保健の再考と創造 ―広く，深く，
そして豊かに―」です．学校保健の役割をあらためて再
考し，新しい時代の学校保健のあり方を皆様とともに考
えていきたいと思います．
　聖心女子大学での学術大会の開催は今回で２度目とな
ります．ちょうど10年前の2013年11月には，当時社会福
祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所所
長・東京大学名誉教授の衞藤隆先生を学術大会長とする
テーマ「連携と協調の時代の学校保健」での開催でした．
ここで掲げられた「連携と協調」は，今もそしてこれか
らも重要な課題であるように思われます．今回の学術大
会では，私の恩師である筑波大学名誉教授森昭三先生と
衞藤隆先生には，大会顧問としてご助言をいただきなが
ら準備を進めています．
　副大会長は，私の同僚である神前裕子先生に，事務局
長は，東京学芸大学大学教職大学院の佐見由紀子先生に
務めていただくことになりました．運営委員会，実行委
員会の多くの先生方にも協力いただいております．
　学術大会では，感染症対策を取りながら，参加者の活
発な意見交換ができるようにしたいと考えています．口
頭での一般発表，ポスターでの一般発表はもちろん，テー
マに関連するシンポジウムや教育講演等を準備します．
また，11月11日（土）夕方には意見交換会（かつての懇
親会）も企画予定です．
　新型コロナウイルス感染症の流行は私たちに厳しい状
況をもたらしました．一方で，このような状況ゆえ，オ
ンラインでの活動が躊躇なく行えるようになりましたし，
普段当たり前で気づかなかったり，何気なく通り過ぎて
見落としてしまったりしていた大切なことに気づくこと
も少なくありませんでした．また，これまでなくてはな
らないと思っていたものが意外になくても出来てしまっ
たり，場合によっては，あった時よりもうまく出来てし
まったりすることも経験しました．
　そのようなことも踏まえながら，参加者の皆様にとっ
て有意義で，かつ社会に貢献できる学術大会にしたいと
考えております．皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ
ております．
 （聖心女子大学現代教養学部教授，第69回学術大会長）

新たな時代に向けた学校保健の再考と創造
―広く，深く，そして豊かに―

植　田　誠　治

Rethinking and Recreating School Health for a New Era
―Striving for Broader, Deeper, and More Enriching School Health―

Seiji Ueda
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Ⅰ．はじめに

　医療的ケア児は，特別支援学校のみならず，地域の小
中学校においても増えている1）．その背景として，医学
の進歩によって医療的ケア児が増加傾向にあること，
2021年に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関
する法律（以下医療的ケア児支援法）」が施行されたこ
とが推察される．小中学校においての医療的ケア児の在
籍は，インクルーシブ教育の理念から考えると好ましい．
しかし医療的ケア児を受け入れる学校には，不安や戸惑
いが生じることは容易に想像できる．そこで本稿では，
教員養成を行なっている立場から，学校における医療的
ケア児受け入れ体制の在り方と教員養成における多職種
連携教育の必要性について述べる．
　なお現在，学校における医療的ケア児への対応は特別
支援学校において，多くの実践と知見が蓄積されている．
また，前号の特集においても特別支援学校での現状は報
告されている．そこで本稿では，小中学校を中心に述べ
る．また，学校教育法施行規則には医療的ケア看護職員
と表記されているが，本稿では看護師と表記する．

Ⅱ．医療的ケア児受け入れに対する教員の意識

　はじめに，教員は医療的ケア児が通常学級に在籍する
ことをどのように捉えているかを紹介する．通常学級の
教員を対象とした医療的ケア児に関する調査はほとんど
ない．しかし，数少ない調査結果からは，教員が医療的
ケア児を通常学級に受け入れることを肯定的に捉えてい
ることがうかがえる．
　具体的には児童生徒の多様化については８割が肯定し，
通常学級においても医療的ケアを提供する必要性ついて
は５割が肯定している．さらに，児童生徒の学校生活に
医療に関する配慮が必要であれば，積極的に研修に参加
すると８割の教員が回答している2）．実際に通常学級で
医療的ケア児に関わった教員を対象としたインタビュー
調査3）では，医療的ケア児を受け入れたことで，周囲の
児童の障害理解や人権教育が進んだことを報告している．
また，通常学校に勤務する養護教諭を対象とした調査に
おいても，医療的ケアを要する児童生徒が健康に学校生
活を送れるようにサポートする役割があると認識してい

ることが明らかとなっている4）．筆者が医療的ケア児支
援法施行後に訪問した，医療的ケア児が在籍する中学校
の校長も，「人工呼吸器による呼吸管理が必要な生徒を
受け入れるにあたり，教員から反対の意見は全く聞かれ
ず，受け入れるにはどうしたら良いか，という前向きな
話し合いとなった．」と話していた．
　つまり，「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教
育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」5）

から10年が経ち，障害や病気のある児童生徒が，可能な
限り他の児童生徒と共に教育を受けられる体制をとる必
要性は，通常学級の教員にも理解されつつあると言える．
しかしながら，同時に教員からは，医療的ケア児の受け
入れ体制への不安も挙げられている．

Ⅲ．多職種間の連携と分担の難しさ

　医療的ケア児が安心して通学できるためには，受け入
れ体制の整備が急務である．体制作りには多職種の連携・
分担による協働が求められる．特に医療的ケア児の対応
では，医療職，具体的には看護師との協働が必須となる．
しかしながら，教員，看護師の双方から，受け入れ体制
における連携と分担の難しさが報告されている．
　2015年に出された中央教育審議会答申「チームとして
の学校の在り方と今後の改善方策について（以下チーム
としての学校答申）」6）では，多様化・複雑化する児童生
徒の課題にはチームで対応することが明文化された．さ
らに，この答申では，校長のリーダーシップの下，教員
がチームとして取り組むことができる体制を整えること，
多職種の専門性を有するスタッフと体制を構築してくこ
とが示され，チームとしての連携・協働の必要性が強調
された．さらに，2021年に出された中央教育審議会答申
「令和の日本型学校教育の構築を目指して～全ての子供
たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な
学びの実現～」7）では，多職種がチームとして協働する
ためには連携と分担が求められるとし，職種間の尊重，
役割の明確化の必要性が明記された．また，チームとし
ての学校答申をうけて，2017年には学校教育法施行規則
にスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，
部活動指導員が規定された．そして，2021年には医療的
看護職員，特別支援教育支援員，情報通信技術支援員，
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教員業務支援員が規定されるなど，チームを構成するメ
ンバーは増え続けている．
　医療的ケア児の受け入れ体制においては，教員間と多
職種間，中でも教員と看護師の役割分担が求められる．
文部科学省は学校における医療的ケアの実施体制におい
て，管理職，全ての教職員，認定特定行為業務従事者，
養護教諭，看護師などの役割例を示している8）9）．具体
的には，教職員の役割として，医療的ケアを学校で行う
ことの教育的意義を理解すること，医療的ケアに必要な
衛生環境を理解すること，児童生徒の健康状態を把握し，
看護師等と情報共有を行うこと，ヒヤリ・ハット等の事
例を蓄積し予防対策を行うこと，緊急時にはあらかじめ
定めたマニュアルに基づき対応することなどが記載され
ている8）9）．
　しかし，先行研究では教員，看護師の双方から協働す
る際の困難点として，職務内容や役割の曖昧さがあげら
れている2）4）10）．特に，関係者間のコーディネーター役を
担う養護教諭は，看護師と情報共有がしにくいこと，医
療的ケアに対する捉え方が異なること，仕事が重複する
こと，看護師の学校文化に対する理解不足があることを
あげている11）．
　一方，看護師からも教員や養護教諭との協働にあたり，
教育現場での戸惑い，教育における看護師の役割の不明
瞭さ，児童生徒の症状・重症度に対する教員との見解の
違い，教員と良好な関係をつくる難しさがあげられてい
る12）．
　具体的には以下の場面が想定される．（以下の場面は
筆者の調査及び先行研究を基に作成している）
【場面１】
　看護師は人工呼吸器の管理のために，授業中も常時児
童生徒のそばに付き添っている．授業中であっても必要
であれば，吸痰を行う．その際に，教員と看護師は一緒
に児童生徒に接しており，吸痰は看護師がするが，姿勢
の補助や言葉がけの行為は教師も一緒に行う．しかし，
児童生徒が咳込んで苦しそうな表情をすると，教員はど
こまで関わって良いかわからなくなる．
【場面２】
　教員は授業科目ごとに入れ替わるが，看護師は常に児
童生徒と一緒いる．そのために，児童生徒との意思疎通
が教員より図れていることがある．教員が授業をしてい
る際に，看護師は黒子に徹して，無言で付き添っている
が，教員としてはコミュニケーションが取れている看護
師に児童生徒の発言を代弁してほしいこともある．
【場面３】
　看護師は児童生徒に自分の健康状態を判断できるよう
になってほしいので，自発的な訴えがあるまで，吸痰を
しないで様子をみたい思う場面がある．しかし教員は様
子をみることに不安を訴えるので，吸痰をすることがあ
る．

【場面４】
　児童生徒や保護者が看護師に質問をすることがある．
看護師は，保護者への連絡は原則として担任が窓口であ
ることを知らなかった．看護師が，担任に確認せずに保
護者に説明してしまい，事態が複雑になった．また，看
護師と教員が言うことが違うことで，保護者が混乱する
こともある．
　以上のように，実際の場面では教員と看護師が児童生
徒に一緒に関わっているために，職務遂行上の境界が曖
昧な行為が多くある．また医療職と教育職では医療的ケ
ア児や保護者に対する見解や関わり方が異なる場合があ
る．つまり，マニュアルなどの紙面上で教員と看護師の
役割分担を決めるだけでは，協働は機能しない．両者の
専門性や互いの価値観を理解したうえで，児童生徒の対
応をおこなう共同主観性を持つことが求められる．

Ⅳ．医療的ケア児受け入れ体制の構築

　では，どのような体制をとれば良いのだろうか．令和
３年度の調査では，受け入れのためのガイドラインをす
でに策定している教育委員会は13％にとどまっている1）．
医療的ケア児や学校の状況は個々で異なるため，一般化
はできないが，筆者がインタビューを行った中学校の例
を紹介しながらより良い受け入れ体制を考えたい．
【校長の話】
　医療的ケアの生徒を受け入れるためには，制度，教員
配置，組織体制，環境が重要である．校長は入学の半年
前から，教育委員会と連携し，バリアフリーの環境，エ
アコンの設置などの環境面の整備，看護師の配置，支援
体制のためのプロジェクトチームの設置を行なった．プ
ロジェクトチームのメンバーは教頭，学年の教員，養護
教諭とした．さらに，看護師と教職員との調整を担うコー
ディネーターとしてミドルリーダーの教員を指名した．
また，プロジェクトチームは，小学校から引継ぎを受け
て，体制作りの参考にした．
【コーディネーターの話】
　特別支援学校での経験はない教員がほとんどであった．
受け入れに際して，職員の不安を解消するために，職員
会議で小学校の教員に学校での様子を話してもらったり，
医療的ケア児を受け入れる意義について話をする機会を
設けたりした．医療的ケアのマニュアル（緊急時の対応
マニュアルも含む）は養護教諭が中心になり，入学まで
に作成した．現在は，コーディネーターが看護師と毎日
情報交換を行うとともに，２週間に１回，看護師も交え
てプロジェクトチームで支援会議を行っている．実際に
学校が始まってみると想定外のことが起きた．例えば，
看護師は個人を見ているため，クラス全体の様子はわか
りにくい．他の生徒から看護師の動きで黒板が見えなく
なる，音が気になるとの声があがった．さらに当初は看
護師が学習支援も一緒に行う予定だった．しかし，看護
師は学習支援の専門家ではないため，支援員を配置する
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ことになった．すると，常時クラスに大人が４名以上い
ることになり，担任から，授業がやりにくいとの話がでた．
このように，通学が始まってからわかる事がたくさんあり，
その都度，関係者とコミュニケーションを図りながら対
策を考えた．はじめはたいへんだったが，現在は看護師，
学習支援員，教員とで良いチームが作れている．

　連携はリンテージレベル（連絡），コーディネーショ
ンレベル（定期的な情報交流），インテグレーションの
レベル（統合）の段階がある．リンテージレベルの連携
であれば，各専門職の技術的合理性に基づいた多職種間
の情報交換を行うことで達成できる．しかし医療的ケア
児への関わりが教育的意義を持って，学校で行われる行
為であるならば，チームとしての連携はリンテージレベ
ルではなく，コーディネーションレベル，インテグレー
ションレベルが必要となる．しかし，コーディネーショ
ンレベル，インテグレーションレベルの連携では，複数
の専門職の技術的合理性が交錯することで葛藤が生じ，
体制が混乱する事態に陥やすいとされる12）．さらに，学
校の忙しさを考えるとリンテージレベルの連携もままな
らない状況もある．
　先に述べた学校の事例をみると，校長は医療的ケア児
の受け入れに対して十分理解した上で，強いリーダー
シップを発揮して，体制のハード面を整えていた．そし
て，実際の細かい調整は，コーディネーターが行ってい
た．実際に連携を進める中で混乱が生じる事態も起きた
が，その都度，コーディネーターが中心となり，保護者，
看護師，教員間で丁寧な対話をすることで解決をしてい
た．つまり，インテグレーションレベルの連携には校長
のリーダーシップと，ミドルリーダーのコーディネート
が要となる．そして，関係者は単に医療的ケア児の情報
を共有するだけでなく，医療的ケア児及び周囲の児童生
徒両者にとっての良好な学びの環境を作ることを共通目
標にして，丁寧な対話を重ねながら連携を行うことが求
められる．
　また，先の事例では教員がコーディネーターとなって
いたが，養護教諭も医療的ケア児の受け入れ体制のコー
ディネーターとして期待されている10）11）14）．実際に教員
は医療的ケア児の校内体制の要として養護教諭を頼りに
している報告もある3）．学校における医療的ケアの実施
に関する検討委員会の最終まとめ8）においても，教職員
の役割に加えて養護教諭には主治医，学校医，医療的ケ
ア指導医などの医療関係者との連携・報告，看護師と教
職員の連携支援が求められている．養護教諭は保健管理
の中核を担っており，児童生徒の健康を守るために日頃
から学校医をはじめとして，スクールカウンセラー，ス
クールソーシャルワーカー，外部の専門機関と常に連携
を図りながら職務を行なっている．また，養護教諭は医
療の専門知識を持つ教育職員として，保健主事や特別支
援教育のコーディネーターを兼任している場合や，生徒

指導部会や教育相談部会で重要な役割を果たす場合も多
い．筆者は養護教諭を対象に，文部科学省が示した医療
的ケア実施にあたっての役割例8）に関しての自信度を尋
ねた．その結果「主治医，学校医，医療的ケア指導医な
ど医療関係者との連携・報告」「医療的ケア看護職員（看
護師）との情報共有」「医療的ケア看護職員（看護師）
と教員との連携支援」の多職種との協働に関する質問に
対して，半数以上の養護教諭が自信あり・まあまあ自信
ありと回答していた．もちろん，仕事の負担については
検討しなければならないが，養護教諭への連携体制にお
けるコーディネーター役としての期待は大きいと言える．

Ⅴ．多職種連携教育の必要性

　今後は教育分野において，教育と医療の連携を想定し
た多職種連携教育が必要である．
　多職種連携教育（Interprofessional Education　以下
IPE）は専門職連携教育とも訳される．以前は多職種連
携のための実践能力は，実践現場で各自が身に付けるも
のであるとの認識が強かった．しかし，チームとして多
職種連携活動を実施するうえで，連携を科学的に学ぶ教
育が必要との考え方から多職種連携教育が行われるよう
になった．医療・福祉分野では多職種連携教育が先行し
て行われ教材も出版されており大いに参考になる．カリ
キュラムは大学により異なるが，将来協働して働く異分
野の学生が一緒に学習する形式が多い．内容は，専門職
理解と相互尊重を基本とし，多職種連携の理論，チーム
形成理論，各専門職の理解などで構成される．さらに合
同で演習を行う課目も設定されている13）．
　教員養成においても，2019年に教育職員免許法施行規
則の改正に伴い，教職の基礎理解に関する科目の教職の
意義及び教員の役割・職務内容に「チーム学校運営への
対応」が加えられたことを受けて，IPEが注目されつつ
ある．一方で，教育分野における多職種連携は医療や福
祉分野と異なることも指摘されている15）．チームの連携
に必要な要素として共通の目的がある．医療現場では例
えば，患者の疾患を適切に診断し治療するという，共通
の目的を設定しやすい．一方，学校における連携ではか
かわる専門職において，児童生徒の見方や目標とするこ
とが違うことも多く，共通の目標を図ることが難しい特
徴がある15）．例えば，先の場面３で挙げた，吸痰をする
タイミングの事例にもそれが見て取れる．看護師は医療
的ケア児が自分の症状を判断して，伝えられることを目
標にして，吸痰をしないで様子を見たいと思った．しか
し，教員は医療的ケア児が授業内容を学ぶことを目標と
し，早めに吸痰をして息苦しさがない状態で授業を行い
たいと思ったのである．また，成長発達の途上である児
童生徒への理解や学校独特の文化も医療や福祉の分野と
は異なる点である．
　さらに，現在教員養成で行われているIPEは連携する
職種として，スクールカウンセラーなどの心理職，スクー
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ルソーシャルワーカーなどの福祉職が想定されている．
しかしながら，医療的ケアを前提とした看護師などの医
療職との連携を想定したカリキュラムは見当たらない．
今後，医療的ケア児が通常学級に在籍することが増える
ことが想定されるなか，IPEに医療職も含める必要があ
る．また，看護師側からも学校と病院の環境のギャップ
も挙げられていることから，教育と医療を学ぶ学生が合
同でIPEを行うことも求められる．
　現職の教員に対する研修も必要である．通常学校の教
員は特別支援学校の教員に比べて，必要な情報を入手す
るための機会が少ないことが指摘されている2）．例えば，
認定特定行為業務従事者等の医療的行為に関する通知に
ついては，特別支援学校の教員は７割が認知しているが，
通常学級の教員は３割程度である．また，合理的配慮に
対する意識に関しても，特別支援学校の教員より通常学
級の教員は低い傾向にある16）．さらに，医療的ケア児を
担任した通常学級の教員は，身体障害者手帳や訪問看護
などの社会的なサービース情報を入手している割合が特
別支援学校の教員より低いとの報告17）もある．
　一方，看護師に対しては，研修や教材が整備されはじ
めている1）．学校ではじめて働く看護師向けの研修プロ
グラムや指導的な立場を担う看護師向けの研修プログラ
ムなどの参考資料1）が作成され，公開されている．つまり，
今後は通常学級の教員に対しても，医療的ケアに対する
知識，協働する医療職への理解，多職種連携の理論と方
法についての研修を充実させることが求められる．

Ⅵ．医療的ケアの教育的意義

　本稿ではここまで，医療的ケア児受け入れ体制におけ
る多職種間の協働について述べてきた．しかし，協働は
目的ではなく，目的を実現するための手段・プロセスで
ある．支援チームの目的は医療的ケア児が安心して学校
に通えることである．学校での医療的ケアは教育的意義
を持って行われるのであるならば，当事者の児童生徒が
学校に登校することでどのような成長や学びがあるかを
検証する必要がある．
　2019年に文部科学省から出された「特別支援学校等に
おける医療的ケアの今後の対応について」の別添8）には，
学校における医療的ケアに関する基本的な考え方として
以下が記されている．「学校は，児童生徒等が集い，人
と人との触れ合いにより人格の形成がなされる場であり，
学校における教育活動を行う上では，医療的ケアの有無
にかかわらず，児童生徒等の安全の確保が保障されるこ
とが前提である．こうした観点から，学校における医療
的ケアの実施は，医療的ケア児に対する教育面・安全面
で，大きな意義を持つものである．具体的には，医療的
ケア児の通学日数が増加し，日々の授業の継続性が保た
れることで，教育内容が深まったり，教職員と医療的ケ
ア児との関係性が深まったりするなどの本質的な教育的
意義がある」

　しかし，残念ながら当事者である医療的ケア児や周囲
にいる児童生徒の学びに着目した研究はほとんどみられ
ない．幼稚園児を対象とした調査では，園児と医療的ケ
ア児が自然に関わることで，医療的ケア児自身は集団生
活の中で自立心，所属感や社会性が芽生えていくことが
示されている．さらに，周りの園児も医療的ケア児と関
わることで，互いの違いを認め合いながら成長・発達し
ていくことが報告されている18）．今後，教育的意義を担
保するために，医療的ケア児の学びやそのための実践を
蓄積していくことが求められる．

Ⅶ．おわりに

　小中学校における医療的ケア児の受け入れは始まった
ばかりで，課題は山積している．しかし，本稿の最初に
述べたように，教員のインクルーシブ教育の理念への意
識は大きく変化し，医療的ケア児が在籍している通常学
校の実践も報告されつつある．医療的ケアを必要とする
児童生徒が安心して登校できる学校は，全ての児童生徒
にとっても安心して登校できる学校である．筆者も教員
養成の立場から，医療的ケア児が多様性の中で，自分ら
しく生きる力を身に付けていくための支援のあり方につ
いて，発信していきたい．
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Ⅰ．はじめに

　近年，医療的ケアを必要とする子どもは小児在宅医療
の発展や地域福祉の推進により，在宅生活が可能になり，
地域社会でも生活を送れるようになってきた．2020年の
厚生労働省の調査によると０～19歳の医療的ケア児数
（在宅）は2005年には9,987人，2019には20,155人と，14
年の間に２倍強の増加を見せている1）．医療の発展と医
療的ケア児の人数の増加を鑑みると，地域において医療
的ケア児やその家族を支える多職種支援体制の整備は
ニーズが高いといえる．
　医療的ケアを必要とする子どもへの支援は，医療のみ
ならず教育，福祉，子育て支援，保健等の多岐にわたる
専門分野が連携・協力しながらサービスを円滑に進めて
いくことが不可欠である．しかし，医療的ケアを必要と
する子どもやその家族が受けることのできるサービスは
地域ごとに実状が異なり，窓口も様々あるため支援の輪
の中心であるべきサービスの受け手がその現状を把握す
ることは困難である．
　上記のような背景もあり，厚生労働省による「医療的
ケア児の支援に関する保健，医療，福祉，教育等の連携
の一層の推進について」の告示より各地域での医療的ケ
ア児を支える支援体制の整備や医療的ケア児等コーディ
ネーターの人材育成が全国的に実施されるが2），2019年
８月１日時点では都道府県で26％，指定都市で55％，市
区町村で21％の配置状況にとどまっている3）．一方で
2016年６月公布の「障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正
する法律」においても地方公共団体に対して，医療的ケ
アを必要とする子ども等が円滑に支援を受けることがで
きるよう，医療を中心として福祉・教育・保健等の各専
門分野の支援体制整備を行うとともに多職種連携を推進
することが努力義務とされている4）．
　2021年６月には「医療的ケア児及びその家族に対する
支援に関する法律」が告示されることとなり，国及び地
方公共団体は，地域において医療的ケアを必要とする子
ども及びその家族に対する支援を行う体制を拡充し，保
育・教育も含めた専門職種が連携して医療的ケアを適切

に提供する旨が定められている．ここでは「医療的ケア
児の健やかな成長を図るとともに，その家族の離職の防
止に資する1）」とされている．すなわち安心して子ども
を生み育てることができる地域づくりが求められている．
　そこで本稿では，医療的ケアを必要とする子どもやそ
の家族の視点から，医療的ケアに関する対応や課題等に
ついてまとめられた先行研究を概観しながら，①在宅で
の生活，②保育所・幼稚園での生活，③学校（小・中学
校や特別支援学校等）や地域での生活に焦点を当て，医
療的ケアが必要な子どもを支える家族の思いや求める支
援とはどのようなものであるのかを整理していく．

Ⅱ�．医療的ケアを必要とする子どもを在宅で支える
ために

　前述の通り，小児医療の進歩や在宅医療の推進により，
経管栄養や痰吸引等の医療的ケアを必要とする子どもた
ちの多くは，家庭で生活をしている．しかし，在宅で医
療的ケアのある子どもを養育する家族は，家事との両立
の困難さ，睡眠時間の不足，社会からの疎外感，金銭面
での不安等将来に対する悩みを抱えているケースも多く
存在する．特に，病院から退院後に医療的ケアの必要な
子どもの養育者が認識する問題として，「子どもの体調
管理・ケアについての問題」と「子どもと共に暮らして
いくことに関連する問題」が指摘されている5）．在宅療
養を始めたばかりの医療的ケアの必要な子どもは，医療
的ケアを必要とするだけでなく，体も小さく，病状も不
安定な状況である．主な養育者となる母親は，「障害の
ある子どもを産んでしまった」という自責の念を感じつ
つも，子どもの健康を必死で守ろうと，自信がない状況
で医療的ケアを実施しており，子どもの健康を第一に考
えた生活を送っている．場合によっては，仕事を辞めて
子どものサポートに専念することもある．その子育ては
母親が思い描いていたものとは大きくギャップがあり，
子どものペースに合わせて子育てを行うことが大きなス
トレスとなる場合もある．またきょうだいがいる場合，
母親は子育ての対象が医療的ケアのある子どもだけでな
く，きょうだいの子育てもしなければならない．生活の
ペースをつかむまでに多くの時間が必要であり，子ども

■特集　「医療的ケア児の健やかな成長のために」

医療的ケアが必要な子どもを支える家族の思いや求める支援とは何か
高　野　陽　介

横浜国立大学　ダイバーシティ戦略推進本部

The Thoughts and Needs of Families Supporting Children Requiring Medical Care
Yousuke Takano

Yokohama National University Diversity Strategy Promotion Headquarters
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たちの世話をする母親は同時にいくつもの課題に直面し
ている．しかし，様々な問題を乗り越えながらも医療的
ケアを担うことによって，その行為を子育ての一環と
徐々に思えるようになり，新しいライフスタイルへの適
応をすることができる．母親は，家族が一緒にいられる
ことや自身が納得するケアができること実感すること，
そして医療的ケアが必要の子どもの成長を感じられるこ
とで共にやっていこうと思う覚悟が徐々に形成されてい
くのであろう．
　このような気持ちを母親がもてるようになるための支
援として，まず医療機関による子どもの体調管理に関す
る継続的なサポート，退院後の子どもの成長や生活状況
の変化に応じた支援内容の相談に関わること，子どもの
体調悪化時の見極めの指導といったサポートが不可欠で
ある．小児の在宅医療と成人の在宅医療の大きな違いは，
成長発達に伴い症状が変化し，時には成長に応じて新た
な医療的ケアが必要となることがある．子育てを確立し，
落ち着いた生活を送り始めていたにもかかわらず，その
生活が突然もしくは必然的に崩れてしまう場合の母親の
困難さや負担は多大なものとなる．その際に，医療的ケ
アを必要とする子どもの体調管理等に関して，医師や看
護師から適切なアドバイスや指導のサポートがあること
は，持続可能な在宅生活を送る上での一助となる．
　また，在宅で医療的ケアを必要とする子どもをサポー
トするためには，父親の存在や役割も重要となる．2020
年の厚生労働省による障害者総合福祉推進事業の医療的
ケア児とその家族の生活実態調査報告書によれば，20歳
未満の医療的ケア児者の主たる介護者843名の回答者の
うち94％が母親であったことが報告されている6）．医療
的ケアを必要とする子どもの養育者に関する調査を主に
母親を対象としており，父親にスポットが当たることは
少ない．父親は仕事時間の調整や転職，家族旅行のコー
ディネート等といった父親の役割を模索する一方で，育
児での戸惑いや妻への申し訳なさ，医療的ケアを必要と
するわが子の将来や現在の生活の不安等を抱えているこ
とが指摘されている7）．特に，父親は家族との時間を確
保するために様々な方法で子どもに合わせた働き方を考
えているが，一般的に男性という性役割において職業上
の成功が求められていることから，働き方を調整してい
く上で昇進への考えを改めたり，困難感を抱くといった
ストレスフルな状況が生じている8）．父親，母親ともに
固定的な役割分担から解放するためには，子育ての初期
における父親の関与を保障する施策が必要となる．例え
ば，ピアグループの活動には，子どもの理解が進み，子
育ての楽しさや自信につながる等の効果が報告されてお
り，夫婦で参加できるようなピアグループ活動への参加
を促す必要もあるだろう．医療的ケアを必要とする子ど
もを在宅で受け入れるためには，ステレオタイプ的に思
い描く子育ての概念から脱却し，新たな家族としての形
を再構築していく必要がある．そのためには，家族，夫

婦の役割を明確化させるとともに，医療を中心とした関
係機関が密な情報共有を行いながら養育者が適切な症状
判断や対処行動を獲得できるように支援を行っていくこ
とが重要となる．

Ⅲ�．医療的ケアを必要とする子どもを保育所や幼稚
園で支えるために

　医療的ケアを必要とする子どもと家族の生活状況を把
握するために，厚生労働省は2015年に「平成27年度障害
者支援状況等調査研究事業『在宅医療ケアが必要な子ど
もに関する調査』」を実施した．その調査結果によれば，
学校等に通学（訪問教育も含む）している子ども（６歳
～17歳）は94％であったが，保育所・幼稚園等を利用し
ていた子ども（０歳～５歳）は21％であった．保育所・
幼稚園の医療的ケアを必要とする子どもの受け入れは，
学校等の状況と比べると少ないが，この背景には保護者
が保育所等を利用したいと考えていても「安全確保がで
きない」，「看護師を配置できない」といった医療的ケア
を理由に入園を断られたり，諦めていることが報告され
ている9）．
　このような状況もあり，2017年度より厚生労働省は保
育所において，医療的ケアを必要とする子どもの受け入
れを促進するため，看護師等を派遣する「医療的ケア児
保育支援モデル事業」を開始した．具体的には，都道府
県等において看護師等を雇い上げ保育所等へ派遣するこ
とや保育士が認定特定行為業務従事者となるための研修
受講を支援することが事業の目的となっている．やや年
代は古いが，2009年に日本保育協会が実施した全国調査
によると，保育所の約30％に保育所看護職が配置されて
いた10）．保育士が期待する保育所看護職の役割は，「子
どもの健康管理」，「病気・けがへの対応」，「子どもと保
護者への保健指導・相談」，「環境衛生管理」等であり，
保健活動に関する業務を重視している11）．しかし，これ
ら関連する保健活動の役割遂行が十分に進んでいないと
88％の保育所看護職が捉えている12）．保育所看護職は，
各保育所に１名の配属であるケースが多く，困った時に
すぐ相談できる相手が近くにないという状況もある．保
育所においてクラス担任や保育所看護職のみが医療的ケ
アの必要とする子どもを受け入れるのではなく，保育所
全体で受け入れる体制を整えることが必要である．保育
所看護師が不在の場合には，近隣の保育所看護職や保健
師の支援体制を調整することも重要となる．また，健康
で安全に医療的ケア児と他児が一緒に保育を受けるため
には，保育士が医療的ケアを他人事とせず理解し，保育
に生かすことも大切である．日頃から保育士と保育所看
護師が医療的ケアの必要な子どもの情報を共有し，保育
士が医療的ケアについて理解できるように促さなければ
ならない．保育所における医療的ケアの対応に必要な体
制について，医療機関・専門家との連携を94％の保育所
看護職が挙げている13）．多くの場合，主治医との連携は

学校保健研究　Jpn J School Health 64；2023304



保護者を通して行っている．「保育所等での医療的ケア
児の支援に関するガイドライン」によると，主治医との
連携は，保護者の同意のもと当該児の受診時に保育所に
関係する職員が同行する等して，主治医と直接情報共有
を行い，集団生活の可否や医療的ケアへの対応に対する
内容の確認，変更に関する指示等の協力を得ることが望
ましいとしている14）．厚生労働省社会・援護局は，医療
的ケア児等コーディネーターを配置し，医療的ケアを必
要とする子どもに対して切れ目のない支援ができるよう
に人材の養成を進めている．保育所と医療機関をつなぐ
役割の人材およびシステム構築の検討が必要となる．
　保育所とは「日々保護者の委託を受けて，保育に欠け
るその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設（児
童福祉法第39条第１項）」であり，元来，保育の欠けた状
態を回復するための保護者への支援が含まれている．つ
まり，保育所におけるインクルージョンとは，障害や病
気のある子どもと，ない子どもを包み込んで保育をする
だけでなく，そのことによって保護者の子育てを社会的
に支えるということを意味する．保護者は保育所の利用
を通して病児保育や職場の子育て支援制度に出会い，医
療的ケアの必要なわが子の子育てをすべて一人で担わな
くてもよいことに気づけるようにサポートすることが重
要となる．また，インクルーシブな保育では，社会その
ものを多様な人々が共生する場と考え，特別なニーズを
もつ子どもが十分に参加できるよう集団づくりをしてい
くことが求められる15）．例えば，３歳児の段階では，子
どもから主体的な集団遊びも展開しにくく，保育者がど
のように医療的ケアを必要とする子どもに接しているか
は，他の子どもたちにとっても重要なモデルとなる．こ
ういった大人のかかわりを見ながら，５歳児クラスになり，
周囲の子どもが医療的ケアを必要とする子どもの吸引器
や人工鼻の使用に対して疑問を抱くようになった時，な
ぜそれが必要なのか，どのようなことに注意しなければ
ならないのかといった違いを知り，互いに関係性を築き
ながら成長発達を促すことがインクルーシブ保育の重要
な意義となる．そして，医療的ケアを必要とする子ども
も自己の医療的ケアに関心をもち，自分でできることを
自分で行えるように周囲が保育の段階から自立に向けた
支援を促していく必要がある．例えば間欠的自己導尿に
ついて，幼児期は遊び等に夢中になり嫌がるため，間欠
的導尿を始められない幼児に対しては，その気にさせる
ような声かけが必要であるとの報告もある11）．保育所に
おける生活は，集団生活を通じて就学に向けて社会性が
発達していく時期である．医療的ケアが必要な子どもが
小学校生活を嫌にならず，保育所から小学校に円滑に移
行するためには，保育所における医療的ケアを含めたセ
ルフケア能力の獲得への支援に繋がるように早期からか
かわることが重要であるといえる．

Ⅳ�．医療的ケアを必要とする子どもを学校や地域で
支えるために

　2021年度の学校における医療的ケア実施体制状況調査
によると，医療的ケアの必要な幼児児童生徒は10,268名
（前年度は9,845名）と増加傾向が継続しており，その
うち特別支援学校の在籍児数は8,485名であった．また
特別支援学校だけではなく，幼稚園，小・中・高等学校
の医療的ケア児の在籍も2018年度の974名から約800名増
加し1,783名となっている16）．2019年３月に文部科学省は，
「特別支援学校における医療的ケアの今後の対応につい
て」として学校における医療的ケアの実施に関する検討
会議の最終の取りまとめ結果を公表している．その中で
は学校における医療的ケアに関する基本的な考え方とし
て，①必要な職員の確保と安全な実施，②医療的ケアに
係る関係者の役割分担と相互連携の必要性，③保護者の
理解と協力，④教育委員会の役割等が具体的に示されて
おり，この考え方に基づいて学校現場での体制整備が進
められているところである17）．筆者は，2020年に医療的
ケアを必要とし，地域の小・中学校，特別支援学校に在
籍する児童生徒の保護者に対して質問紙調査を実施し，
学校付き添いや就学支援等に関する学校生活のサポート
についての実態調査を進めてきたため，そちらの内容も
踏まえ，①保護者の学校への付き添い，②外部サービス
の活用の２つの観点から医療的ケアが必要な子ども学校
で支える上での課題等について整理していく．
　まず，保護者の学校への付き添いであるが，学校での
医療的ケアにあたっては，教育委員会において学校看護
師（特別支援学校等で医療的ケアを行う看護師）等を十
分確保し，適切な配置を行った上で，学校看護師等を中
心に教職員等が連携協力してケアにあたることを前提と
している．しかしながら，特に小・中学校では，学校看
護師が配置されていない学校も多く，現在でも医療的ケ
アのサポートを実施するために，常時もしくは一時的な
保護者の学校付き添いを求められるケースが存在する．
また，学校看護師が配置されていても，学校現場で行う
医療行為に関する規則の制限（例えば，教育委員会で気
管内の吸引圧が一律に決められているため痰が吸いきれ
ない等）により，十分な医療的ケアが実施できず，保護
者が学校に常駐せざるをえない場合もある．まずは，就
学に向けて医療的ケアに関する情報の引継ぎや連携体制
の構築が不可欠である．個別の教育支援計画を活用し，
当事者，学校関係者，医療従事者等による就学に関する
話し合いの中で，教育環境の整備や学校看護師の配置，
生活・学習面のサポート等，各関係者の役割や合理的配
慮のあり方を明確化しておくことが重要である．保護者
は，教員と話ができる時間も限られていることも多く，
連携するべき相手も多いため，情報共有は難しいとの考
えももっている．就学後のスムーズな情報共有のために
も，特別支援教育コーディネーター等を相談窓口として，

高野：医療的ケアが必要な子どもを支える家族の思いや求める支援とは何か 305



学校関係者との情報共有を担うことで保護者の負担を軽
減することができると考える．また，学校看護師の配置・
活用については，多くの自治体で検討されているが，厚
生労働省の報告によれば，政令指定都市20市のうち，事
業として「看護師資格をもつ人員配置（特別支援学校を
除く）」を明記しているのは半数の10市であり，雇用に
地域差が生じている18）．これまでにも看護師を募集して
も集まらなかったり，処遇等の環境が未整備であるため
人材の確保が難しいとの報告もある．例えば，大阪府豊
中市教育委員会では，19名の学校看護師のうち３名の常
勤看護師が教育センター事務室に常駐し調整業務等を行
い，16名の非常勤看護師が公立小・中学校で医療的ケア
を提供している19）．学校看護師らは各学校を巡回し，担
当校・児童生徒は日々変わるが，どの看護師がケアに入っ
ても同じケアができるように情報共有に取り組んでいる．
豊中市のように，学校看護師の「固定配置制」ではなく
「巡回派遣型」のシステムによって，看護師の病欠等に
よる人員不足が解消され医療的ケアを必要とする児童生
徒が地域の小・中学校等へ通うことができている例もあ
る．学校看護師の配置が着実に進められていくことが望
まれるが，地域の実情にあわせて「巡回派遣型」システ
ムの採用や整備等，医療的ケアを必要とする子どもの進
路選択の幅を広げるサポート整備も期待される．
　次に外部サービスの活用についてであるが，保護者は，
親と子どもが分かれて，それぞれの時間を過ごせるよう
になることを求めている．そのためには人工呼吸器の管
理や痰の吸引等の医療的ケアの対応ができる介護者を増
やしていかなければならないが，下校後や休暇時に医療
的ケアを必要とする子どもが利用できるサービスには限
りがあるのが現状である．実際に保護者からは，「医療
的ケアを必要とする子どもが利用できる放課後等デイ
サービス等を地域で充実してほしい」，「保護者が体調不
良等の緊急時に預けられる場所がほしい」といった要望
は多く，レスパイトケアのための外部サービスの充実を
図らなければならない．療育を目的とした放課後等デイ
サービス事業では，2020年に事業所数が15,513で前年度
から11％増加し，利用実人員も400,096人となった20）．こ
のような事業所の大幅増加の一方で，利益追求のために
支援の質の低下や不適切な支援を行っている事業所が増
加しているという指摘の声もあり，2017年４月に放課後
等デイサービスの人員配置基準の見直しが行われた．厚
生労働省の定めるガイドラインでは，放課後等デイサー
ビスの基本的役割とは，①子どもの最善の利益の保障②
共生社会の実現に向けた後方支援③保護者支援の３つで
あると述べている21）．これらの基本的役割を満たすため
にどの程度の水準が必要であるかは，各事業所の提供さ
れるサービス内容や利用する子どもの障害特性，保護者
のニーズによって大きく異なる．また，保護者のレスパ
イトだけに大きくウェイトを絞るのではなく，学校との
積極的な連携を行い，小学校から高校卒業，さらに高校

卒業以降も継続した発達支援が行われるよう地域でサ
ポートできるネットワークを構築していく必要がある．
そのためには，事業所の自助努力だけでなく，国や自治
体からの財政支援や人材育成の場の提供，医療的ケア児
等コーディネーターによる地域総合支援の調整等，就学
前からの発育保障を進めるための外部サービスの積極的
な活用に向けた体制整備が望まれるだろう．

Ⅴ．おわりに

　医療的ケアを必要とする子どもやその家族は，在宅や
保育所・幼稚園，学校での生活を送る過程で様々な思い
を抱き，そしてその時々で多様な課題にも直面している．
だからこそ，「医療的ケア児及びその家族に対する支援
に関する法律」が公布されたことは大きな進歩であり，
医療的ケアを必要とする子どもとその家族や支援者の
方々にとって待ち望んだ法整備である．この法律の基本
理念には「医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会
全体で支えること」，「医療的ケア児でない児童と共に教
育を受けられるよう最大限配慮すること」，「個々の医療
的ケア児の年齢，必要とするケアの種類及び生活の実態
に応じた支援を医療，保健，福祉，教育，労働等の業務
を行う関連機関及び民間団体の緊密な連携のもとに切れ
目なく行うこと」，「医療的ケア児が18歳に達し又は高等
学校卒業後も適切な保健医療福祉サービスを受けられる
ように配慮すること」，「医療的ケア児およびその保護者
の意思を最大限に尊重すること」，「医療的ケア児とその
家族が居住地域に関わらず等しく適切な支援を受けられ
ようにすること」が明記されている1）．新しい法律がで
きたことにより急速にすべての問題が解決されるわけで
はないが，医療的ケアを必要とする子どもの家族が望む
自分の時間をもつことや，家族以外のサポートを充実さ
せること等がこの法整備により着実に実現されていくこ
とを期待したい．そのためには，医療的ケアを必要とす
る子どもをもつ家族からの相談支援の中核を担う「医療
的ケア児支援センター」の早急な体制整備が必須である．
様々なニーズをもつ医療的ケアを必要とする子どもの家
族が，どこに相談をすれば適切な支援につながるのかわ
かりにくく，複数の施設や機関をたらいまわしにされ，
最終的に課題を解決できないというケースも非常に多く
みられる．現状，医療的ケア児支援センターは，まだ整
備の途中であり，十分に機能している状況とはいえない．
地域によっては医療的ケア児支援センターが設置されて
いても形骸化していたり，職員の不足により当事者の
ニーズに対応できない場合もある．各都道府県の地域資
源等は大きく異なるため，今後各自治体がどのように医
療的ケア児支援センターを活用していくのかを真剣に検
討しなければ，これまでと何も変わらない当事者の努力
任せの状況となってしまう．
　そして最後に，本稿は，医療的ケアを必要とする子ど
もやその家族の視点から支援の現状や課題等について調

学校保健研究　Jpn J School Health 64；2023306



査した研究を概観しながらまとめていったが，特に保護
者の視点から子どもをサポートする上での思いや課題に
ついて言及した研究は比較的多くみられた．しかし，医
療的ケアを必要とする子ども本人の発達や教育的な効果
に焦点を当てた研究はまだまだ少ない．具体的には，家
庭ではなく保育所で周りの子どもたちとともに生活する
ことで，医療的ケアを必要とする子ども本人の社会性の
発達にどのような影響をもたらしているのか，医療的ケ
アを受けながら学校生活を過ごすことで子ども本人の学
習・生活面の成長にどのような影響を及ぼしているのか
等，家族の思いにただ寄り添うだけではなく，医療的ケ
アを必要とする子どもを主体として本人の持てる力を伸
ばすために適した養育・教育環境となっているのかも
しっかり検証していかなければならない．一口に医療的
ケアといっても，障害の状態もケアの内容も家族の状況
もすべて違い，一人一人のニーズにあわせて対応できる
きめ細やかな支援が求められている．医療的ケアを必要
とする子どもとその家族が忙しい日常の中で，ささやか
な願いが叶えられる社会であってほしいと願う．
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Ⅰ．健康とは「能力」である？

　「はい，元気です！」小学校の朝の健康観察で娘の返
事はいつも決まっていた．毎朝この返事を聞くたびに，
私は肚の底から滑稽で誇らしい気持ちになったものだ．
　私の一人娘は，先天性の神経難病SMA（Spinal Mus-
cular Atrophy：脊髄性筋萎縮症）注1Ⅰ型を持ち，24時間
人工呼吸器を使いながら生活している．おかげさまで，
体調不良での入院は12年間せず記録を更新中である．現
在は地域の公立中学校の通常級に通い，あー言えばこー
言う思春期真っただ中の13歳を生きている．
　娘はこれまで13年間，自分の足で立ったことも歩いた
こともなく，自分の口から食べ物を食べたこともない．
食事は，胃に穴を開けた胃ろうから注入している（同級
生たちにはいつも，胃にピアスみたいなボタンを付けて
いて，そこからスムージーみたいなのを入れていると説
明している）．人工呼吸器を外せば，自発呼吸がほぼな
く10秒と体内の酸素濃度を保つことができない．彼女が
自分で動かせる体の部位は，目と，口角と指先のみであ
る．
　そんな娘は，小学一年生から毎朝，冒頭のように元気
に答えるのである．医学的には，超重症児スコア注234点
の超重症児だが，自宅で１歳から過ごし，地域の公立幼
稚園で同世代の子どもたちの中で育った彼女は，いつし

か自分の体と心を自分のものとして受容し活かす力を身
につけていったように思う．
　「健康」を身体や精神の「状態」ではなく，問題に適
応したり体調を管理したりする「能力」としてとらえる．
これは「ポジティヴヘルス」と言われる新しい健康の概
念だそうだ．

Ⅱ．「ポジティヴヘルス」について

　『ポジティヴヘルスは，2011年にオランダの家庭医で
その後研究者となったマフトルド・ヒューバー氏によっ
て発表された注3．その考え方によると，健康とは，「社
会的，身体的，感情的な問題に直面した時に適応し，本
人主導で管理する能力としての健康」というものである．
つまり，健康を「適応してセルフマネジメントをする力」
として見ることを提案している．「疾患や障害があっても，
周りの力などを支えにして，気落ちすることなく人生を
前向きに歩いて行けること，その力こそが健康！」とす
る捉え方である．』1）

　ポジティヴヘルスの概念や，様々な現場での活用方法
と効果についての詳細は，マフトルド・ヒューバー氏の
立ち上げた団体のホームページ注3や，専門書，専門家の
解説を是非ご一読いただけたらと思う．

Ⅲ．地域で育まれたものと本人告知

　このポジティヴヘルスの考え方に寄せて娘を眺めてみ
ると，よくぞここまで「健康の力」を獲得したと感慨深
い．
１．確定診断と人工呼吸器装着
　生後６か月の時自宅で窒息し救急搬送され，子ども専
門病院に転送された３か月後に，遺伝子検査の結果，先
天性の神経難病だと判明した．当時，人工呼吸器を付け
なければ２歳まで生きられない命だと説明を受けた．判
断は親である私たちに委ねられ，命の選択を迫られて
いった．私は最終的には勇気だけを元手に，人工呼吸器
をつけて娘を生かすことに決めた．人工呼吸器という医
療機器を携えて懸命に生きる先達の姿を知ったことは，写真１　娘のさほと

■特集　「医療的ケア児の健やかな成長のために」
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私の背中を大いに押してくれた．気管切開し人工呼吸器
を付ける手術の日の私のメモには，『新しい命一式，あ
りがとうございます』と書いてある．娘の命をリニュー
アルして共に生きていく覚悟と感謝の気持ちが書き留め
てあった．
　娘が生きるか死ぬかという問題で精一杯だった私は，
娘の呼吸が安定した頃，同じ疾患の子どもを持つ先輩に

「これからはよく育てることよ」と言われハッとした．「こ
の子も育つんだ…」と．娘の生活に必要な全ての医療的
ケアを約３か月で習得して，１歳の誕生日を迎える頃退
院し自宅での生活をスタートした．
２．孤独の谷と自分の中のバリア
　しかし，いざ病院を出て在宅生活を始めてみると，そ
こにあったのは「高度医療依存児」と社会との間の孤独
の谷だった．
　娘が生まれたのが2009年５月である．2008年に起こっ
た「妊婦死亡事件」（出産間近で体調不良を訴えた東京
都内在住の女性が，８つの病院から受け入れを断られ，
亡くなってしまった事件）をきっかけに，ちょうど
「NICU満床問題」が社会的に注目された結果，長期入
院児を減らすさまざまな試みが全国的に行われた背景と
重なる形で，私たちは社会に出て生きてきた．全国的な
数字でみると，2008年には約470人だった人工呼吸器を
使う子どもが2010年にはおよそ３倍となり社会に増えた
ということだが，全国ではたった約1,300人である（図１）．
地域に帰ってみると，『前例がない』と言われ続け，『人
工呼吸器のお子さんは受け入れていない』『人工呼吸器
は…』と断られた．子どもを対象とした訪問看護や訪問
介護サービス事業所も少なかった時代だ．
　東京都の在宅重症心身障害児（者）等訪問事業の看護
師の力添えで何とか１歳で児童デイサービス（現在の児
童発達支援）に通い始め，自治体の保健師を巻き込みつ
つ，４歳で公立幼稚園に入園した．いずれにも医療的ケ
アを行う看護師は在籍していなかったため，私は送迎と
付き添いを担った．かれこれ付き添い歴は12年となる．
　娘の難病を告知され絶望で未来が見えない頃もあった
けれど，有難いことに折に触れて私のレジリエンスを呼

び起こしてくれる出会いや出来事があって，何とか生き
て来られた．
　公立幼稚園に入園しようと決めたのは，娘が３歳の頃
から遊びボランティアに来ていた女子大生が誘ってくれ
た文化祭での出来事だった．当日行ってみると，誘われ
たダンスの発表会会場が，階段しかない体育館の二階フ
ロアだった．医療機器を積載した大きな車椅子では無理
だと諦めて帰ろうとしていた時，黄色いＴシャツを着た
元気な女子大生が話しかけてきた．事情を話すと彼女は
笑顔で「お母さん，持ち上げますか？」と言った．私は
当時その選択肢は全く思いついていなくてとても驚いた
けれど，彼女の体育大生としての風貌と結集した女子大
生たちを信頼してやってみることにした．結果は無事に
二階まで担ぎ上げてくれて，楽しくダンスも見られた．
後から聞けば，黄色いＴシャツの彼女たちはライフセー
ビング部員だった．
　私はこの時，バリアフリーでなくては進めないという
固定観念が，自分の中に存在していたことに愕然とした．
あぁ，バリアは自分の中にあったのだと気が付いた．そ
れまで，人に迷惑をかけてはいけないと必死に頑張って
きたけれども，娘は人を信じて頼ることで道が開けてい
くことがあるのだと知った．階段しかない木造二階建て
の最寄りの公立幼稚園へ入園希望を固めた出来事だった．
３．ママ友の教えと恩師の言葉
　幼稚園時代は，副園長先生が教育委員会に掛け合って
くださって，階段を持ち上げるにも人が必要だと介助員
が２名体制で付いた．娘は同世代の子どもの中でたくさ
んの貴重な経験を積み重ね，親子共々様々な出会いに
よって多くの学びと友人を得た．
　忘れられないエピソードを一つ紹介したい．別室待機
をしていた私に，クラスメイトのお母さんが話しかけて
きた．「私の上の子，お兄ちゃん，大学生なんだけど，
この前，何か悩み事があったらしくってね，小さい子ど
もの元気をもらおうと一人で幼稚園の前を歩いていたん
だって．そしたら，さほちゃんとお母さんが歩いて来て
すれ違ったらしいの．『あ，弟のクラスメイトの子だ』っ
て．」ひと呼吸おいてから，「あの子，『俺，その時，悩
みなくなっちゃったんだよね，なんかさ』って言ってた
よ．」と．
　私は驚いてしまって恥ずかしいくらい大泣きしていた．
ただ歩いていただけだったから．人に助けてもらうばか
りの私たちが，そのままの存在でよいと思いがけず教え
てもらった．
　小学校への就学については「友達と同じ学校に行きた
い」という娘の気持ちを尊重し，幼稚園の向かいにある，
幼小連携の活動も盛んであった地域の公立小学校の通常
級に進んだ．私の恩師からは「人は人を浴びて，人とな
る」という言葉をもらい，在校生千人の児童の中に飛び
込んでいくことになる．

図１　人工呼吸器児数（０～19歳）の推移2）
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４．「なんで治らないのに，病院に行くの？」
　これは娘が四年生10歳の頃に私に尋ねた質問である．
　ちょうどギャングエイジと言われるこの時期に，娘の
クラスは荒れていて，大人の部分と子どもの部分が絡み
合って反攻的な態度になってしまう子もいて，授業にな
らないこともあった．ケンカが頻発し，クラスメイトに
「どうせ動けないんだろ？イエ～」とからかわれたこと
もあった．机を蹴飛ばす男子をみて，娘が「ケンカして
みたい」と言ったのには，改めて共感した．
　そんなクラスメイトたちと同様に，娘も自我の確立の
ステップに入っていき，自分と友達との違いを認識して
考えていたのだろう．「１/２成人式」の学習の中でもこ
れまでの十年間を振り返っていたので，「治らない病気
を抱える自分」を客観的に捉えるようになっていたのか
もしれない．
　私は，SMAを持っていることは，彼女のアイデンティ
ティに大きく関わっていることなので，いつか改めて「本
人への難病告知」は必要だと思っていた．遂にこの時が
来た！と思い，確定診断のセカンドオピニオンの頃から
お世話になっているSMA専門医チームの心理士に相談
してから，娘の疑問に答えた．さらに娘の希望により，
専門医との面談を設定し，娘の「なんで病気になるの？」

「いつ治るの？」という質問に直接答えていただいた．「本
人への難病告知」の第一弾だった．
５．小学校で育まれたもの
　高学年になってクラス替えも行われ，娘の学年は落ち
着きを取り戻し，娘も難病告知後は不安を口にすること
はなくなった．変化はと言えば，「わたしも困っている
人を助けたい」とレモネードスタンドを開催して小児が
ん支援団体に寄付をしたり3），運動会のソーラン節リー
ダーに立候補したり4）と，積極的なチャレンジが垣間見
えたこと．この愚かな母親が「みんなみたいに体を動か
せたらよかったよねぇ…」と言うと，「大丈夫．さほちゃ
ん指，動くから」と，娘の圧倒的な前向きさに救われる
こともあった．
　振り返れば，幼稚園から含め小学校までの８年間で育
んでいただいたものは，「娘なりにできる」力，友達（人）
を信じる心，人に助けてもらって生きる力，だと思う．
これは親子共にだし，障害児者に限らずどんな人にも必
要なもののように思う．

Ⅳ．学校生活での医療的ケア

１．支えてくれる人も守りたい
　2016年にようやく児童福祉法と障害者総合支援法が改
正され，「医療的ケア児」が明確に障害児として地域で
の支援対象となった．医療・福祉・保健・教育が連携し
た支援体制づくりが地方自治体の努力義務になったもの
の，高度な医療的ケアを受け入れる社会資源は不足して
いる状況は変わらなかった5）．奇しくも同年に，「障害
を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差

別解消法）」も施行されたが，小学校に入学した娘の学
校での医療的ケアは，全て保護者に任され私は付き添い
を続けていた．幼稚園での実績を踏まえ，支援要員は２
名体制で配置となり，その中にはベテラン訪問看護師も
含まれていたが，看護師として配置され医療的ケアがで
きるまでには，教育委員会との本格的な対話を始めて３
年かかった．
　娘が小学三年生の頃始まった自治体による試行的「学
校看護師制度」は，子ども専門病院の主治医とその在宅
医療支援室室長の医師，メディカルソーシャルワーカー，
難病の子ども支援全国団体の理事，教育委員会の係長ら
と我々親子が，まさに膝を突き合わせる形で対話をス
タートした．私には，ささやかながら「支えてくれる人
も守る」という信条があるので，制度作りに際して，実
施する看護師だけに命の責任を負わせるのではなく，関
わる職種，保護者も含めてみんなで責任を分け合ってい
きましょうと，みんなが安心安全な仕組みを作ることを
求めた．
２．「医療的ケア児」という名前ではなく
　法律に「医療的ケア児」の文言が入ったことで社会的
に存在が認められ，さらに2021年には「医療的ケア児及
びその家族に対する支援に関する法律（医療的ケア児支
援法）」が施行され，各省庁および地方自治体の支援が「努
力義務」から「責務」に変わった．私たちにとっては大
変有り難い歴史的な出来事だった．
　しかし一方，カテゴライズは便利な反面，ある種の共
通項で括られたり，先入観をもって捉えられがちになっ
たりという落とし穴があることは忘れてはならない．
各々の現場で出会う「医療的ケア児」は，代わりのない
命に名前の付いた一人の子どもである．ケアの手技にお
いても個別性は高い．大切なことは，目の前の子どもと
家族のニーズに寄り添い，成長のタイミングを見極めな
がら，ハレの日もケの日も同じ方向を見て（向き合うの
ではなく）関わっていくことだと思う．
　「医療的ケア児者」への支援については，学校におい
ても未だ黎明期を脱したとは言えない．全国各地での取
り組みや個別の事例など，実践知の共有こそが今求めら
れていると感じる．
３．必要なサポートは医療的ケアだけではない
　人工呼吸器を使うような重度の医療的ケア児の母親の
実態を説明する時，私は「一人五役」と話している．つ
まり，一人ICU，一人保健所，一人教育施設長，一人特
別支援教育，一人だけの母親としての役割を全て担って
いるイメージである．
　病院のICUでは三交代制で行われることを一人でやり
ながら，介護保険制度と違ってケアマネージャーがいな
いので，母親が各種の社会サービスを探して調整してい
るという現状がある．相談支援員制度はようやく浸透し
てきてはいるが医療に精通している相談支援員というの
はなかなかいない．
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　学校生活では，校内の安全な環境を作り事故が起きな
いよう工夫を重ね，医療的ケアを行う人の教育もして，
一つのプロジェクトとしてきちんと運用できるように整
えている．毎日の送迎と終日付き添いに加えて，自己責
任以上の本来は社会が担うべき責任も随分と背負ってい
ると思う．
　さらには，母親が国内外から情報を集め，専門家に問
い合わせ，自ら実践し，教材を作り，特別支援教育も担っ
ている．例えば，四肢麻痺のSMAⅠ型のような子ども
が意思を表出する手段は限られているので，系統立てた
専門的なコミュニケーションの発達支援が粘り強く継続
的に行われることと並行して，所謂ICT支援機器の操作
も合わせて獲得していかなければならない．その子ども
に適合する「スイッチ」や固定装具の製作とフィッティ
ングなど，環境整備の時点から，専門家や支援者が全国
的に非常に少なく居住地域内で適切な支援を受けられな
い状況がある．
　地域の学校の通常級と特別支援級と特別支援学校では，
やはり事情や環境が各々異なっている前提はありつつも，
SMAⅠ型児の母親の実態は概ね同じである6）．私の場合
は，娘が通常級の中学生になってからは塾の先生の役割
が増え「一人六役」になったように思う．
　ここで申し上げたいのは，ご周知のこととは思うが，
医療的ケア児が学校生活を健やかに過ごすためには，医
療ケアを行う人がいればよいというわけではないという
ことだ．医療的ケア看護職員，教員，特別支援教育支援
員，スクールカウンセラーなど多面的なサポート人材が，
各々をフォーローし合える関係性をもった「チーム学校」
として，一人一人の子どもをサポートする必要があると
実感する．
　そして，これは医療的ケア児に限ったことではない．
医療・福祉・保健・教育が連携してサポートすべき様々
な子どもたちが学校にはいる．地域の小学校に入学した
時，未熟な私は「重度の医療的ケア児の娘こそ，多様性
の最たるものだ」と思っていた．だが，しばらくして「娘
は多様性の一粒にすぎない」と気が付いた．
４．特別支援教育コーディネーターについて
　そのような中，「チーム学校」の要となるのは，やは
り特別支援教育コーディネーターになると思われる．特
別支援教育コーディネーターは，2007年４月の学校教育
法の一部改正に伴い明確に校務に位置付けられ，2013年
にはほぼ全ての公立学校に配置されている7）．発達障害
など教育ニーズを持つ子どもや不登校の子ども，自殺な
どの増加が背景にあったが，現在もそれらの数は増え続
け8），特別支援教育コーディネーターの担う役割はます
ます大きく重くなっていると推察される．
　特別支援教育コーディネーターを担当する役職は各学
校で異なるが，特別支援級のない地域の学校においては，
養護教諭が兼務することが多いのではないだろうか．校
内での養護教諭としての担務に加えて，近年は感染症対

策の業務もある中，特別支援教育コーディネーターの役
割まで十分に果たせるだろうか．全国的な教員不足も深
刻化し，その上医療的ケア児まで増えていくという状況
に，正直なところ疲弊感は否めないのではないだろうか．
　医療の専門職として学校に入る学校看護師にとっても，
養護教諭は拠り所になるのだが，円滑な連携は悩ましい
実情がある．そもそも，感染症対策にシビアな医療的ケ
ア児は，体調不良の子どもに対応する保健室には近寄り
がたいのだ．

Ⅴ．本質はコミュニケーション

　医療的ケア児の健やかな成長のためには，多様な人と
の出会いや関わり，支え合いが不可欠である．多職種連
携の必要性が説かれるが，多職種連携とは何か．とどの
つまり，コミュニケーションであると私は思っている．
相手を否定しない会話，つまり「対話」を継続したとこ
ろに生まれる「関係性を育てること」である．当然，一
朝一夕では至らない．人と人同士が相手を知るには時間
がかかる．単に相手の気持ちを共有するシンパシーとい
うより，別の価値観や考えを持つ相手の身になって想像
するエンパシーを持って，同じ時間と空間の中で丁寧に
関わり続けていくことだ．
　人は変えられないことは，皆さんもうご存知のことだ
ろう．変えられるのは自分だけである．我々は，誰も取
り残さない社会を目指して，自分自身に問いかけながら
進むしかないのだ．専門職や医療者や当事者としての自
分の中に，バリアはないか？相手の事情を含めたその存
在に架橋したコミュニケーションをとっているか？「医
療的ケア児」ではなく，代わるもののない目の前の命に
寄り添っているか？
　そして「Together Better」で行こう．完全完璧を目
指すのではなく，ガチガチに気を張らなくてもよい緩さ
で，医療的ケア児と共に生活することで，みんながより
良い感じになることを目指して．「Together Better」は，
ポジティヴヘルスのコンセプトに基づき，本人にとって
本当に必要とされるサポートが垣根を取り払って行われ
るように工夫されているオランダの健康センターの合言
葉だそうだ1）．
　ADL（Activities of daily living）注4全介助を必要とす
る娘は，これからも誰かの力を借りなければ生きていか
れないけれど，13歳の現在，英語の授業で「How are 
you?」と尋ねられると必ず「I’m happy.」と答える．「I’m 
fine.」ではなく．彼女に育まれた健康観と「自分をご機
嫌にする力」を見習いたいと思う．ついつい大人として，
教えよう守ろうとしがちな私から日々の自戒を込めて書
けば，「本人が大切だと考えること」をサポートするこ
とを忘れずに，私も彼女とのかけがえのない関係性を生
きていきたい．
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Ⅵ．終わりに

　今回の特集寄稿に際しては，「母親の立場から」の一
人称での記述とし，筆者の主観をもとに述べさせていた
だいています．これまで私たち親子に出会い，関わって
くださった方々，日々を支えてくれている皆様に感謝い
たします．

注１：脊髄性筋萎縮症（SMA）は，脊髄の前角細胞の変性
による筋萎縮と進行性の筋力低下を特徴とする下位運動
ニューロン病である．上位運動ニューロン徴候は伴わない．
発症年齢，最高到達運動機能により，０型，Ⅰ型，Ⅱ型，
Ⅲ型，Ⅳ型に分類される．０型は胎児期の発症で出生直後
から人工呼吸器管理を必要とする最重症型である．Ⅰ型は
新生児期から乳児期の発症で，フロッピーインファントの
代表格であり，人工呼吸器管理をしない場合には２歳まで
に90％以上が呼吸不全で死亡する重症型である．呼吸障害，
関節拘縮，脊柱側弯，摂食・嚥下障害などを認めるが，知
的障害は通常認めない．（脊髄性筋萎縮症（SMA）診療の
手引き9）より）

注２：「超重症児」は，鈴木ら（1995）10）が提唱した概念で，
医学的管理下に置かなければ呼吸をすることも栄養を摂る
ことも困難な障害状態にある障害児を，必要な医療処置に
よって「超重症児スコア」として点数化した．医療介護の
進歩に伴う改定が行われ（鈴木ら，2008）11），運動機能が
座位までを前提に，スコア25点以上を超重症児，10～24点
を準超重症児とした．さらにその後「動く医療的ケア児問
題」から，2020年に「医療的ケア児（者）の新判定スコ
ア」12）が前田浩利により提唱され，福祉サービスの事業所
報酬の基準として採用されていることも申し添える．

注３：ポジティヴヘルス
・Machteld Huberほか：How should we define health?（健

康をどのように定義すべきか？），BMJ2011, 343 ,2011. 
Available at：https://doi.org/10.1136/bmj.d4163 Accessed 
November 11, 2022.

・Huber M, van Vliet M, GiezenbergMほ か：Towards a 
‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic 

concept of health：a mixed methods study（健康の新しい
動的概念の「患者中心」の運用化に向けて：混合方法研究），
BMJ Open2016; ６：e010091，

・Institute for Positive Health (iPH). Available at：https://
www.iph.nl/ Accessed November 11, 2022.

注４：ADL（Activities of daily living）は，「日常生活動作」
という意味で「食事・排泄・更衣・整容・入浴・移動」な
どを言う．
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Ⅰ．緒　　言

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，感染防止対策
を徹底し，子ども達の学びを最大限保障1）するため，
ICT活用が進み，児童生徒に個別のタブレット端末が普
及した．また，インターネットの普及により，子ども達

はSNS等様々な情報源から，複数のモード（文章，数値，
動画，絵文字等）で提供される情報に触れる機会が増え
た2）．一方，10代の脳は衝動の制御やリスクと報酬の判
断を司る部分が未発達であり，大脳辺縁系の発達と前頭
前皮質の発達がずれる約10年間，行動は感情的で反応的
な扁桃体によって決められ，論理的な前頭前皮質には決

資　料 子どもを対象としたヘルスリテラシー尺度の
日本における利用可能性

―構成要素及び保健教育内容に着目した文献レビュー―
萩　原　加奈子

聖路加国際大学大学院看護学研究科

Feasibility of Employing a Health Literacy Scale for Children in Japan: 
Literature Review Focusing on Scale Components and Health Education Content

Kanako Hagiwara
Graduate School of Nursing Science, St. Lukeʼs International University

Background: With the widespread use of the internet, children have been exposed to health-related informa-
tion provided in multiple modes, such as text, numerical and video formats from various sources. It is imper-
ative that children develop health literacy in order to make their own medical and health decisions based on 
reliable information that is appropriate for them. However, the level of health literacy among adults in Japan 
is lower than in eight EU countries and six other Asian countries. Acquiring health literacy at an early age 
is an urgent issue.
Objective: Through a thorough literature review, the present study examined the feasibility of employing a 
comprehensive health literacy scale for children in Japan and overseas.
Methods: A literature search was conducted on PubMed, PsycINFO and CiNii Articles for health literacy 
scales that targeted participants aged under 20 years. Each item on the available scales was classified in ac-
cordance with the 14 components of health literacy for children and youth, which Bröder et al. （2017） identi-
fied, as well as the eight components of health education content of the Curriculum Guidelines of the Japa-
nese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology for defining the basic standards for 
education.
Results: In total, 21 scales were found, including 17 from outside Japan. Four of the questionnaires were una-
vailable, thus leaving 17 scales for examination. All 17 scales were developed between 2000 and 2020, and re-
liability was confirmed for 13. Among 17 scales, all four health literacy skills （accessing, understanding, ap-
praising and applying） were included with eight. Several scales included child-specific components, such as 
communication and self-efficacy. Regarding health education content, health promotion was included in all 17 
scales; the use of medical facilities, mental health, environment, and health was incorporated in several 
scales. Most of the scales were self-administered and involved questions about subjective experiences; how-
ever, some scales employed objective measures, such as of health knowledge and BMI.
Conclusion: Numerous scales have been developed in Japan and overseas; the assessment methods and com-
ponents of health literacy and health education content differed among them. In Japan, the HLS-Child-Q15 for 
elementary school students aged 9 years and above and the MOHLAA-Q for junior and senior high school 
students aged 14 years and above are notable. With other scales, it is necessary to make a selection based on 
differences in the components of health literacy and health education content.

Key words：health literacy, decision-making, scale, health promotion, children
 ヘルスリテラシー，意思決定，尺度，ヘルスプロモーション，子ども
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められない3）．つまり，子ども達は膨大な情報を入手す
る一方で，それら情報をエビデンスに基づき適切に評価
し判断することが困難な状況にあるといえる．
　特に，健康情報についての情報リテラシーはヘルスリ
テラシーと呼ばれ，「健康情報を入手し，理解し，評価し，
活用するための知識，意欲，能力であり，それによって，
日常生活におけるヘルスケア，疾病予防，ヘルスプロモー
ションについて判断したり意思決定をしたりして，生涯
を通じて生活の質を維持・向上させることができるもの」
と定義される4）．そもそもヘルスリテラシーは，アメリ
カで1970年代臨床現場におけるリテラシー（識字能力）
及びニュメラシー（数的能力）を評価することから始まっ
た．その後臨床現場に限定せずヘルスプロモーションの
観点へと広がり，1990年頃から様々な定義がなされてき
た（表１）．これらの定義に共通する点は，「情報を得て，
意思決定する」という点である4）．「意思決定とは，問
題を解決するための行動であり，そして情報とは問題を
解決するための選択肢を知り，それぞれのメリット・デ
メリットを評価するために必要なもの」4）とされる．ヘ
ルスリテラシーの概念を広めたNutbeam5）の定義は，
WHO（世界保健機関）のヘルスプロモーション用語集
のもので，情報の「入手」「理解」「利用」という３つの
プロセスを含み，米国医師会のものは，臨床場面に限定
され「理解」のみが含まれる4）．Sørensenら10）の定義は
既存の文献から，ヘルスリテラシーについての17の定義
と12の概念モデルを整理したもので，健康情報の「評価」
を追加し，「入手」「理解」「評価」「活用」の４つの能力
にまとめ，「活用」には意思決定と行動が含まれた．また，
健康情報を活用する場について，Sørensenら10）は「ヘル
スケア」「疾病予防」「ヘルスプロモーション」の３つの
領域にまとめ，ヘルスケアは症状や病気への対処など医
学的な問題に，疾病予防は個人の病気のリスクファク
ター（危険因子）に，ヘルスプロモーションは人を取り

巻く環境を健康的なものに変える方向に焦点を当ててい
る．そのため従来の定義に対しSørensenら10）の定義は，
包括的ヘルスリテラシーとされた．
　そして，こうしたヘルスリテラシーは，諸外国では幼
少期から獲得することが求められている．アメリカ，イ
ギリス，フィンランド，台湾，シンガポールでは，幼児
期から体や健康に関する正しい知識とライフスキルにつ
いて，日常生活に即した具体的な教育が系統立てて行わ
れ，学校教育の目標としてヘルスリテラシーの獲得が掲
げられている11）．アメリカのNHES（National Health 
Education Standards；全国保健教育基準）12）は，未就園
児から高校３年生（12学年）までの子どもを対象に，身
体や健康に関する正しい知識とライフスタイルについて，
日常生活に則して具体的な目標を発達段階ごとに定めて
おり，未就園児の段階から，健康情報の入手，理解，評
価，活用と幅広い能力が求められている．ドイツの
Bröderら13）は子どもや若者を対象としたヘルスリテラ
シーのシステマティックレビューを行い，Sørensenら10）

の４つの能力（入手，理解，評価，活用）以外に，子ど
も特有の構成要素を明らかにした．
　一方で日本では，2017年の学習指導要領の改訂によっ
て，従来の知識ベースから資質・能力ベースの学力観へ
転換が行われ，学習した知識を活用し，生涯を通じて心
身の健康を保持増進し，健康課題を解決するための資質・
能力として，「思考力・判断力・表現力等」の育成が目
指されている14）．子どもは必ずしも正しい情報のみにア
クセスしているとは限らないことから，子ども自身が得
た情報を正しく理解し，それを思考・判断して，適切な
意思決定に結び付けていくことが重要となり，日本の学
校において子どもたちに育成が目指される資質・能力と
ヘルスリテラシーには共通する点が見られる．そのため，
幼少期からヘルスリテラシーを獲得することは重要であ
り，喫緊の課題である．しかし日本の一般成人のヘルス

表１　ヘルスリテラシーの定義4）

発表年 発表者 内容

1998 Nutbeam
● よい健康状態を推進して維持させられるような，情報にアクセスし，理解し，利用するた

めの個人の意欲と能力を決める認知的社会的スキル5）

1999 米国医師会 ●ヘルスケアの場面で求められる基本的な読みや計算の能力を含む様々なスキル6）

2000 Healthy People 2010
● 健康に関する適切な意思決定を行うのに必要な基本的な健康情報やサービスを手に入れて，

整理して，理解する能力の程度7）

2006 Zarcadoolas Cら
● 情報を得た選択によって健康リスクを減少させ，生活の質を向上させるために，健康情報

を探し，理解し，評価して利用できる生涯を通して発達する幅広い範囲のスキルと能力8）

2008 Kickbuschら
● 家庭とコミュニティ，職域，ヘルスケア，商業界，政界において，健康のために適切な意

思決定ができる能力．人々の自身の健康をコントロールする力，情報を探し出す能力，責
任をとれる能力を増大させる重要なエンパワーメント戦略9）

2012 Sørensenら
● 健康情報を入手し，理解し，評価し，活用するための知識，意欲，能力であり，それによっ

て，日常生活におけるヘルスケア，疾病予防，ヘルスプロモーションについて判断したり
意思決定をしたりして，生涯を通じて生活の質を維持・向上させることができるもの10）
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リテラシーはEU8か国，アジア６か国と比較し低いこと
が明らかになっている15－17）．特に，日本人は「評価」「活
用」に困難を感じており，入手し理解することまではで
きても，判断し行動することが出来ていない15）．
　ヘルスリテラシーは時代と共に変遷し，それぞれの定
義に対し尺度が開発された18）．そのため，子どもを対象
としたヘルスリテラシー測定尺度も国内外で複数開発さ
れているが，ヘルスリテラシーの能力としても，利用す
る場面としても，包括的なヘルスリテラシー尺度が整理
されていない．そのため，本研究は文献レビューにより
既に開発された国内外の子どもを対象とした包括的なヘ
ルスリテラシー尺度の，日本における利用可能性につい
て検討することを目的とする．

Ⅱ．方　　法

　20歳未満の子どもを対象としたヘルスリテラシー尺度
を，文献検索サイトPubMed，PsycINFO，CiNii Arti-
clesにて検索した．尺度の検索条件として，①対象者の
年齢が20歳未満であること，②読み書き計算能力に限定
せず幅広いヘルスリテラシーを取り扱うこと，③健康問
題を限定せず幅広い健康の内容を取り扱うこと，④英語
または日本語を使用していることとした．出版年は2020
年12月31日までとした．
　次に，質問項目が入手できた尺度について，尺度開発
の調査実施時の対象，尺度の対象，作成方法，評価方法，
項目数，統計的評価指標として信頼性を整理した．そし
て尺度の特性を評価するため各質問項目を，ヘルスリテ
ラシーの構成要素と保健教育内容に分けて分類した．構
成要素はヘルスリテラシーの定義を反映しており，各尺
度が測定する要素を明らかにすることができる．また，
保健教育内容はヘルスリテラシーを活用する場面を検討
することができる．構成要素は，Bröderら13）のシステマ
ティックレビューによって明らかになった子どものヘル
スリテラシーの構成要素である，健康情報の①入手，②
理解，③評価（分析・判断・選択を含む），④活用（行
動を含む），そして⑤知識，⑥基本的・基礎的スキル（読
み書き），⑦批判的思考（推論や計画立案等），⑧コミュ
ニケーション，⑨ヘルスケアシステムのナビゲーション
スキル（医療サービスへのアクセス，予約，問診票の記
入，保険の手続きなど），⑩市民権（社会的責任ある行
動や能力，地域社会への参加，民主社会への理解や行動），
⑪自己認識・内省，⑫セルフコントロール・自己制御，
⑬自己効力感，⑭関心・モチベーション，に分類した．
保健教育内容は，学習指導要領を参考に，①健康の保持
増進及び生活習慣・健康行動（危険行動含む），②精神
保健（他者からの情報入手，対人コミュニケーション含
む），③性と生殖（性感染症は⑥に含む），④発育と発達，
⑤傷害防止と応急手当，⑥感染症予防，⑦保健・医療機
関や医薬品の利用（医療者とのコミュニケーション含む），
⑧環境・社会と健康，に分類した．著者が中心となって

分類を行い，看護情報学を専門とする研究者複数人を含
め，検討を行った．

Ⅲ．結　　果

　国外で17件，国内で４件，計21件の尺度が抽出された．
質問項目が入手できなかった４件を除き計17件について，
尺度の対象とする年齢順に検討を行った（表２）．国外
の尺度13件の内，日本語に翻訳されたのはHLS-EU-Q47
（No. 17）のみであった．
　尺度は2000～2020年に開発され，尺度の主な対象者が
小学生４件，中学生３件，中学生・高校生５件，高校生
以上５件であった．作成方法は子どもや教師・専門家へ
インタビューを行ったものが９件，NHES（National 
Health Education Standards；全国保健教育基準）12）に
基づき作成されたものが２件，その他（文献レビュー，
アンケートの自由記述及びカリフォルニア州ガイドライ
ン，経験に基づき作成）が６件であった．統計的評価は，
信頼性（内的一貫性）が確認されているもの（Cronbach’s 
α＝.70以上）が13件であった．GeKoKids Questionnaire
（No. 2），MOHLAA-Q（No. 12）については，下位尺
度の一部において内的整合性の指標が低かった．
　尺度はHLS-EU-Q47を除いてすべて自記式であった．
HLS-EU-Q47について，開発者のSørensenら19）はインタ
ビュー形式で実施していたが，諸外国で翻訳された際に
は自記式質問紙として使用されていた．また，尺度の評
価方法は回答者の主観のみを問うものが13件であったが，
GeKoKids Questionnaireは生活習慣（喫煙，歯磨き，運
動習慣，果物を食べる頻度）を質問，Taiwan Children’s 
Health Literacy Test（No. 4）はクイズ形式で正しい回
答の選択，MOHLAA-Qは健康に関する知識を問い，
HELMA（No. 13）はBMI（肥満度を示す体格指数）を
計算させ，客観的な評価方法も用いていた．
　次に，ヘルスリテラシーの構成要素（表３）及び保健
教育内容（表４）について分類した．構成要素において，
システマティックレビューを行ったSørensenら10）のヘル
スリテラシーの４つの能力（①入手，②理解，③評価，
④活用）全てを含むものは８件（HLS-Child-Q15（No. 1），
Kids-Health KidsPoll（No. 3），Taiwan Children’s 
Health Literacy Test，HLSAC（No. 5），ヘルス・リテ
ラシー・インベントリー（No. 9），MOHLAA-Q，HEL-
MA，HLS-EU-Q47）であった．2015年以降開発された
尺度８件中５件で，また，小学生を対象とした尺度４件
中３件で，４つの能力全てを含んでいた．構成要素を８
つ以上含む尺度は，Kids-Health KidsPoll，健康リテラ
シー評価尺度（No. 8），ヘルス・リテラシー・インベン
トリー，MOHLAA-Q，HELMA，AAHLS（No. 16）で
あった．また，構成要素においては，①入手14件，④活
用14件，③評価13件，⑧コミュニケーション13件が多く
の尺度に含まれていた．情報の入手元や判断する情報の
出所として挙げられたメディアは，インターネットが６
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件，（Kids-Health KidsPoll，Multidimensional health 
literacy instrument（No. 11），MOHLAA-Q，HELMA，
HLAT-8（No. 15），HLS-EU-Q47），テレビが５件（健
康リテラシー評価尺度，Multidimensional health litera-
cy instrument，MOHLAA-Q，HELMA，HLS-EU-Q47），
ラジオが３件（Multidimensional health literacy instru-
ment，MOHLAA-Q，HELMA），雑誌が３件（健康リ
テラシー評価尺度，Multidimensional health literacy in-
strument，MOHLAA-Q）であった．③評価に該当する
ものの内，情報の質について評価することを含む尺度は
９件であった（Kids-Health KidsPoll，HLSAC，健康情
報の批判的思考尺度，MOHLAA-Q，HELMA，ICHL（No. 
14），HLAT-8，AAHLS，HLS-EU-Q47）．⑦批判的思考
には様々な内容が含まれており，健康情報の批判的思考
尺度（No. 6）は情報の目的や裏を考える，中学生用ヘ

ルスリテラシー尺度（No. 7），健康リテラシー評価尺度
は体調から原因を考える，ヘルス・リテラシー・インベ
ントリーは影響の予想や計画立案，ICHLは健康を考える，
AAHLSは情報の合理性を考える，医療提供者のアドバ
イスに疑問を抱く，を含んでいた．④活用にも様々な内
容が含まれ，HLS-Child-Q15，Taiwan Children’s Health 
Literacy Test，HLSAC，HAS-A（No. 10），MO-
HLAA-Q，HLS-EU-Q47には医療従事者の指示や薬の内
服指示に従う，HLS-Child-Q15，Kids-Health KidsPoll，
HELMAには教えや授業での学びを守る，を含んでいた．
その他には，HLS-Child-Q15は食生活，GeKoKids ques-
tionnaireは食事，運動，歯磨きや喫煙，Taiwan Chil-
dren’s Health Literacy Testは歯磨き，応急処置，感染
症予防や環境保全の行動，中学生用ヘルスリテラシー尺
度は運動・食習慣の改善，健診結果の活用，健康リテラ

表２　対象とした尺度

No. 名前 年 国 筆頭著者 調査の対象 尺度の対象 作成方法
評価
方法

項目数 信頼性

１ HLS-Child-Q1520） 2020 ドイツ Bollweg, T.M. ９～12歳 ９～10歳
Review, Interview

専門家協議
主観的 15 α＝.791

２
GeKoKids question-
naire21） 2010 ドイツ Schmidt, C.S.

小学５年
（ave 10.4）

９～13歳 Self-developed 両方 17
α＝.73
α＝.53

３ Kids-Health KidsPoll22） 2007 アメリカ Brown, S.L.
９～13歳

（ave10.5）
Early Adolescents

（grade5-8）
NHES 主観的  8 ―

４
Taiwan Children’s 
Health Literacy Test23） 2018 台湾 Liu, C.H. 小学６年

Children under the 
age of 12

Interview 客観的 25 α＝.79

５ HLSAC24） 2016 フィンランド Paakkari, O. 中学１・３年
School aged 

children
概念化，専門家協議 主観的 10 α＝.93

６
健康情報の批判的思考
尺度25） 2014 日本 山本浩二 中学１年生 中学生 Review 主観的  7 α＝.72

７
中学生用ヘルスリテラ
シー尺度26） 2018 日本 山本浩二 中学生 中学生 Review 主観的 35

α＝.82
α＝.80
α＝.91
α＝.76
α＝.71

８
健康リテラシー評価尺
度27） 2008 日本 宮本友弘

中学２年，
高校２年

中学生，高校生
自由記述・

ガイドライン
主観的 16

α＝.75
α＝.71

９
ヘルス・リテラシー・
インベントリー28） 2000 日本 渡邉正樹 大学１・２年生 中学３年～高校２年 NHES 主観的 46 ―

10 HAS-A29） 2015 アメリカ Manganello, J.A.
12～19歳

（ave15.6）
Adolescents Review 主観的 15

α＝.77
α＝.73
α＝.76

11
Multidimensional health 
literacy instrument30） 2013 アメリカ Massey, P.

中学生・高校生
（ave14.8）

Adolescents Interview 主観的 24 α＝.83

12 MOHLAA-Q31） 2020 ドイツ Domanska, O 14～17歳 Adolescents
Review，Interview，

専門家協議
両方 29

α＝.772
α＝.589
α＝.539

KR20＝.263

13
Health Literacy Measure for 
Adolescents （HELMA）32） 2016 ブラジル Ghanbari, S.

15～18歳
（ave16.2）

Adolescents aged 
15-18

Interview 両方 44
α＝.93
ICC＝.93

14 ICHL33） 2016 アメリカ Smith, S.R.
高校生

（ave17.0）
Adolescents Interview 主観的  9 ―

15 HLAT-834） 2014 ドイツ Abel, T.
大学生

（ave19.6）
Young adult Experience 主観的  8 α＝.64

16 AAHLS35） 2013 イギリス Chinn, D.
15～82歳
（ave38）

15歳以上 Interview 主観的 14 α＝.75

17 HLS-EU-Q4719） 2013
ヨーロッパ８

か国
Sørensen, K. over 15 15歳以上

Review，Interview，
専門家協議

主観的 47 α＝.9715）
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シー評価尺度は食事バランスや受診，ヘルス・リテラ
シー・インベントリーは危険を回避するための行動，ス
トレス対処，自分の計画の実行，他者の援助，Multidi-
mensional health literacy instrumentは権利や責任を持
つこと，MOHLAA-Qはケガから身を守る行動，環境づ
くりの行動，HELMAは体重管理，ICHLは環境づくり，
HLS-EU-Q47は病気から身を守る方法や予防接種の意思
決定，生活環境を変える，が含まれていた．⑧コミュニ
ケーションには，意思表出２件（Taiwan Children’s 
Health Literacy Test，中学生用ヘルスリテラシー尺度），
家族・友人とのコミュニケーション７件（GeKoKids 
questionnaire，Taiwan Children’s Health Literacy Test，
中学生用ヘルスリテラシー尺度，MOHLAA-Q，HEL-
MA，ICHL，HLAT-8），医療者とのコミュニケーショ
ン２件（Multidimensional health literacy instrument，
AAHLS），他者とのコミュニケーション２件（健康リ
テラシー評価尺度，ヘルス・リテラシー・インベントリー），

医療者への質問６件（Kids-Health KidsPoll，中学生用
ヘルスリテラシー尺度，HAS-A，MOHLAA-Q，HEL-
MA，AAHLS）であった．
　保健教育内容においては，①健康の保持増進及び生活
習慣・健康行動は全ての尺度に含まれていた．次いで，
⑦保健・医療機関や医薬品の利用が15件，②精神保健が
14件，⑧環境・社会と健康が９件であった．保健教育内
容を扱う数は，Taiwan Children’s Health Literacy Test
は７分野全て扱っていたが，健康情報の批判的思考尺度
は①健康の保持増進及び生活習慣・健康行動のみであった．

Ⅳ．考　　察

　ヘルスリテラシーの概念や定義は時代と共に変遷し，
当初は臨床場面におけるリテラシーやニュメラシーを評
価することに限定されていたが，現在ではヘルスプロ
モーションにおける問題解決を含む意思決定に必要な情
報の入手，理解，評価，活用が含まれている．本研究に

表３　各尺度の構成要素

No. 名前
①

入手
②

理解
③

評価
④

活用
⑤

知識
⑥

基本的
スキル

⑦
批判的
思考

⑧
コミュニ

ケーション

⑨
ナビゲー
ション

⑩
市民権

⑪
自己
認識

⑫
自己
制御

⑬
自己

効力感

⑭
関心

１ HLS-Child-Q15 〇 〇 〇 〇 〇
２ GeKoKids questionnaire 〇 〇 〇 〇 〇
３ Kids-Health KidsPoll 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
４ Taiwan Children’s Health Literacy Test 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
５ HLSAC 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
６ 健康情報の批判的思考尺度 〇 〇 〇
７ 中学生用ヘルスリテラシー尺度 〇 〇 〇 〇 〇
８ 健康リテラシー評価尺度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
９ ヘルス・リテラシー・インベントリー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
10 HAS-A 〇 〇 〇 〇 〇 〇
11 Multidimensional health literacy instrument 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
12 MOHLAA-Q 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
13 Health Literacy Measure for Adolescents （HELMA） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
14 ICHL 〇 〇 〇 〇 〇
15 HLAT-8 〇 〇 〇 〇
16 AAHLS 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
17 HLS-EU-Q47 〇 〇 〇 〇 〇 〇

注）該当する構成要素が含まれる場合，〇とした

表４　各尺度に含まれる保健教育の内容
No. 名前 ①健康増進 ②精神保健 ③性と生殖 ④発育発達 ⑤傷害防止 ⑥感染症予防 ⑦医療利用 ⑧環境

１ HLS-Child-Q15 〇 〇 〇 〇
２ GeKoKids questionnaire 〇 〇
３ Kids-Health KidsPoll 〇 〇
４ Taiwan Children’s Health Literacy Test 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
５ HLSAC 〇 〇 〇
６ 健康情報の批判的思考尺度 〇
７ 中学生用ヘルスリテラシー尺度 〇 〇 〇 〇
８ 健康リテラシー評価尺度 〇 〇 〇 〇 〇
９ ヘルス・リテラシー・インベントリー 〇 〇 〇 〇 〇
10 HAS-A 〇 〇 〇
11 Multidimensional health literacy instrument 〇 〇 〇
12 MOHLAA-Q 〇 〇 〇 〇 〇 〇
13 Health Literacy Measure for Adolescents （HELMA） 〇 〇 〇 〇
14 ICHL 〇 〇 〇 〇
15 HLAT-8 〇 〇 〇
16 AAHLS 〇 〇 〇 〇
17 HLS-EU-Q47 〇 〇 〇 〇 〇

注）該当する保健教育内容が含まれる場合，〇とした
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おいて，国内外で開発された17件の尺度を整理した結果，
構成する内容や評価方法は尺度により異なっていた．
　まず，Sørensen10）が明らかにした健康情報の入手，理解，
評価，活用という４つの能力をすべて含む尺度は，2015
年以降開発された９件の内６件であり，小学生を対象と
した尺度では４件中３件で全ての能力を含んでいた．ア
メリカの保健教育におけるNHESは，８つの基準に対し，
未就学児から12学年までを４段階に分け，段階毎に達成
すべき行動指標を示している12）．例えば基準５「より良
い健康のために意思決定のスキルを使う」で示される活
用の能力に対する，幼稚園～２学年の行動指標は「健康
に関する意思決定を個人で行える場合と，援助が必要な
場合を区別することができる」となっている．この様に
発達段階に応じて程度に差はあるが，年齢を問わず幼少
期から４つの能力を獲得することが重要とされる．つまり，
入手，理解，評価，活用という４つの能力は大人に限らず，
子どもにおいても求められる能力であり，４つの能力を
含まない尺度をヘルスリテラシーの測定として使用する
には限界がある．また，これらの能力以外の構成要素に
ついては，コミュニケーションが最も多く含まれていた．
年齢に関係なく，医療に関する情報を取り扱う際にコミュ
ニケーションスキルは欠かせない．家族や友人とのコミュ
ニケーションに始まり，自分の意思を相手に伝えること，
医療者とのコミュニケーションや医療者への質問など，
実際に受診した際患者自身に求められるスキルが含まれ
ていた．そして，尺度によって保健教育内容は，幅広く
取り扱うものから限定的なものまであったが，特に環境
や社会と健康について半数以上の尺度で扱われていた．
個人の健康を維持増進するためには，個人の行動を健康
的なものへ変えるだけでなく，個人を取り巻く社会経済
的環境へもアプローチし，健康の決定要因をコントロー
ルできるようになることが重要である36）．ヘルスリテラ
シーは健康の社会的決定要因を知り，その要因に対し行
動することであり，生きる力や生活スキルの重要な要素
である36）．そのためヘルスリテラシーを個人や社会を変
化させる資源として捉え36），ヘルスプロモーションの概
念として獲得することが求められている．
　そして，GeKoKids questionnaire21）とMOHLAA-Q31），
HELMA32）は，評価方法として，客観的評価指標を主観
的評価指標に組み合わせていた．これは，子ども（特に
思春期）は，自分の能力を過大評価する傾向があり37），
自己申告による測定ではバイアスの原因となる可能性が
あるためである．主観的評価は，自己効力感，知識，エ
ンパワメント，またはヘルスケアシステムに対する信頼
など，いくつかの要因に基づく可能性がある38）．しかし，
ヘルスリテラシーは医学用語の発音や栄養ラベルからの
情報抽出だけでなく，日常生活の様々な状況における健
康情報を扱うために用いられる知識であり，意欲であり，
能力である．そのため，自己報告による測定は，より包
括的なヘルスリテラシーの定義に取り組む上で有用であ

ることが証明されている10）．つまり，包括的なヘルスリ
テラシーの定義において，ヘルスリテラシーの異なる側
面を測定するためには，自己申告による主観的評価と合
わせて，客観的評価を組み合わせることが有意義であ
る20）．しかし，HELMA32）は，基本的スキル（読み書き，
数的能力）を44の質問項目中７問で扱い，他の尺度に比
べ基本的スキルを問う設問数が多かった．これは開発，
調査が実施されたブラジルにおいて，15歳以上の識字率
が2018年では93％39）であり，尺度の構成に文化的背景が
影響を及ぼした可能性がある．また，GeKoKids ques-
tionnaire21）とMOHLAA-Q31）は内的整合性が低い．しかし，
その理由としていずれの下位尺度も項目数が少なく，構
成要素が等しい因子負荷を持たない可能性や，測定され
た単一の共通因子がない可能性が考えられる．
　また，国外で複数の尺度が開発されているものの，日
本語へ翻訳された尺度は，欧州ヘルスリテラシー調査質
問票（HLS-EU-Q47）15）19）のみであった．尺度を翻訳する
場合，文化的妥当性や言語学的妥当性を考慮する必要が
あるが，大きな利点として国際比較を可能にする．国際
比較を行うことによって，国内の現状を把握することに
限らず，国内の保健教育における課題を多角的に明らか
にすることができる．また，エビデンスに基づき，ヘル
スリテラシーを促進させる介入を今後行うためにも，国
際的に共通した評価ツールを使用することで，介入の比
較検討が可能になる．HLS-EU-Q47は，異なる国，異な
る場で行われた研究において信頼性と妥当性が確認され
ていた15）16）40－43）．HLS-EU-Q47は，特定の文脈のみで，
特定のヘルスリテラシーに関するスキルを測定するので
はなく，ヘルスリテラシーに関連する様々な側面を幅広
く包括的に測定することができる．しかし，HLS-
EU-Q47を思春期の子どもにも適用できるか，認知面接
によって検討された結果，思春期の子どもはいくつかの
用語をよく知らず，用語の解釈が異なっていた37）．HLS-
EU-Q47の項目の中には抽象度が高いものがあり，また，
若者の日常生活への言及がないため，「難しすぎる」と
捉えられたと考えられる37）．そして，項目の理解度に問
題があるにもかかわらず，回答者である思春期の子ども
は「非常に簡単」または「かなり簡単」と評価しており，
回答が適切に行われていなかった37）．そのため，そのま
まHLS-EU-Q47を思春期の子どもに使用することは難し
い．また，本研究で取り上げた尺度の内，統計的評価指
標である信頼性が確認されたものは13件であった．各尺
度が一貫してヘルスリテラシーを測定できるかどうかを
示す指標であるため，確認されていない尺度を使用する
場合には注意が必要である．
　一方，国内では４つの尺度が開発されていた．日本語
の尺度は翻訳の必要がないため利用可能性が高い．中で
も，ヘルス・リテラシー・インベントリー28）は４つの能
力を含み，10の構成要素，５つの保健教育内容を含んで
いた．しかし，いずれの日本語尺度も，開発過程に当事
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者である子どもが参加していなかった．子どもを活動的
な市民，社会における主体として捉え，子どもと協働し
て尺度開発を行うことは，より正確に子どもの認識を明
らかにし，実践的なヘルスリテラシー向上の介入策の開
発を促進する可能性がある44）45）．
　本研究の限界として，取り上げた尺度は英語または日
本語を使用しているものに限定され，他言語で開発され
たものを検討することはできなかった点を挙げる．ヘル
スリテラシーは国際的に重要性が高まる一方で，各国に
おいて母国語で尺度の開発が行われている．そのため検
討された内容は一部の国における限定的な内容であり，
今後，他言語を含め，さらなる検討が求められる．
　以上のような限界はあるが，本研究によってヘルスリ
テラシーの構成要素や評価方法が尺度により異なること
が明らかになった．尺度の利用可能性として，各尺度の
特性が異なることから，最も信頼性のある尺度を決定す
ることは困難であるが，包括的なヘルスリテラシーを測
定でき，信頼性の高いエビデンスを提供する尺度として
以 下 を 提 案 す る． ９ 歳 以 上 の 小 学 生 の 場 合HLS-
Child-Q1520）が候補に挙げられる．HLS-Child-Q1520）は，
HLS-EU-Q4715）19）を基に，ヘルスリテラシーの４つの能
力と３つの場面で構成されるフレームワークを崩さずに，
９歳と10歳の子どもが理解できる内容及び言語に項目を
開発したものであり，信頼性が確認されている．また，
14歳以上の中学・高校生の場合MOHLAA-Q31）が候補に
挙げられる．この尺度は，４つの能力を始めとした幅広
い構成要素及び保健教育内容を含み，客観的評価指標を
導入し，信頼性が確認されている．しかし，いずれの尺
度も翻訳を要するため日本における利用可能性が高いと
は言い切れない．また，他尺度においても各尺度の特性
があることから違いを踏まえ，使用する尺度を選択する
ことが求められる．

Ⅴ．結　　語

　本研究は文献レビューにより既に開発された国内外の
子どもを対象とした包括的なヘルスリテラシー尺度の，
日本における利用可能性について検討することを目的と
した．国内外において複数の尺度が開発され，構成要素
や保健教育内容，評価方法が尺度により異なった．９歳
以上の小学生の場合HLS-Child-Q15，14歳以上の中学・
高校生の場合MOHLAA-Qが候補に挙げられるが，他尺
度の構成要素や保健教育内容の特性を踏まえ，尺度を選
択することが求められる．

付　　記

　本研究は日本学校保健学会第65回学術大会での発表に
加筆修正を加えたものである．また，本研究の実施には
科学研究費基盤（B）20H03967の助成を受けた．
　開示すべきCOI状態はない．
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Ⅰ．緒　　言

　小学生の体力低下は長期に渡って問題視されてきた．
日本では，国民の体力の現状を把握するために，スポー
ツテストを用いて，昭和39年から体力の調査が実施され
ている1）．その後，調査項目の修正が加えられ，現在は
新体力テスト2）を用いて体力の調査が全国の公立小学校
で幅広く実施されている．児童を対象とした新体力テス
ト2）の結果を概観すると，最近10年では，ほとんどの項

目について横ばいもしくは向上傾向を示している3）．し
かし，体力の水準が高かった昭和60年頃と比較すると，
依然として児童の体力が低い事実は大きく改善されてい
るとは言えない3）．児童期における体力の高さは青年期
における身体活動量の多さを予測することが明らかに
なっている4）．また，身体活動量を増やすことは，児童
期および青年期に肥満になるのを防ぎ，成人期以降の肥
満のリスクを減らすために重要な役割を果たす5）．生活
習慣病に罹患するリスクとなる肥満という健康上の問題

COVID-19流行前後における児童の体力の比較
青　山　　　翔
山口大学教育学部

Comparison of Physical Fitness in Elementary School Children  
before and after the Onset of the COVID-19 Pandemic

Sho Aoyama
Faculty of Education, Yamaguchi University

Background: Physical fitness in elementary school children may decline due to a decrease in exercise oppor-
tunities effectuated by school closures and restrictions on the use of playgrounds, which were intended to 
prevent the spread of COVID-19. However, few studies have clarified the actual condition of the physical fit-
ness of children who have experienced school closures and restrictions on the use of playgrounds after the 
onset of the COVID-19 pandemic by comparing the results of the physical fitness tests of children conducted 
before and after the onset of the pandemic.
Objective: This study aimed to determine the difference in physical fitness in elementary school children 
who did （the school closures and playground use restrictions group） and did not （the control group） experi-
ence school closures and playground use restrictions during the COVID-19 pandemic.
Methods: Overall, 50 and 38 fifth-grade elementary school children were selected for the school closures and 
playground use restrictions group and the control group, respectively. Physical fitness tests were conducted 
for the former group while in the third grade （pre） in June 2019 and in the fifth grade （post） in June 2021, 
and in （pre） June 2017 and in （post） June 2019 for the latter group. For the measurement items, we per-
formed a variance analysis of the groups （the school closures and playground use restrictions group and the 
control group）×the time （pre and post） by genders.
Results: The results showed that the interaction of the 20m shuttle run for boys was significant（F（1, 86）＝
8.95, p＜.01）. The simple main effect test demonstrated no significant difference in the results between the 
school closure and playground use restrictions group （M＝41.0, SD＝13.9） and the control group （M＝46.6, SD
＝17.2） during the pre phase. However, in the post phase, the results for the school closure and playground 
use restriction group （M＝40.7, SD＝15.7） were significantly lower （p＜.01） than those of the control group 
（M＝57.0, SD＝19.9）. Additionally, although the results in the post phase （M＝57.0, SD＝19.9） were signifi-
cantly higher （p＜.001） than in the pre phase （M＝46.6, SD＝17.2） for the control group, there was no signifi-
cant difference in the pre （M＝41.0, SD＝13.9） and post （M＝40.7, SD＝15.7） phases in the school closures and 
playground use restrictions group. 
Conclusion: This study revealed that the aerobic capacity of boys who experienced the school closures and 
playground use restrictions after the COVID-19 pandemic was significantly lower than the result of boys 
who did not experienced the school closures and playground use restrictions.

Key words：elementary school children, COVID-19, physical fitness
 小学生，COVID-19，体力
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にも繋がる身体活動量の確保を長期的に促進するために，
児童期における体力の向上が求められる．
　2019年12月以来，世界は，新しいタイプのコロナウイ
ルスによって引き起こされた新型コロナウイルス感染症
（以下COVID-19と称す）の脅威にさらされてきた．
2020年３月11日に，世界保健機関はCOVID-19がパンデ
ミックであることを宣言した6）．COVID-19の感染拡大
を抑えるために，多くの国において，社会的距離を置く
措置が実施された7）．日本においても，国や県による住
民への自宅待機や休校措置の要請，映画館や美術館など
の人々が集まる場所の入場制限等の措置が取られるよう
になった8）．社会的距離を置く措置の中でも多くの国で
実施された措置の一つとして学校の休校措置が含まれ
る9）．感染症拡大予防における人々の活動制限は必要で
あるとみなされたが，長期の休校措置は子どもの身体活
動量の低下等の身体的健康への悪影響が懸念されている．
なぜならば，夏休み等の学校に通学しない期間は子ども
たちの身体活動量が低下することが先行研究10）により明
らかになっているからである．実際に，小学校に通う子
どもをもつ保護者を対象として，休校措置が実施されて
いた2020年の４月から５月にかけて子どもの身体活動量
に関する調査を行った結果，５歳～13歳の子どもをもつ
親は，COVID-19の流行前から流行初期にかけて，子ど
もの身体活動量の大幅な減少と座位行動の大幅な増加を
認識していたことが報告されている11）．また，身体活動
量の多い児童は新体力テストの合計点が高いことが先行
研究12）で明らかになっており，休校措置により身体活動
量が低下することは，子どもの体力に悪影響を及ぼすと
考えられる．さらに，文部科学省13）は，COVID-19の感
染拡大を防止する観点から，学校において，一度に大人
数が集まって人が密集する運動をしない等の配慮が必要
であると報告している．休校措置解除後においても，子
どもが学校にいる間の長い休み時間に運動場に出て遊ぶ
ことについて，学年ごと運動場の使用時間を割り振るな
どの措置を取りながら運動場使用制限を実施している小
学校が多くある．
　以上のことを踏まえると，COVID-19の感染予防を意
図した休校措置や運動場使用制限が実施され，運動機会
が減少することで，児童の体力低下に繋がることが懸念
される．実際には，COVID-19流行後の2020年度に実施
された新体力テストの小学生の結果について，ほとんど
のテスト項目で，前年度と比べてほとんど同じか，わず
かながら高いという報告が見られる14）．しかし，COV-
ID-19流行の状況により，例年よりも新体力テストの実
施時期が後ろ倒しとなり，成長に伴う発達の影響が結果
に反映されている可能性が指摘されている14）．また，
COVID-19流行前とCOVID-19流行後の児童における新
体力テストの平均値のみを比較することを通して，休校
措置が児童の体力に及ぼした影響は少なかったことが報
告されている15）．しかし，この報告においても，COV-

ID-19流行前の新体力テストの実施時期は５～７月で，
COVID-19流行後の新体力テストの実施時期は６～９月
と実施時期が後ろ倒しとなっている．したがって，
COVID-19流行後における児童の体力の実態についてよ
り詳細に明らかにするためには，COVID-19流行後の児
童とCOVID-19流行前の児童を対象として，それぞれ同
じ時期に実施した体力の測定結果を比較検討する必要が
あると考えられる．また，2020年度の新体力テスト実施
前にCOVID-19の流行が社会に及ぼした影響の期間は数
か月と短いことから，COVID-19の流行が児童の体力に
及ぼした影響については，継続的に分析していくことが
求められている14）．
　そこで，本研究では，COVID-19流行後の休校措置お
よび運動場使用制限を経験した児童（以下休校措置・運
動場使用制限経験群と称す）とCOVID-19流行前の休校
措置・運動場使用制限経験群と同じ小学校に通っていた
児童（以下対照群と称す）の同時期において実施された
新体力テストの結果を比較検討することを通して，両群
間の体力に違いが見られるのかということについて明ら
かにすることを目的とした．本研究により，対照群と比
較して休校措置・運動場使用制限経験群の体力の中でも
どの要素が低下しているのかが明らかになり，COV-
ID-19の流行による影響を受けたことが示唆される体力
の低下を防ぐことについて議論する重要性が高まると期
待される．

Ⅱ．方　　法

１．対象者と測定時期
　休校措置・運動場使用制限経験群として，2021年６月
に，公立のＡ県Ｂ小学校に在籍する小学５年生50名（男
児24名，女児26名；平均年齢10.7歳，標準偏差0.3）を対
象とした．また，対照群として，2019年６月に，休校措
置・運動場使用制限経験群と同じ小学校であるＡ県Ｂ小
学校に在籍する小学５年生38名（男児20名，女児18名；
平均年齢10.8歳，標準偏差0.3）を対象とした．休校措置・
運動場使用制限経験群は，2019年６月の３年生時（以下
preと称す）と2021年６月の５年生時（以下postと称す）
に体格項目（身長および体重）を含む体力測定を行った．
対照群は2017年６月（pre）と2019年６月（post）に体
格項目（身長および体重）を含む体力測定を行った．
２�．休校措置・運動場使用制限経験群および対照群それ
ぞれにおける身体活動環境に関する状況

　対象者が通うＡ県Ｂ小学校は，COVID-19の流行によ
り，2020年４月15日から2020年５月31日までの約一カ月
半の間，休校措置を実施した．そのため，休校措置・運
動場使用制限経験群に含まれる児童は，この休校措置期
間中，小学校へ通学することが出来ず自宅待機を経験し
た．したがって，休校措置期間中，学校において運動す
る機会は得られず，運動する機会は自宅や自宅周辺でで
きるもののみに限定された．また，Ａ県Ｂ小学校は，通
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常，２時間目と３時間目の間と５時間目の直前に確保さ
れた20分間という２つの長い休み時間において，運動場
で運動することが許されている．しかし，休校措置解除
後も，COVID-19の感染拡大予防の観点から密集，密接
を避けることを目的として，１日の２つの長い休み時間
における運動場使用許可を片方のみとする運動場使用制
限を学年ごと割り振りながら実施した．そのため，休校
措置・運動場使用制限経験群に含まれる児童は，休校措
置解除後から休校措置・運動場使用制限経験群のpost測
定が行われた2021年６月までの間，継続的に長い休み時
間における運動場で運動する機会が制限された．尚，休
校措置・運動場使用制限経験群のpre測定が行われた
2019年６月から休校措置が実施されるまでの期間におい
て，休校措置・運動場使用制限経験群は休校措置に伴っ
た自宅や自宅周辺でできる運動のみの制限を経験するこ
となく，学校での週３回ある体育や一日に２回ある20分
間の長い休み時間において運動する機会を得ることがで
きた．
　一方，対照群のpre測定が行われた2017年６月から
post測定が実施された2019年６月までの期間はCOV-
ID-19流行前であったことから，対照群は休校措置や運
動場の使用制限を経験することはなかった．したがって，
対照群はpreからpostまでの期間中，休校措置に伴う運
動機会の制限はなく通学でき，学校での週３回ある体育
や一日に２回ある20分間の長い休み時間において運動す
る機会を継続的に得ることができた．
３．測定項目
　対象者の体力を測定するために，６歳～11歳対象の新
体力テスト2）を実施した．また，体格項目（身長および
体重）の測定も合わせて実施した．body mass index 
（BMI）は，体重（kg）を身長（m）の２乗で除して算
出した．新体力テスト2）は，６歳～11歳の年齢における
総合的な体力の測定課題として信頼性および妥当性が示
されており，日本全国の公立小学校で毎年実施されてい
る1）ことから，本研究でも体力の測定課題として適切と
考えた．新体力テストの下位項目（体力要素）は，握力

（筋力），上体起こし（筋持久力），長座体前屈（柔軟性），
反復横跳び（敏捷性），20mシャトルラン（全身持久力），
50m走（速度），立ち幅とび（瞬発力），ソフトボール投
げ（巧緻性）であり，測定は新体力テストの実施マニュ
アル1）2）に準拠して行った．尚，体力測定は，小学校の
体育主任主導のもと，小学校の職員が分担して小学校の
体育館および運動場で実施した．一人当たりの体力測定
の所要時間は約45分であった．
４．倫理的配慮
　本研究では，休校措置・運動場使用制限経験群のpre
測定（2019年６月実施），対照群のpre測定（2017年６月
実施）とpost測定（2019年６月実施）といった過去に実
施した体力測定のデータを扱う必要があった．したがっ
て，対象となった児童の所属する小学校の校長，教諭お

よび保護者に対して，過去に実施した体力測定のデータ
を使用する旨を含む本研究の趣旨説明を書面にて行い，
文書による同意を得たうえで，必要な測定結果の収集を
行った．尚，本研究は，対象者に本研究の趣旨説明を行
う前に，広島女学院大学研究倫理委員会にて倫理審査を
受け，2020年９月に承認（承認番号2020-2）を得たうえ
で実施した．
５．解析方法
　本研究の統計解析には，IBM SPSS Statistics for Win-
dowsバージョン25（IBM, Armonk, New York, USA）
を使用した．各測定項目について，群（休校措置・運動
場使用制限経験群と対照群）×測定時期（preとpost）の
２要因分散分析を行った．有意水準は５％未満とした．
交互作用が有意な場合には，単純主効果の検定を行った．
対象となった休校措置・運動場使用制限経験群の50名及
び対照群の38名について，欠損データはなく，対象者全
員を分析対象とした．

Ⅲ．結　　果

　本研究の対象者とスポーツ庁による2017年度，2019年
度，2021年度の新体力テストに関する報告3）16）17）をもと
に作成した全国の公立小学校における2021年度の５年生
と2019年度の５年生における新体力テストの平均値と標
準偏差を表１に示す．
　男児の新体力テストの測定項目について，本研究の対
象者におけるpostの両群の平均値を比較して，対照群よ
りも休校措置・運動場使用制限経験群の成績が低値を示
した項目は，上体起こし（回）（対照群：M＝20.7，休校
措置・運動場使用制限経験群：M＝18.0），反復横跳び（回）

（対照群：M＝45.3，休校措置・運動場使用制限経験群：
M＝43.5），20mシャトルラン（回）（対照群：M＝57.0，
休校措置・運動場使用制限経験群：M＝40.7），50m走（秒）
（対照群：M＝8.6，休校措置・運動場使用制限経験群：
M＝8.8），立ち幅跳び（cm）（対照群：M＝158.5，休校
措置・運動場使用制限経験群：M＝156.1），ソフトボー
ル投げ（m）（対照群：M＝30.1，休校措置・運動場使用
制限経験群：M＝29.4）であった．また，全国の2021年
度の５年生と2019年度の５年生の平均値を比較して，
2019年度の５年生よりも2021年度の５年生の成績が低値
を示した項目は，握力（kg）（2019年度の５年生：M＝
16.5，2021年度の５年生：M＝16.2），上体おこし（回）（2019
年度の５年生：M＝20.8，2021年度の５年生：M＝18.9），
反復横跳び（回）（2019年度の５年生：M＝43.6，2021年
度の５年生：M＝40.4），20mシャトルラン（回）（2019
年度の５年生：M＝54.8，2021年度の５年生：M＝46.8），
50m走（秒）（2019年度の５年生：M＝9.2，2021年度の
５年生：M＝9.5），立ち幅跳び（cm）（2019年度の５年生：
M＝155.4，2021年度の５年生：M＝151.4），ソフトボー
ル投げ（m）（2019年度の５年生：M＝22.9，2021年度の
５年生：M＝20.6）であった．一方，女児の新体力テス
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トの測定項目について，本研究の対象者におけるpostの
両群の平均値を比較して，対照群よりも休校措置・運動
場使用制限経験群の成績が低値を示した項目は，上体起
こし（回）（対照群：M＝18.9，休校措置・運動場使用制
限経験群：M＝18.1），20mシャトルラン（回）（対照群：
M＝41.4，休校措置・運動場使用制限経験群：M＝37.2），
50m走（秒）（対照群：M＝9.3，休校措置・運動場使用
制限経験群：M＝9.5），ソフトボール投げ（m）（対照群：
M＝18.8，休校措置・運動場使用制限経験群：M＝18.0）
であった．また，全国の2021年度の５年生と2019年度の
５年生の平均値を比較して，2019年度の５年生よりも
2021年度の５年生の成績が低値を示した項目は，上体お
こし（回）（2019年度の５年生：M＝19.2，2021年度の５
年生：M＝18.1），反復横跳び（回）（2019年度の５年生：
M＝41.5，2021年度の５年生：M＝38.7），20mシャトル
ラン（回）（2019年度の５年生：M＝44.1，2021年度の５
年生：M＝38.2），50m走（秒）（2019年度の５年生：M
＝9.5，2021年度の５年生：M＝9.6），立ち幅跳び（cm）
（2019年度の５年生：M＝147.4，2021年度の５年生：M
＝145.2），ソフトボール投げ（m）（2019年度の５年生：
M＝13.6，2021年度の５年生：M＝13.3）であった．
　本研究の対象者における測定項目ごとの分散分析の結
果を表２に示す．
　分散分析の結果，男児女児ともに，身長，体重，BMI，
握力，上体起こし，長座体前屈，反復横とび，50m走，
立ち幅とび，ソフトボール投げについて交互作用は有意
ではなかった．また，女児の20mシャトルランについて

も交互作用は有意ではなかった．一方，男児の20mシャ
トルランの交互作用が有意であった（F（1, 86）＝8.95, 
p＜.01）．男児の20mシャトルランについて，交互作用
が有意であったことから，単純主効果の検定をそれぞれ
に実施した．その結果，postにおいて，休校措置・運動
場使用制限経験群（M＝40.7，SD＝15.7）が対照群（M
＝57.0，SD＝19.9）よりも有意に成績が低かった（p＜.01）．
また，対照群において，post（M＝57.0，SD＝19.9）が
pre（M＝46.6，SD＝17.2）よりも有意に成績が高かった
（p＜.001）．
　交互作用が有意を示した男児の20mシャトルランにつ
いて，休校措置・運動場使用制限経験群と対照群におけ
る個人毎の変化をそれぞれ図１と図２に示す．

Ⅳ．考　　察

　本研究の分散分析の結果から，男児女児の身長，体重，
BMI，筋力，筋持久力，柔軟性，敏捷性，速度，瞬発力，
巧緻性について，休校措置・運動場使用制限経験群と対
照群との間に有意な差は見られないことが明らかになっ
た．中国の６歳から17歳までの子どもを対象として，
COVID-19流行前よりも流行後における身体活動量の大
幅な減少が認められたと報告されている18）．一方，ドイ
ツの４歳から17歳までの子どもを対象として，COV-
ID-19流行後のロックダウン中に実施されなかった学校
やスポーツクラブにおけるスポーツ活動での身体活動量
は減少したものの，外遊び，ウォーキング，サイクリン
グ等の習慣的な身体活動量は増加したことが報告されて

表２　本研究の対象者における測定項目ごとの分散分析の結果

測定項目 性別

休校措置・運動場使用制限経験群 対照群 時期の主効果 群の主効果 交互作用

pre post pre post
F F F

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

身長（cm）

男児

129.0  0.0 140.0  0.1 128.0  0.1 139.0  0.1 3441.03＊＊＊ 0.56 0.08
体重（kg）  28.9  6.9  35.8  6.8  27.2  3.9  34.0  5.8 271.84＊＊＊ 1.01 0.01

BMI（kg/m2）  17.2  3.0  18.1  5.9  16.5  1.6  17.5  2.5 17.04＊＊＊ 0.75 0.03
握力（kg）  15.0  2.8  20.0  3.7  16.8  3.6  19.0  4.6 99.3＊＊＊ 0.12 1.50

上体起こし（回）  14.9  7.6  18.0  4.2  15.9  8.4  20.7  7.8 38.51＊＊＊ 1.09 0.86
長座体前屈（cm）  34.0  8.4  38.5  6.6  30.0  5.6  37.6  6.6 73.75＊＊＊ 2.07 1.47
反復横跳び（回）  34.4  7.9  43.5  7.5  39.9 10.4  45.3  6.0 62.07＊＊＊ 2.21 2.10

20mシャトルラン（回）  41.0 13.9  40.7 15.7  46.6 17.2  57.0 19.9 13.94＊＊＊ 5.33＊ 8.95＊＊

50m走（秒）  10.4  1.6   8.8  0.6   9.9  0.8   8.6  0.7 185.39＊＊＊ 1.39 1.39
立ち幅跳び（cm） 139.0 17.4 156.1 22.9 140.0 17.4 158.5 17.1 101.92＊＊＊ 0.88 0.03

ソフトボール投げ（m）  19.2  8.3  29.4 12.9  23.3  7.0  30.1  9.7 133.25＊＊＊ 0.87 0.88

身長（cm）

女児

127.0  0.1 142.0  0.1 126.0  0.0 140.0  0.1 630.27＊＊＊ 0.96 1.32
体重（kg）  27.2  5.7  36.2  8.5  26.9  4.0  35.6  7.8 190.92＊＊＊ 0.06 0.08

BMI（kg/m2）  16.6  2.2  17.8  3.1  16.8  2.0  18.1  3.1 24.68＊＊＊ 0.09 0.04
握力（kg）  13.8  2.7  19.7  4.0  14.3  2.4  17.8  3.1 103.75＊＊＊ 0.76 0.69

上体起こし（回）  15.1  6.5  18.1  5.3  15.7  5.7  18.9  4.9 12.52＊＊＊ 0.23 0.02
長座体前屈（cm）  34.0  6.3  41.7  8.5  32.7  4.3  41.5  6.6 58.58＊＊＊ 0.18 0.27
反復横跳び（回）  35.0  8.7  43.7  8.5  36.3  5.5  43.2  6.0 28.52＊＊＊ 0.04 0.38

20mシャトルラン（回）  35.1 12.6  37.2 12.6  34.2  9.5  41.4  8.9 8.05＊＊ 0.29 2.33
50m走（秒）  10.9  1.3   9.5  1.1  10.6  0.7   9.3  0.8 94.24＊＊＊ 0.41 0.35

立ち幅跳び（cm） 136.3 17.6 155.6 17.8 128.7 13.2 145.3 17.3 52.37＊＊＊ 3.90 0.29
ソフトボール投げ（m）  12.1  3.4  18.0  5.8  12.0  5.2  18.8  9.9 77.17＊＊＊ 0.04 0.42

＊p＜.05，＊＊p＜.01，＊＊＊p＜.001
※　preは３年生時を示し，postは５年生時を示す．
※　休校措置・運動場使用制限経験群のpre値は2019年６月，post値は2021年６月，対照群のpre値は2017年６月，post値は2019年６月に測定された．
※　休校措置・運動場使用制限経験群について，男児（n＝24），女児（n＝26），対照群について，男児（n＝20），女児（n＝18）であった．
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いる19）．COVID-19の流行による活動制限が人々の身体
活動量に与える国家間の影響の違いについては，中国に
おいて都市の封鎖中に屋外に出て運動することすら許可
されていなかった20）ことから，外出禁止といった国家間
の行動制限措置の程度の違いによる影響が示唆されてい
る19）．日本においては，2020年４月16日に主要都市で緊
急事態宣言が発令され，全国の小中学校や高等学校の一
時閉鎖，スポーツセンターや公園等の遊び場の使用制限
措置が実施されたものの，外出禁止といった厳しい行動
制限は行われなかった21）22）．2020年２月から2020年５月
の間にCOVID-19の流行で実施できなくなった運動は，
主に民間や公共のスポーツ施設で行われるもので占めら
れており，COVID-19の流行による施設休業の影響がう
かがえる23）．一方で，新たに始めた運動としては，「ウォー
キング」，「筋力トレーニング」，「散歩（ぶらぶら歩き）」，「体
操（軽い体操，ラジオ体操など）」，「なわとび」の順で
多く，自宅や自宅周辺でできる運動が中心であった23）．
本研究の対象者が所属する小学校においても2020年４月
16日から休校措置が実施されたが，約１か月半後の2020
年５月31日に休校措置は解除された．本研究で測定した
体力の要素について，筋が収縮することにより発揮可能
な力の大きさに関係する筋力，筋収縮を伴う作業をどの
程度持続できるかに関係する筋持久力，短い時間にどの
程度大きな力を発揮できるかに関係する瞬発力は筋機能
という生理機能に分類される24）．運動の素早さに関する
敏捷性，決められた運動を正確かつ円滑に遂行できるか
に関係する巧緻性，１つの運動の完了にかかる時間の長
短に関係する速度は神経機能という生理機能に分類され
る24）．関節の可動域の大きさに関係する柔軟性は関節機
能という生理機能に分類される24）．これらの生理機能は

身体運動との関係が深いと考えられている24）．休校期間
が約１か月半に抑えられたことや，休校措置期間中は自
宅や自宅周辺において，休校措置解除後は普段の体育の
授業や１日２回ある長い休み時間のうち１回（20分間）
は運動場において，筋機能，神経機能，関節機能に含ま
れる体力要素それぞれの特徴に関わる身体運動の機会を
得ることはできたと想定されることから，男児女児の筋
力，筋持久力，柔軟性，敏捷性，速度，瞬発力，巧緻性
の両群間に有意な差が見られなかったと考えられる．
　一方，女児の全身持久力について，休校措置・運動場
使用制限経験群と対照群との間に有意な差は見られな
かったが，男児の全身持久力について，対照群よりも休
校措置・運動場使用制限群の成績が有意に低値を示した．
表２より，2019年度の全国の小学３年生男児における
20mシャトルランの結果（MD＝38.5，SD＝17.2）と，休
校措置・運動場使用制限経験群のpreの結果（MD＝41.0，
SD＝13.9）との間にはそれほど大きな差は見られなかっ
たが，2019年度の全国の小学５年生男児における20m
シャトルランの結果（MD＝54.8，SD＝21.2）と比べると，
休校措置・運動場使用制限経験群のpostの結果（MD＝
40.7，SD＝15.7）は大きく下回っており，休校措置・運
動場使用制限経験群の男児における20mシャトルランの
postの成績はCOVID-19流行以前の全国値と比べても低
かったことがうかがえる．小学校中・高学年の男女とも
にCOVID-19流行後に実施された新体力テストの中でも
特に20mシャトルランの平均値が，COIVD-19流行前の
過去３年間に比べて低下傾向を示し，その傾向は男子が
女子に比べて大きかったとの報告15）が見られる．この報
告は，平均値のみの収集による分析ということやCOV-
ID-19流行後と流行前の新体力テストの実施時期がずれ
ているという限界はあったが，本研究の結果と同様の傾

図１　 休校措置・運動場使用制限経験群の男児における
20mシャトルランの個人毎の変化

※　preは３年生時を示し，postは５年生時を示す．
※　 2021年度にpost測定を行った休校措置・運動場使用

制限経験群の男児24名における個人毎の変化を示す．
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図２　対照群の男児における20mシャトルランの個人毎の変化

※　preは３年生時を示し，postは５年生時を示す．
※　 2019年度にpost測定を行った対照群の男児20名における

個人毎の変化を示す．
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向を示している．全身持久力は酸素を摂取しながら運動
をどれだけ長く持続できるかに関係する体力の要素であ
り24），最大心拍数の85％～90％といった強度の高い運動
を継続することで向上するという点で他の体力とは異な
る特徴をもつ25）．休校措置期間中は，COVID-19流行前
には行われていた週３回ある体育で運動する機会や朝と
昼にそれぞれ20分間ある休み時間において外で運動する
機会といった体育的活動全般が失われた．学校周辺の状
況についても，先述したように，民間や公共のスポーツ
施設で行われる運動はCOVID-19の感染拡大に伴う施設
休業により実施できなくなり，自宅や自宅周辺でできる
運動に限定されていた23）．したがって，休校措置期間中
の子どもたちの身体活動量は低下していたことが予想さ
れる．また，休校措置解除後は，体育で運動する機会が
得られたものの，朝と昼にあるそれぞれ20分間の休み時
間における運動場使用許可はどちらか一方のみと制限さ
れた．COVID-19流行前と異なっていた自宅や自宅周辺
でできる運動に限定された運動機会の制限や学校におけ
る体育的活動全般の制限といった影響により，休校措置・
運動場使用制限経験群は全身持久力の向上で必要とされ
る強度の高い運動を継続するような運動機会を得ること
が難しくなったことで，対照群と比較して全身持久力が
低下したと考えられる．逆に考えると，COVID-19の流
行に伴う休校措置や運動場使用制限の全身持久力以外の
体力要素への影響は見られなかった．15歳から17歳の子
どもを対象に，全身持久力，筋持久力，柔軟性を夏休み
前後で比較した研究26）では，全身持久力のみに夏休み前
後の有意な低下が見られたとの結果が報告されている．
この結果から，夏休み期間中は自宅で過ごす時間が増え
て身体活動量が低下するが，全身持久力は身体活動量の
低下の影響を他の体力要素よりも受けやすいことが示唆
されている26）．また，新体力テストで測定される体力要
素の中でも，全身持久力は身体活動量と最も高い相関が
あることが明らかになっている27）．したがって，本研究
においても，全身持久力はCOVID-19流行後の休校措置
や運動場使用制限に伴う身体活動量の低下の影響を他の
体力要素よりも受けやすかったことが考えられる．夏休
み前後の体力の変化を検討した先行研究26）28）29）において，
通学しない夏休み期間中は身体活動量が低下することか
ら，夏休み前後の体力が向上したという報告はほとんど
見られない．対象者の年齢や評価する体力の測定方法が
異なることからこれらの先行研究と本研究による体力の
変化の結果を単純に比較することは難しいが，本研究で
は夏休み前後よりも小学３年生から小学５年生までとい
うより長い期間において男児の全身持久力の有意な向上
が認められなかった．
　休校措置・運動場使用制限経験群の中でも男児のみ全
身持久力の成績が対照群と比較して有意に低値を示した．
2019年度の全国の小学５年生女児における５年生時の
20mシャトルランの平均値は３年生時よりも14.9回向上

しているが，男児については16.3回とより大きく向上し
ている（表２参照）．したがって，20mシャトルランが
評価する全身持久力は３年生時から５年生時にかけての
発達が元々女児よりも男児の方が顕著であったことから，
休校措置や運動場使用制限による運動機会の減少の影響
を男児の方が受けやすかったと推察される．
　休校措置および運動場使用制限の経験による比較を明
確にするために，COVID-19の流行前後の同時期に同じ
小学校に所属する児童を対象として測定した結果を比較
検討している点は本研究の強みであるといえる．また，
休校措置や運動場使用制限といった長期に及ぶ運動機会
の制限が子どもの体力にどの程度関係しているのかとい
うことについて検討した本研究は，今後，運動機会の減
少に関わる感染症予防対策を実施するうえで，子どもの
体力という観点から注意する必要があると示唆された点
において意義深い．本研究で得られたこれらの成果は，
COVID-19の感染拡大防止としてやむをえず休校措置や
運動場使用制限を経験した児童に普段から関わることの
多い小学校の教員やその保護者における児童の体力にお
ける貴重な知見に繫がった．全身持久力は，小学校卒業
後の中学生以降もその発達が継続される体力であり，ト
レーニングにより高められることが先行研究により明ら
かになっている30）31）．COVID-19の感染が落ち着き，
COVID-19流行前と同じ制限のない生活にいつ戻るのか
を予測することは難しい．また，今後も様々な感染症の
流行により，休校措置や運動場使用制限を実施する必要
が出てくる可能性も考えられる．そのような場合におい
ては，本研究で得られた知見を生かして，男児において
全身持久力を高める運動機会をもつための手立てを学校
以外の場所において設けることが求められる．
　本研究の結果は，小学校１校の５年生の児童のみを対
象として得られた結果であった．また，児童期の体力に
は男女差があることが先行研究により明らかになってい
る1）ことから，本研究では男児と女児を分けて分析を行
い，男児女児それぞれの対象者も少なくなった．休校措
置および運動場使用制限の経験による比較に焦点化する
ために，COVID-19流行前後の同時期に同じ小学校で測
定した結果の比較を行ったが，対象者が少なくなってし
まったことは本研究の限界である．COVID-19流行前後
の体力を比較検討することについて，多くのサンプル数
を確保し，幅広い年齢の子どもを対象とすることで発達
段階における影響の違いを含めて明らかにしていくこと
が求められる．
　本研究では，休校措置・運動場使用制限経験群の休校
期間から約１年後という期間を空けて実施したpost測定
の結果を扱っている．また，運動場使用制限は，休校措
置解除後からpost測定まで継続的に実施されていた．し
たがって，休校措置および運動場使用制限による影響で
あったという結果の解釈については慎重である必要があ
り，本研究の限界である．
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Ⅴ．結　　論

　COVID-19の流行に伴う休校措置および運動場使用制
限を経験した男児の全身持久力が対照群と比較して有意
に低値を示したことが明らかになった．本結果について，
休校措置や運動場使用制限が実施されたことにより，強
度の高い運動を継続することで向上する全身持久力の発
達において求められる運動機会を得ることが難しかった
と考えられる．また，３年生から５年生にかけての全身
持久力の発達が元々女児よりも男児の方が顕著であった
ことにより，休校措置や運動場使用制限による運動機会
の減少の影響を男児の方が受けやすかったと考えられる．
休校措置や運動場使用制限を実施する必要性が今後出て
きた際に，本研究で得られた知見を生かして，男児にお
ける全身持久力を高める運動機会をもつ手立てが求めら
れる．
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　はじめに，このような連載を企画された高橋浩之氏，七木田文彦氏に敬意を表したい．学術学会の活動は，当然な
がら深く社会とコミットしている．学校保健に関わる課題解決のための知の応用，知の社会的奉仕は，本学会の使命
といえる．以下，連載を通して筆者が考える本学会としてなすべき事項を，優先順位を意識して述べることにする．
　連載第１回において，高橋氏は「現在の保健教育の課題を整理する」というテーマで論述し，「本連載は学会とし
て保健教育の未来を見つめ，その責任を果たそうとする試みである．具体的には，学会の知を結集して，今後の保健
教育に関する制度や政策決定に寄与するような考え方を示したいと考えている」とした．そして，議論を拡散させな
いために３つの枠組みを提示した．その枠組みを，あえて帰無仮説的に表現し直すと，１）保健教育が教科と教科外
に分かれるという形に必然性はない（のではないか），２）保健体育という教科の枠組みは妥当ではない（のではな
いか），３）教科の中であるいは教科の外で保健教育は正しく機能していない（のではないか），ということになる．
　３つの枠組みに共通して出てくる「教科」について，筆者は日本教科教育学会の「教科とは，教育の目的を達成す
るために組織される教育課程（Curriculum）の編成の構成要素となるもので，児童生徒に教える知識・技能等の内
容を，教育的な観点から系統立て組織した領域群であり，教科の目的や価値は，児童生徒が当該教科の内容そのもの
を学ぶこととその教科の内容を通して陶冶的価値を学ぶことによって，人間形成をはかることにある」を引用し，そ
のうえで「教科のこのようないわば一義的な目的や価値は揺るぐものではないが，米国や英国の例から，知識・技能
等の内容を教科として位置付けることは，その教科の持つ目的や価値の実現可能性を高める条件としての意味をもつ
ということを押さえておく必要がある」と指摘した．連載第５回において，佐藤学氏は教科を「学びの文化領域」の
一つとして位置付け，「保健」の教科としての意義を整理したうえで，学際性と越境性が教科の備えるべき必須の要
件と述べている．保健教育の知識・技能等の内容は，現代の社会において我々に必要な教養であり，その内容には学
際性と越境性があり，学校教育の教科として位置付けることによって，人間形成の責任の一翼を担っていることを，
今回の連載で改めて確認することができた．
　では我々に必須の教養としての「保健」の内容はどのようなものになるのであろうか．日本には，学習指導要領が
あり，ある意味その内容が定められている．学習指導要領のもつ意義を否定するものではないが，その内容には教え
る時間（時数）という制約がかかっており，その緊張感あるいは限界性を持って内容が定められている．筆者は，連
載第３回において，米国のスタンダード運動と呼ばれる中での保健教育の動向を紹介したが，学術学会として，教え
る時間（時数）をまずは考えず，必須となる「保健」の内容（ここでいう内容には，保健の概念のみならず，保健リ
テラシーといった方法知も含まれる）を整理することが必要と思う．その際には当然ながら教科であるか教科外であ
るかは関係ない．本学会の知を結集し，かつ複数の学協会等による共同作業により創りあげることを提言したい．
　現行の保健体育という教科形態がよいのか，保健と体育を分けて考えるのがよいのかについては，諸外国において
も同様の議論があることを筆者の担当回で述べた．どちらがよいのかの検討は単純ではない．教科の存在は絶対では
なく，時代や社会の変化に影響を受ける．高等学校では，今回の学習指導要領の改訂により，新たに「情報」という
教科が設けられた．また，近現代の歴史の変化に関わる諸事象について，世界とその中における日本を広く相互的な
視野から捉え，現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を考察する「歴史総合」も設けられた．「保健」の内容
の整理とは，まったく異なる次元となるが，教育課程全体を見通したうえで，学際性と越境性から「保健」の位置付

■連載　日本学校保健学会が保健教育の未来を考える
Let’s Talk about the Future of School Health Education in Japanese Association of School Health

第８回「保健教育の未来に向けて」
Towards the Future of School Health Education

　２年にわたる連載「日本学校保健学会が保健教育の未来を考える」は第８回をもって一区切りとなる．第８回では，
これまで連載を引き受けて下さった学会員の皆様に全体を振り返っていただき，ご意見，ご提言，ご感想などを賜っ
た．それらを以下に掲載し，さらに連載を企画した高橋，七木田，森の論考をもって最終回とさせていただく（連載
企画者）．

連載「日本学校保健学会が保健教育の未来を考える」にかかわって
植　田　誠　治

聖心女子大学
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けを再整理することが必要である．
　先に，教科として位置付けることは，その教科のもつ目的や価値の実現可能性を高める条件としての意味を有する
ことを示した．その中でも，まず優先すべき事項は，筆者も担当回の「おわりに」に示し，連載第７回で佐見由紀子
氏も述べているように，時間（時数）の確保と思う．中学校・高等学校を例にすると，時間（時数）が一定確保され
れば，その時間で充実した授業を行うことのできる教員を採用しなければならない．現在「保健体育」とは別に存在
する「保健」の教員免許取得のための単位数と内容が１つの基準になるのではないか．学会としては，保健担当教員
への教材提供やワークショップ，あるいは米国のCertified Health Education Specialistのような資格提供も考える必
要がある．時間（時数）を確保するためには，「保健」が，社会に広く認知されるように，そして実際に「保健」が
長期的に社会に貢献し，社会を良くしていくことが認知されるように広報面の強化が必要なことも指摘しておきたい．
そのような作業の中に，教育行政における様々な審議会等への応用が含まれる．
　本稿では，高橋氏の提示した３つの枠組みを今回あえて帰無仮説的に示し直し，本連載の理論的な検証によって棄
却したか否かを結論づけてみようともしたが，この文章をまとめる中で，むしろその検証ではなく，今回示した事項
を学会として急ぎ取り組み，行動する必要があり，それにエネルギーを注ぐべきと感じてきた．そのためには，学会
内外の組織づくりを進めなければならない．高橋氏も同様のことを考えておられるようであり，まず学会内に委員会
を設けるなどして実働していくことであろう．もちろん，学問に王道はなく，知見の蓄積を怠ることなくである．

１．もう一つの道
　「保健」はこれまでにも何度か分岐点に立たされてきた．初めは第二次世界大戦後の間もない頃のことだろう．当
時は理科や家庭科などの一部でも「保健」の教育内容が扱われていたし，その時は「体育」という伴侶を得たが，将
来は「独り立ち」という話もあった（七木田，第２回）．
　そして「体育」と同じ屋根の下で暮らすようになってからまもなく３四半世紀になろうとしたとき，高橋氏より「保
健体育という枠組みは妥当か」（第１回）との問題提起があった．このままの道を歩むべきか，別の道を選ぶべきか．
長年連れ沿った伴侶がいる．黙って別れるわけにはいかない．物部氏は「体育科教育学の研究者とは，今後も対話を
継続する必要がある」（第５回）という．迷う．
　一方は，いわばすでに慣れた，見通しのついた道である．いまの伴侶と一緒ならば，安心だ．他方の道は，何かし
ら危険を感じる．もしそっちに進むと，自分たちはいったいどうなってしまうのか，不安なのだ．
　だが，惹かれてしまう．なぜならそれは，本来そちらの道の方が，「保健」に関わる教師たちが情熱を覚える，本
当の道なのだから．
２．「保健」で培うヘルスリテラシー
　フィンランドの大学入学資格試験における「保健」の問題を収集分析してみると，そこで出題されている形式が，
物語や解説，議論，文書または記録，動画，ハイパーテキストといった「連続型テキスト」や，図・グラフ，表・マ
トリックス，宣伝・広告，添付文・証明書といった「非連続型テキスト」であることがわかってきた．それらは，健
康に関連したWeb記事（新聞や研究など）であったり，動画（映画やYouTubeなど）であったり，宣伝（雑誌広告
など）や表・グラフ（数値データなど）であったりと，「保健」で子どもたちに培おうとする学力が，いわゆる「教
科書」だけに限定されることなく，社会生活を営むにあたって必要とされる実用的で機能的なヘルスリテラシーの提
案となっている．
　しかもそこでの能力観は，①テキストの中からの「情報の取り出し」，②取り出した情報から推論してテキストの
意味を理解する「情報の解釈」，③解釈した情報を自らの知識や経験に関連づける「熟考・評価」の三つから成り立っ
ている．とりわけ，フィンランドの「保健」が育成しようとしている能力の特徴をよく示しているのが，「熟考・評
価（Pohdinta・Arvio）」である．「熟考・評価」するのは，テキストの内容とともに形式であって，高校生は内外の
知識を総動員して，テキストへの賛否についての根拠を明確にして批評するように求められる．そこには，ヘルスリ
テラシーにおける，機能的リテラシーという日常生活を過ごすために必要とされる能力のみならず，現代的な健康課
題の改革に必要とされる能力，いわゆる批判的リテラシーも育成しようとする姿が映し出されている．
　これが具現化された事例を一つ紹介しよう．コロナ禍の2021年９月23日，大学入学資格試験の「保健」で出題され

高校に「保健探究」を新設　専任制に
小　浜　　　明

仙台大学
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た．原文は長文なのだが，紙数の関係で要約を掲載する．

　フィンランドで医療従事者等へのワクチンの接種が始まったのが2020年12月27日注），その９カ月後には上記の問題
が高校生に出題された．もちろんこの時点でまだ教科書には，新型コロナウイルスも，ましてやこの感染症ワクチン
の開発状況も登場していない．
　コロナ禍のフィンランドの「保健」は，いまのこの世界を生きていくための国民的保健教養とは何か，子どもたち
は学校教育で何を身につけるべきなのかについて考えるための手がかりや材料を，同じコロナ禍の日本の「保健」に
提示しているようにも見えてくる．
３．高校に「保健探究」を新設して専任制に
　日本でも「熟考・評価」能力を培う保健授業は可能なのだろうか．佐藤氏は「教科『保健体育』を分割再編成した
としても，実践の実態が大きく変わることは期待できないだろう」（第５回）という．既存の「保健体育」の分割再
編成だけでは，実践の実態を大きく変えることは不可能に近いというのだ．そこで提言したい．
　高校に「保健探究」を新設することを．
　「保健探究」担当には，現代的で高度な保健科学の知識が不可欠となる．対応には高校の専任制は避けられない．
これにより，七木田氏の「『保健』の専任化によって『保健』の専門家を誕生させる」（第２回）は，正鵠を射た指摘
となろう．と同時に，「休眠中」の保健科免許を目覚めさせ，本来の教育職員免許法の趣旨を生かして「保健探究」
担当教師には保健科免許を必須とし，併せて，保健科免許の「教科に関する専門的事項に関する科目」を，真に「保
健」を教えるに値する「教科専門科目（群）」へと刷新する必要が出てくる．

　筆者の勉強不足を恥じるばかりだが，最近「包括的性教育（Comprehensive Sexuality Education）」という言葉を
知った．性に関する知識やスキルだけでなく，人権やジェンダー観，多様性，幸福を学ぶための重要な概念で，ユネ
スコが中心となって作成した性教育の国際的指針である「国際セクシュアリティ教育ガイダンス（International 
Technical Guidance on Sexuality Education）」で提唱されている．家族や友情，恋愛，人権の尊重やジェンダー平
等などを含めて多角的な視点から性を学び，「一生幸せな生活を送るために」必要な学習目標をまとめた性教育とも
紹介されている．
　本連載の第４回で，筆者は健康教育の意義として，「心と身体の健康を学ぶことは，人が幸せに暮らすにはどうし
たら良いかを学ぶことにつながる．自分だけの幸せではない．みんなが幸せになるために必要な力を学ぶことである．」
と書いた．まさに包括的性教育と同じである．科学的に正確であること（科学的根拠に基づいていること）も包括的
性教育の特徴のひとつとなっており，筆者の考えと一致している．包括的性教育を中心として，拡大（発展）したも
のが，筆者が求める健康教育と言えそうである．

〈問題〉�二つの文章を読んで，倫理的観点から論述しなさい．（試験時間６時間で５問解答する中の１問）
①　 ヘルシンキ新聞の論説（2020年８月17日付）約4,000ワード（A４ダブルスペースで約16枚分）〈タイトル〉新型コロ

ナウイルス感染症ワクチンの開発状況〈要約〉アストラゼネカ，ファイザー，モデルナ各社のワクチン開発がフェー
ズ３にまで進んでいる．結果が良好で，有効性と安全性が満たされた場合は，社会保健省によって承認され，2021年
の初頭までに接種が開始される予定となっている．

②　 タンペレ大学ワクチン研究所のWeb解説（2020年10月23日付）約3,000ワード（A４ダブルスペースで約12枚分）〈タ
イトル〉ワクチン開発のプロセス〈要約〉ワクチン開発には一般に10年以上の歳月を必要とする．実験室での前臨床
段階（フェーズ０）に始まり，効果と安全性を評価するためのフェーズ１，フェーズ２，フェーズ３の三段階を経て
申請がなされ，承認後には副作用の可能性も考慮して承認後テスト（フェーズ４）が実施される．フェーズ２からは
盲検法が用いられ，フェーズ３では，数か月から数年のあいだに，数千から数万人の治験者が参加する．

注）　日本で医療従事者等を対象に先行接種が始まったのは2021年２月17日，同年４月12日からは高齢者等を対象に
接種が始まった．（国立感染症研究所：2021年８月13日掲載）

保健教育で学ぶべきもの
大　澤　　　功

愛知学院大学心身科学部健康科学科
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　医師という立場からも，以前から保健教育のメインが性教育だと考えていた．精子と卵子が受精して，女性の胎内
で成長を続けて出産を迎える．出産後は多くの大人が子どもの成長に関わり，成人になっていく．そしてまた次の世
代を産むこととなる．こういった一連の流れを学ぶことによって，自分はどこから，どのように生まれて，そしてど
うなっていくのか，どうしたいのか……，これらを学び，考え，行動していくことは，自分の幸福のためだけでなく，
周囲の幸福，次世代の幸福につながる．そのプロセスでは，身体や生殖等の生物学的な知識だけではなく，人間関係
（家族，友人，恋愛……），ジェンダー観，性の多様性等を学ぶ必要がある．
　これを機会にもう一度中学校と高等学校の学習指導要領解説（保健体育編）を読んでみた．残念ながら現在の学習
指導要領は，性教育に関する部分は限られており，包括的性教育が目指すものには到底及ばない．これでは，進学，
恋愛，就職，結婚，出産，育児，死亡等の人生の重大な選択の際に，適切な意思決定が難しい．もちろん保健教育で
学ぶべきことは性教育以外にもたくさんある．しかしながら，極端なことを言わせてもらえば，子どもたちにとって
みれば，性の問題は生活習慣病対策やがん教育よりよっぽど関心が高いと思う．心身の成長段階である学校でこそ，
適切な性教育を受けなければならない．それに必要な概念が包括的性教育には含まれている．
　ただ，この内容のすべてを現在の保健体育教員や養護教諭に委ねるのは難しい．内容的には保健以外の科目が適し
ている項目もある．今まで以上に保健以外の教科や活動との連携が必要である．また，子どもたちに教えるために教
員自身が勉強することは大切だが，外部の人材の活用も進めていくべきである．その方が子どもたちにとっての学び
が広がるであろう．すべての大人が子どもたちの教育に責任があると考えれば，外部からの協力は得られるはずである．
　ずっと以前の話だが，本学の養護教諭コースの女子学生に，試験問題で「月経のしくみを説明しなさい」という問
題を出したことがある．しかし，その解答には唖然とした．満足に書くことができない学生や，間違ったことを書い
ている学生が多く，まともに書けている学生はほんのわずかであった．対象が２年生だったので，まだまだ養護教諭
としての勉強が不十分な時期であったかもしれないが，健康意識が比較的高い養護教諭コースの女子学生でもこの程
度である．ましてや一般の女子学生は，もっとひどいであろう．男子学生はさらにひどいと思われる．
　女性の心と身体を知ることは，今さら言うことでもないが男性にも必要である．女性の心と身体についての知識や
理解の不足が，セクハラや性暴力にも関係する．一方で，女性も男性の心や身体についての知識と理解は必要である．
学校や職場において，今や男性だけ，あるいは女性だけの人間関係は少なくなり，男性も女性もいる社会は当たり前
になっている．また，身体的な性だけでは単純に男女に分けることができない性的マイノリティーの存在についても
正しい知識と理解が必要となっている．これは，性の問題に留まらずに，あらゆる社会のマイノリティーや自分と異
なるものへの理解，すなわち人権の尊重につながる．これが自分も他人も大切にするという心を育てる．
　私事で恐縮だが，最近妻を病気で亡くした．その前後で子どもたちの結婚と孫の誕生を経験した．恋愛，結婚，夫
婦，家族，妊娠，出産，成長，そして身近な人の死と，人生についていろいろ考えさせられた．医療に従事してきこ
ともあり，こういった問題には関わってきたつもりではあったが，他人（患者は他人である）と身近な家族とは違っ
た．医師としての知識，経験と覚悟があったので，なんとか対処できているつもりではあるが，もし医師でなかった
ら異なった展開になったかもしれない．やはり，こういった人間が生まれて死ぬというプロセス，その間における社
会との関わりといった問題（人間としての生き方とも言える）は，心身の成長段階である学校でもっと学ぶべきと思
う．そこに包括的性教育を含めた保健教育（健康教育）の役割のひとつがあると思われる．
　連載の最終回にあたって，保健教育の未来について感じることを書いた．今回の連載をひとつのきっかけとして，
保健教育への関心が高まり，保健教育の質が向上することを，連載企画を進めてきた編集委員長としても期待したい．

注１： 包括的性教育の詳細については，関連の書籍やサイトを参照してほしい．今回もいくつかを引用したが，誌面
の都合で割愛させていただいた．

注２：「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」の原文（英文）は以下からダウンロードできる．
　　　https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf

　森昭三氏の問題意識に高橋氏と七木田氏が応えて始まった連載は，相当の熱量をもって開始され，各担当者に引き
継がれ展開されてきた．第３回で植田氏が指摘するように独立した保健科か，体育科との合科かは，世界的に統一的

小学校教員・中高保健体育科教員養成課程の立場から
物　部　博　文

横浜国立大学

学校保健研究　Jpn J School Health 64；2023334



な見解は見出されていない．それゆえに，小浜氏が指摘する2000年代初頭のフィンランドで生じた保健科独立のよう
に，保健教育が重要であると考える人々が集まり，国民の健康を扱う専門家や医師たちも加わり生じた大きなうねり
を，日本でも起こせるかが焦点である．今回の連載を日本学校保健学会の会員各位が受けとめ，それぞれが研究や実
践を展開し，社会を巻き込むムーブメントを起こしうるかが今後の保健教育の浮き沈みにかかっていると言える．日
本学校保健学会は，教師，養護教諭，医師，歯科医師，薬剤師，保健師，行政等，さまざまな会員がいる．均一な集
団は，変化に弱く活力が失われていくが，さまざまな個性が互恵的な相互の関わりの中で機能する集団は，多様化す
る社会にも対応でき，組織としての力をより発揮する．多様な会員がいる日本学校保健学会だからこそ実現可能なこ
ともあるだろう．
　今回の問題提起の中心人物のひとりである高橋氏は，東京大学教育学部健康教育学教室を出自とし，千葉大学教育
学部において養護教諭養成課程を担う教育・研究者であり，「子ども達の健康に生きる力を育てようとする保健教育」
を願う立場である．一方，私は，東京学芸大学大学教育学部初等教員養成課程保健体育科を出自とし，横浜国立大学
教育学部保健体育講座で学校保健および保健科教育を担う教育・研究者として，小学校教員や中学校や高等学校の保
健体育科教員として排出した卒業生が児童生徒の健康の生きる力に資するような「保健科」の授業実践を願う立場で
ある．出自で言うならば，東京帝国大学と東京府師範学校，職務で言えば養護教諭養成と小学校教員・保健体育科教
員養成という明確な違いが存在する．第５回でも指摘したが，同僚から日本学校保健学会に関わってきた研究者は，
社会の在り方を変えるべく研究を実施してきたと側聞している．もちろん，その成果だけではないだろうが，そのよ
うな研究・教育活動が車両の禁煙化につながったり，喫煙率の低下につながったりしていると考えている．第６回で
高橋氏の言う「問いたい．それは日本全体の保健の授業を力強く改善するようなものと言えるのか．氏自身が書いて
いるように「参加者の多くが養護教諭」など，問題は，良い実践例や素晴らしい研究活動の周辺に保健教育担当の主
役である保健体育の教員が極めて少ないということである．それこそが保健教育の改善が進まない本質的な構造的欠
陥の現れではないだろうか」という問いは，社会を変えなければ意味がないと考える氏の強い意思の表れであると真
摯に受け取りたい．
　しかし，少なくとも私の周囲では「保健科」の授業に熱心に取り組んだり，研修に参加したりする保健体育科教員
は増えており，研修会や教員向けの指導資料づくりで出会う保健体育科教員は，「保健科」の授業に対してもきわめ
て前向きで熱心である．もちろん小学校教員や養護教諭の熱心な実践家との関りもある．私は，社会を変えていくた
めにも今，目の前にいるそれらの熱意ある人たちとの出会や関わりを大切にし，自身が置かれた立場からやるべきこ
とをしたい．（公財）日本学校保健会の保健教育推進委員会の調査によれば，保健と体育の授業実践は関連があり，
体育の授業を実践している教員は，保健の授業も実践していると報告されている．さらに，保健の授業を実践する背
景としては，養成段階では保健科教育法を履修していること，教育実習で保健を担当した経験があること，現在の職
務状況にあっては，保健に関する研修の受講や周囲の研修の状況が関与していると言われている．第６回で今村氏も
指摘するように部活動中心の保健体育教員に課題があると考えている．そして，その悪循環を断ち切り，保健教育の
ムーブメントを起こすためには，私たちのそれぞれが置かれた立場で最大限の努力をすべきである．
　私の立場からは，担当している保健科教育法を充実させること，担当している学校保健を保健科教育法と関連させ
ながら内容を充実させること，教育実習で学生に「保健科」の授業を担当させるべく働きかけること，そして，小学
校教員および中学校・高等学校保健体育科教員に対する「保健科」を含む保健教育の研修に関わること，小学校教員，
中学校・高等学校保健体育科教員，養護教諭など職種に関わらず保健教育の授業づくりを考えている教員と，よりよ
い実践について議論し，かれらと一緒に授業開発をすること，各学校での保健教育の実践をエンゲージメントするこ
と，日本学校保健学会のみならず日本保健科教育学会において保健科教育に関する学術的知見を発信すること，「保
健科」に関わる若手研究者を支援することである．特に保健科教育の実践者とは，児童生徒が保健の学習活動に没頭
できるような授業実践を開発したい．それは第７回で佐見氏の指摘する「教科書にある細分化された内容を１時間の
み取り上げ，次の回にはまた別な内容といったように，分断した授業が行われること」から脱却させ，魅力的な実践
に繋がると信じている．
　七木田氏の論説の中で語られる岩原の願いから，すでに70年を経過している．保健体育科教員の養成課程を経て，
学校保健に関わる教育・研究者として活躍している者も多く存在するのは否定のしようのない事実である．この連載
を起点として日本学校保健学会が保健教育の未来を考え，変えるのであれば，会員各位が保健教育に対して何ができ
るかを改めて考えなおし，行動すべきである．そして，組織としての日本学校保健学会も保健教育の推進に何をなす
べきかを真剣に考えるべきである．
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１．COVID-19が顕わにした問題
　COVID-19（新型コロナウイルス感染症）は，我が国においては2020年２月以降，全都道府県を席捲し，人々は大
きな惨禍に見舞われ，今もって収束には至っていない．その間，政府や自治体をはじめ多くの関係機関から，感染防
止のための様々な施策とともに幾つかの提言がなされた．曰く，「３密の回避」「対人距離の確保」「マスクの着用」「手
洗いの励行」「充分な換気」「大声での会話の抑制」「積極的なワクチン接種」等々である．より多くの人々がこれら
の意味をよく理解し，日々実践していれば，全国各所でこれほどまでの蔓延は起こらない（かった）筈である．
　しかし，現実はその様にはなっていない．第４回で大澤氏も述べている（265頁）様に，個々人の価値観や生き方，
人間性が関与している事は間違いないだろうが，やはり提言を受け止める人々の側の，基礎的・基本的知識の欠如も
指摘され得る．小・中・高校で感染症及びその予防の意義や原則，具体的方法などを，保健教育で学んだ（事になっ
ている）にも関わらず，人々の言動を見聞きしているところでは，十全に理解しているとは言い難い．即ち保健教育
は，関係者が思うほどには充分に機能・浸透してはいなかったのではないか，との疑念を浮かび上がらせた．
　だがより深刻なのは，「保健教育」がほとんど期待されていないのでは，という問題である．第５回で佐藤氏は「『保
健』領域の学びは，すべての教科領域の中で最も周縁的に扱われ」と述べ，そのあと大要「新型コロナ・パンデミッ
クが中心的な問題になっているにもかかわらず，学校ではその科学的知識の教育はほとんど実施されていない」（51頁），
と続けている．もちろん筆者は，「ほとんど実施されていない」などとは思っていないが，他者からはその様に見え
るのも事実であろう．マスコミ等においても今次コロナ禍にあって，学校で行われている保健教育を話題にする事は
ほぼ皆無であり，等閑視も甚だしいと感じているのは筆者だけではないだろう．
　儀賀氏らは第４回で，保健教育は「（前略）生きる『いのち』を感じ，考え，学ぶ学際（教科横断）的な場として
非常に重要な役割を果たし得ると信じている」と述べ，「保健教育には，我が国の教育を根本から再構築する程の可
能性が秘められていると言っても過言ではない」（269頁）と言う．個人及び社会の健康を確保するためには，人々の
持つ健康知識は決定的に大切である，という事実が今回の災禍で明白となった．やはり「保健教育」は極めて重要で
あり，とりわけ学校教育におけるその充実と重要性は，もっともっと強調されて然るべきである．
２．制度の問題
　日本の学校教育制度は，危機に瀕し破綻寸前である．眼前にある「保健教育」をどうするのか，現在の担当者に難
があるのでは，といった議論も必要ではあるが，現在の日本の学校教育全体の課題も見据えるべきであるとの趣旨で，
筆者は「教員を取り巻く日本の現況」（164頁）を第６回で書いた．特に教員の過重労働や志望者の減少等は，保健教
育担当者に限定された話ではなく，まさに教育制度全体で考えるべき喫緊の課題である．
　保健教育に限った制度上の問題は主に２つに集約される．１つは，授業時数の確保である．佐見氏は第７回におい
て特に中学校の授業時数に言及し，「中学校で週に１回の教科保健の時間を確保し」て，時間割に「保健」が位置付
けられることが先決である，と述べている（263頁）．授業時数の確保は教科存立の基盤であり重要である事は論を待
たないが，学校教育制度の根幹に関わる問題であり，大いなる難題と言える．
　もう１つの大問題は，第６回で高橋氏が指摘している（158～159頁）様に，教職免許法，及び教員養成制度である．
免許法上，教科に関しても教職に関しても，力量ある「保健体育教師」や，保健を担当する「養護教諭」を育てるに
は，相当程度貧弱な科目設定であると言わざるを得ない．また，各大学における「保健体育教師」「養護教諭」養成
課程においても，「保健教育」に関するカリキュラムは，甚だ心許ない．学会としても個人としても，免許法や教員
養成カリキュラムの改善には，粘り強く意を尽くすべきである．
３．人の問題
　第３回で植田氏は，米国，カナダ，オーストラリア，あるいは英国でも「時間の確保と教員養成（現職教育を含む）」
が課題とされる（178頁），と述べている．国や時代を問わず，やはり「人」の問題が大きいのだろう．端的に言えば，
誰が「保健教育」を担当し誰が彼らを育てるのか，という事である．もちろん，養成者の養成の問題も含まれる．
　七木田氏は第２回で，短期的，中期的な改革として，「保健授業を担当する教師の専任化」を提案している（110頁）．
これには，物部氏（第５回，56頁），筆者（第６回，167頁），佐見氏（第７回，264頁）が賛意を示している．また第
３回で小浜氏は，フィンランドの保健科が充実に至った経緯を述べつつ（188頁），日本においても「保健」の独自的
発展を志向している．いずれも，より良い「保健教育」を実現するために，担当者の専門性を高めようとの心積もり
から発している．「保健担当教師の専任化」や，「保健」と「体育」との分離案などは，大いに検討し議論して然るべ
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きである．
　本学会においては，他の関連学会は元より，様々な関係諸機関との連携を広範に模索すべきである．我が国でも，「学
校における保健教育は重要である！」という，より大きく力強い「うねり」を作り出さなければならない．櫂を漕い
で船を前に進めるためには，志を同じくした沢山の人が必要である．操舵手も欠かせない．結局は「人」の問題である．
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Ⅰ．はじめに

　連載最終回では，連載に執筆した論者の議論を引き受
けながら，十分に議論できなかった教育実践と教育政策
への研究者の関わりについて検討したい．
　学会に所属する保健教育を専門とする会員は各々の立
場から推進や改善に向けて課題にアプローチしているだ
ろう．例えば，論文を執筆し政策へのインパクトをねらっ
たり，政府の審議会等に参画し，政策に研究成果を反映
しようと試みたり，教育委員会への関わりから所管地域
へ貢献したり，直接学校や教師に関わることによって授
業を変えていこうと試みたり，書籍の刊行，講演などに
よって啓発活動を行ったり，検定教科書等の充実を目指
したり，教員養成の充実，教員研修への参画による教師
の力量形成に取り組むなどがあげられる．
　上記アプローチだけでも，保健教育の改善に向けた取
り組みは研究者の課題認識によって大きく異なる．課題
の認識は，以前と比較して保健授業が行われるように
なったことを積極的に評価する立場もあれば，著者のよ
うに教室における子どもの学びの様子を見て危機的な認
識をもってしまう立場もある．
　保健教育を専門としながらも，立脚点が違えば評価も
目指す方向も異なってくる．では，どこまで課題の共通
認識は得られるのだろうか．

Ⅱ�．教育政策と教育実践にどう関われるのか：研究
者の認識を問う

　連載第２回にて著者は，これまでの保健教育に関する
改革と研究動向を概括し，直接的に実践と関わる改革は
希薄であったことを指摘した．同指摘は，物部博文（第
５回），佐見由紀子（第７回）も実践研究の蓄積を希求し，
これを今後の課題としていることからもその重要性が確
認できる．

　このような認識は，改革の核心は教育実践にあること，
教室で営まれる実践の中心に子どもの学びを位置づけ，
これを核としての条件整備を考えようとする改革のスタ
ンスである．
　教育改革は教育実践における子ども一人ひとりの学び
なくして改革は成立しないこと，これに異論を挟む者は
いないだろう．
　しかしながら，実践における学びのイメージが定まら
ない，または共有できていない中での改革は，明文化さ
れ合意できる法制度の改革として進められ，制度の遂行
（または徹底）が改革の中心におかれてしまう．つまり，
「制度を改革すれば実践も変わる」といった発想として
展開されてしまう．そうなると，改革は教育行政に関わ
ることに重きが置かれ，研究者もこれに引きつけられて
いく（研究者の役割は実践における学びのイメージを政
策や実践に反映させることではなく，行政が策定した方
針を実践に反映させることが役割となってしまう）．
　戦後教育改革において教育行政学の確立に大きな影響
を与えた宗像誠也は，教育行政と実践の関係を次のよう
に説明する．

　　�「教育政策とは権力によって支持された教育理念で
あり，教育行政とは権力の機関が教育政策を現実化
することだ（中略）注意しておかなければならない
のは，権力によって支持された教育理念が，行政を
通じていつも残りなく末端まで浸透し，教育の実際
の上に実現するとは限らないことである．教育行政
に関して，外的事項（externa）と内的事項（interna）
とを分つことは，一つの重要な意味をもつ1）」

　宗像は，「権力によって支持された教育理念が，行政
を通じていつも残りなく末端まで浸透し，教育の実際の
上に実現するとは限らない」ことを前提として，教育行
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政を「外的事項」と「内的事項」に分ける．「外的事項」
とは，教育の外部的条件として，「財政を整え，建築し，
教員を配置し，学校の開講日を定め，等々の用意によっ
て，学校に学校としての形を与える」ことであり，「内
的事項」とは，教育そのものの内容や方法に関すること
（カリキュラムに関すること）である．そして，「外的
事項に対しては教育行政の統制が強く及んでもいいが，
内的事項に対してはそうあるべきではない，という考え
方である」とし，「教師と生徒との接触関係―それがま
さに教育の本質なのであるが―には，極端にいえば，い
かなる法律も行政手段も踏み込めない」とした2）．
　戦後改革期に示された見解とはいえ，当時の指摘は今
日に至ってもなお示唆的である．ときを隔てて，行政の
中心にいた元文部科学事務次官の前川喜平も同様の見解
を示している．

　　�「私の矜持を抱いて言えることは，私は常に，教育
の本質的部分は現場にしかないと考えてきたことだ．
そして教育と教育行政とは隣接するが別の仕事であ
り，自分は教育のプロではなく教育行政のプロだと
考えてきたことだ3）」

　70年前の教育研究者である宗像も今日の行政の中心に
いた前川も教育の本質は教師と生徒の関係から生み出さ
れる学びを中心に置き（内的事項），それを支えること
が教育行政の役割（外的事項）との認識を示している．
　しかしながら，今日の教育改革は「教育のプロ」では
ない行政と研究が実践領域へと深く入り込むことを求め
ているように見える．それは，教育行政だけの責任では
なく，学校現場もそれを求め，研究もその磁場に引きつ
けられているように感じる．
　連載第５回で佐藤学は，教科体系として「外的事項」
の整備を必要と認めながらも，「教科「保健体育」を分
割再編したとしても（外的事項），実践の実態（内的事項）
が大きくかわることは期待できないだろう」（括弧内筆
者）と指摘する．つまり，「内的事項」の核心を抜きに
しての改革はあり得ないとの見方である．
　以上の指摘を聞くと研究者は積極的に実践に関わろう
とするだろう．しかし，誤った関わり方は教育実践を変
質させてしまう．研究者が実践に関わる際，改革のキー
ワードの解釈や新たな制度，そして抽象的で多義的な概
念を説明する役割を担いながら授業の進め方までをも細
かく解説し教育現場に介入すると，実践は画一化され，
教師の創造性は脆弱になってしまう．
　例えば，「学びの改革」としてアクティブ・ラーニン
グが注目されて以降，「知識構成型ジグソー法」の推進
によってこれを具体化しようとする試み（授業）をたび
たび目にしてきた．しかし，教師の関心は活動的な手続
きにのみ終始し，「学びの改革」でありながらも子ども
の学びは置き去りになっていることも少なくなかった．

　「外的事項」としての行政の役割，研究の役割は，実
践の内容を詳細に定め，トップダウンによって実践を徹
底して遂行させるのではなく，教師の多様な実践を展開
できるように支える準備をし，創造的な実践を蓄積し，
それを批評する体制を確立することにある．
　実践に関わる場合，行政も研究も実践をリスペクトし，
常に自制心を持ちながらこれと関わらなければならない
だろう．

Ⅲ．実践研究をどのように蓄積するのか

　では，実践を研究するとはどのようなことなのだろう
か．そして何を蓄積すればいいのだろうか．
　教育委員会には併設する教育センターに多くの「実践
の記録」が蓄積されている．この「実践の蓄積」が意味
するものは，多くの場合，指導案や実践報告の蓄積のこ
とであり，教員はそこにアクセスして参考にすることが
できる．しかしながら，教育委員会の担当者は，「せっ
かく蓄積していても利用がなく，もっと活用してほしい」
と語る．
　「実践の蓄積」が実践に示唆を与えるためには条件が
あるだろう．指導案は授業を計画する上では

0 0 0 0 0 0 0

参考になる
かもしれない．しかし，教師と子どもの個性豊かな営み
である「実践」は必ずしも計画通りには進まない．教師
は計画の参考になるものを求めているのではなく，実践
のインスピレーションになる実践記録を求めている．だ
から前者の蓄積はあまり利用されることがない．
　日本における実践記録の伝統は，1920年代の池袋児童
の村小学校にまで遡る．その記録は，教育実践の文脈を
ナラティブな記録として，かつ省察をともなうかたちで
まとめられている．このような実践記録が「ナラティブ・
メソッド」として教育実践の質的研究と教師研究を支え，
実践研究の中心領域を形成してきた．一人称による教師
の語りと固有名による子どもの記述は，教師と子どもの
関わりをアクチュアルなドキュメントとして刻印してい
る4）．実践の省察と実践の解釈をとおして教師の経験世
界とふれることにこそ実践記録の蓄積の意味があり，教
師の創造力に示唆を与えることになる（「再ストーリー化」
（restorying）5））．教育実践の蓄積とは以上の視点を含む
ものであり，単に指導案や実践の報告を示すものではない．
　商業誌に見られる実践の紹介は指導案と授業展開の説
明として掲載されていることが多い．また，形式的に「こ
うすればよい授業を展開できる」とするマニュアル的方
法の紹介も，先の実践研究や日本におけるレッスン・ス
タディの伝統とは価値を異にするものである6）．
　実践記録の蓄積は，実践に関わる研究を多様な解釈と
ともに蓄積し，実践者に新たな視座を提供し，創造性を
切り拓くものでなくてはならない．
　しかし，以上の実践の解釈は，「教育のプロ」である
教員を越えるほどに実践を参観し，参加し，実践を解釈
する目と見識を養ってこそ可能となる7）．
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Ⅳ．機能する「外的条件」の模索

　教育実践は，「外的条件」である政策や制度によって
支えられる．
　「教育」は「教育のプロ」である教師に，「教育行政」
は「政策を現実化する行政のプロ」である文部科学省と
教育委員会によって営まれるならば（前川），研究者は
どこに関わればいいのだろうか．
　研究者はそのいずれにも関わりながら，実践と政策を
批評し，これからの社会を見通した上で，新たなヴィジョ
ンを形成し，それを支える理論的枠組みを示しながら，
各方面に示唆を与える役割がある．学会における研究活
動，研究成果もそこに寄与することが求められる．
　ときに政策は，宗像の指摘にあるように，「権力によっ
て支持された教育理念」の遂行を意味する．この教育理
念に課題をみるならば，これを批評することが研究の役
割であるし，一方で，政治の力学によって本来進むべき
方向とは異なるベクトルとなるならば，これに働きかけ
ることもまた研究の役割だろう．
　連載第２回で指摘したように，歴史的経緯で誕生した
合科型教科「保健体育科」は出自に多くの課題を背負っ
ていた．この教科体系と「保健」と「体育」の両内容を
「保健体育」の免許状を有する一人の教員が担当するよ
うになったことも，ラディカルな面よりも運用面を優先
した決定であった．
　また，教員養成に目を向けても矛盾を指摘できる．
　中学校教諭普通免許状（保健体育）を取得する際，教
育職員免許法施行規則の第二欄「教科及び教科の指導法
に関する科目」に「学校保健（小児保健，精神保健，学
校安全及び救急処置を含む．）」が位置づけられている．
教科専門の科目は，社会科を例にあげるならば，「日本史，
外国史，地理（地誌を含む．），法律学，政治学，社会学，
経済学，哲学，倫理学，宗教学」となっている．つまり，
教科の専門は子どもが学習する内容の体系として位置づ
けられている．しかし，「学校保健」は保健体育の学習
内容（学習指導要領と教科書の内容）ではなく，第三欄
「教育の基礎的理解に関する科目」に位置づけられなけ
ればならない科目である8）．
　このことは教員養成における教科の専門性が確立して
いないこと，または独立性がないことを示している．以
上のように，保健を専門とする教員養成のカリキュラム
にも課題が見られる．

Ⅴ．専門家とは誰か―おわりにかえて―

　以上に見てきたように，保健教育の専門家として研究
者に求められる責任と役割は何だろうか．物部も取り上
げているように責任（responsibility）には，何かへの応
答（response）をともなう．実践が示した学び（「内的
事項」）への応答，行政の示した方針（「外的事項」）へ
の応答などである．応答には批評がともなう．そして，

批評には専門性が求められる．他者が示した方針に自身
の考えを投影すること（見せかけの専門性）は同化であ
り「ものさしの不在」を意味する．そうなると明文化さ
れた制度・政策といったものさしに引きつけられ，専門
家は自律性を失ってしまう9）．近年の専門家の減少につ
いては連載第６回で今村修が取り上げているが，専門性
と研究は，本来，様々なものとの対話的行為（応答）の
中から知的創造として新たな価値を生み出す役割を担っ
ている．
　具体的には，保健教育に関する「内的事項」，「外的事
項」の関係を編み直しながら，改革へのグランドデザイ
ンを示し，多様な実践を展開できるプラットフォームを
構築することなどである．
　そこには，連載第３回で植田誠治と小浜明が紹介した
海外の例，第４回にて大澤功，儀賀理暁ら，医師をはじ
めとする多様な立場からの考えに応答しながら，その議
論の過程が改革の過程となるようにデザインされる必要
があるだろう（デザイン合理性）．
　さらに自戒を込めていえば，保健の研究者は体育の研
究者とは別に歩み，各々の課題へアプローチしながら専
門性を追究してきた．そして，実践が上手くいかないと
きには，教科体系のあり方を問題にしてきた．確かにそ
うした側面も指摘できるだろうが，一方で，ジリアン・
テットが『サイロ・エフェクト―高度専門化社会の
罠10）』で指摘したように，専門性の追求（サイロ：たこ
つぼ化）が実践における機能を不自由にしてきた側面も
指摘できるだろう．本当の意味において保健と体育がお
互いに理解を深めることがなかったことが現状を生み出
している可能性もある．
　改革には，研究者一人ひとりの課題に対する深い洞察
（認識）と機関誌や学術大会の議論における課題の共有
をみながら（批評），実践と政策と研究をつなぐ学会と
してのアクション，実践の積み重ねとネットワークの構
築が求められる．研究は創造性のもとに具体的な改革案
を示し，各方面へのバックアップを行うこと，そして，
改革後の実態にも責任を持つべきだろう．
　これを具体化するための今後の学会におけるアクショ
ンについては，続く高橋の論考を確認してもらいたい．
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Ⅰ．はじめに

　最終回を迎えるにあたり，連載を担当して下さった著
者の皆様，このような企画を許して下さった編集委員会
及び会員の皆様に謝意を表したい．学校保健における実
際の仕組みである保健教育に関して，その未来を考える
というテーマで多くの会員が論文を書くという企画はこ
れまでの連載では見られなかったものであり，それは多
くの方々の理解によって実現したものである．しかし，
当然のことながら，言いたいことを言っただけで満足し
て終わるわけにはいかない．多くの著者が今回指摘して
いるように，本連載が今後の本学会の活動にどのような
影響を与え，結果として，どのような保健教育の未来が
生まれるかにこそ本連載の意味がある．
　最終回にあたり，連載を担当して下さった会員から意
見，感想，提言をいただいたが，それらも含めて連載の
企画者の一人としてまとめを行いたい．

Ⅱ．保健教育不振の現状を認める

　最初に確認したいことは，現在の保健教育が本学会の
望むような状況になっていないということである．これ
を認めないことには始まらない．もちろん「他の多くの
国に比べて教科として健康教育があるのは素晴らしいで
はないか」「少なくとも保健に関する知識は提供され子
どもたちはそれを獲得している」「昔に比べれば保健の
授業はしっかりと時間をとって行われている」「この学
校では（この地域では）素晴らしい保健教育の実践がな
されている」などポジティブな意見はいくらでも言うこ
とは可能である．しかし，実際のところ，本連載やその
他の調査を通して，数十年前から本学会の指摘してきた
不十分な状況が近年においてもさほど変わっていないこ
とは明確に示されているのではないか．そのことを考え
るなら，それらのポジティブな意見は自己欺瞞に近いと
いうのは言いすぎであろうか．いずれにせよ，学校保健

を専門とする学会ならば，会員の多くが望むような保健
教育の姿を日本全体で実現させることに心血を注ぐべき
だと考えるものである．
　不振さを認めなくてはならないのは教科としての保健
に限らない．本連載のテーマは「保健教育」なので，様々
な場面で連載担当者に「教科外の」保健教育も考慮して
欲しいと要望してきたが，私自身の論文も含めて，教科
外の保健教育に触れた箇所は本当に限られている．実際，
教科外の保健教育に関して論を展開できる著者を探すこ
とは難しく，また，教科外の保健教育の実態などを扱っ
た文献はほとんど見つからなかった．第７回の七木田の
論文1）にかかわって多くの現職教員と話をしたが，教科
外の保健教育に関して話が聞けたのは極めて稀であった．
特別活動において健康や安全にかかわる指導はないのか
と具体的に聞いても，養護教諭が保健教育に強い関心を
持っている一部の学校以外ではほとんど反応がなかった．
小学校低学年等でのブラッシング，手洗いなどの指導，
それ以外の学年も含めた性や薬物にかかわる指導以外に
教科外の保健教育の実態はあるのだろうかと正直なとこ
ろ感じている．
　そのような不振な状況に対しては様々なことが考えら
れるが，筆者は一つの論点に絞って話をすすめることに
する．

Ⅲ．保健教育の担当者がその価値を信じていない

　すでに述べたように本連載にかかわって保健（以下，
簡略化のために教科としての保健教育を単に保健と記述
する）を担当している多くの教員と話す機会があったが，
その中でも特に衝撃的だったのは，ある小学校で体育主
任を担当している先生が「教員の働き方改革が叫ばれて
いる中，保健をがんばってくれと他の教員に言いにくい」
と述べたことである．その先生は「教員の働き方改革が
叫ばれている中，体育をがんばってくれと他の教員に言
いにくい」あるいは「教員の働き方改革が叫ばれている

■連載　日本学校保健学会が保健教育の未来を考える
Let’s Talk about the Future of School Health Education in Japanese Association of School Health

第８回「保健教育の未来に向けて」
―保健教育はその価値を信じる教員によって行われなければならない―

高　橋　浩　之
千葉大学教育学部

Towards the Future of School Health Education
―School Health Education Must Be Provided by the Teacher Who Believe in Its Value―

Hiroyuki Takahashi
Faculty of Education, Chiba University
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中，授業をがんばってくれと他の教員に言いにくい」な
どと言うのであろうか．すべての背景には保健教育にか
かわっている教員の多くが保健を軽んじているというこ
とがある．このことは，「教師自身の保健の重要性や，
健康教育に対する関心が薄すぎるのではないか」という
第６回2）に紹介した大学生からのコメントなどからもよ
くわかる．また，小浜3）が第３回で紹介したフィンラン
ドの状況などと比較しても教員が保健の価値を低く見積
もっている実態は明白と言える．保健を軽んじているか
ら，多くの保健教育を担当する教員は，研修にも行かな
い，授業にも工夫がない，教材研究もしない，授業はや
らなくてはならないが楽な形でこなしたい，できれば他
の人にやってほしい，となるのである．
　喫煙防止教育において，喫煙をしている教員は，健康
よりも法令遵守を強く意識し，授業での扱い方も消極的
であるという研究結果4）があるが，保健教育の実施に教
員のそれを重んじる気持ちが関連しないわけがない．当
たり前のことだが保健教育はその価値を信じる教員に
よって行われる必要がある．
　それでは，なぜ，価値を信じない教員が保健教育を担
当するのか，また，それはどのように解消できるのであ
ろうか．

Ⅳ�．なぜ価値を信じない教員によって保健教育が担
当されることになるのか

　本来，教員になる際には，その担当教科の価値を信じ
る気持ちを持って学びを開始するものであろう．また，
教育内容や教育方法を学びながら，同時にその担当教科
等を尊重する気持ちなども育っていくものではないか．
なぜ，保健ではそこが上手くいかないのであろうか．
　一つには，保健と体育の特性があまりに離れているこ
とがあるのではないだろうか．体自体を動かすことが中
心の教科，部活動や場合によってはより高いレベルのス
ポーツとも関連している教科など，体育にはどの教科と
も大きく異なる特性がある．そのことが第６回で今村5）

が指摘するように，体育には情熱や意欲を持つが保健の
ことはあまり考えたことがないという学生が保健体育教
員を目指すことにつながる．また，保健と体育の特性が
あまりに離れていることは保健と体育の両方を尊重する
気持ちを育てる教員養成をも難しくする．
　それとも関連するのが免許法の問題である．第６回2）

で述べたが「保健体育」の免許及び「保健」の免許の制
度には明らかな歪さがある．「保健体育」の免許は「保健」
の免許を完全に包含するのにもかかわらず，取得のため
に必要な単位数は同じなのである．そして，免許取得の
ための各科目には単位数に関して緩い制限しか存在しな
いので，「保健」に関する単位の取り方は多くの場合，
他の教科とかけ離れた少ないものとなっている．そのこ
とが保健体育の教員になる上で必要な適切な価値観が育
たない原因となっており，また，さらには教員養成機関

における保健を専門とする研究者の少なさにつながり，
それが保健に関する教員養成自体や教員養成に関する研
究の発展に不適切な影響を与えるということではないだ
ろうか．

Ⅴ�．保健教育の価値を信じる教員によって保健教育
が担当されるために

　それでは保健教育の価値を信じる教員によって保健教
育が担当されるためにはどのような改革が必要なのであ
ろうか．最初にお断りするが，ここまでの記述でもわか
るように本稿では教科としての保健教育を主に話を進め
ることにしたい．自分で教科外の保健教育に関する議論
が弱いと言っておきながら無責任だという批判を受ける
かもしれない．しかし，この連載を通して，残念なこと
ではあるが，日本学校保健学会をもってしても現段階で
は教科外の保健教育について考えるのは極めて難しいと
いう実感を得た．また，米国では保健教育に関して教科
内・教科外という発想はなく，できればすべてを教科で
（おそらく確実性が高いという意味で）必要な教育を行
おうとしているという第３回における植田6）の指摘が参
考になった．さらに，教科外の保健教育は子どもにとっ
て必要であると学校に受け止められたなら保健教育を専
門としていない教員もかかわり学校では実施されるもの
なので，その枠組みにこだわらず，むしろ教科としての
保健教育をそれだけで健康教育として成立するようなも
のにすべきだという第７回における佐見7）の考え方に納
得がいったということもある．
　さて具体的な改革案に関して述べていきたい．根本的
なものから順に３つの改革案を示す．もちろん，これは
たたき台のようなものであり，組織的に検討されたもの
ではないことをお断りしておく．
１．教科の枠組みを再編する
　健康に大きな価値があり，それを意識することは教育
にとってますます重要なことであることは，家庭科や体
育科などが近年の学習指導要領改訂のたびに「健康」と
いう言葉を多用するようになったことや世界の教育改革
において健康が注目されてきていることからも明らかで
あろう．そのような状況において，保健教育を教科とし
て実装しているということはわが国の大きなアドバン
テージといえる．問題は，それが肝心の保健の充実につ
ながらない構造になっていることである．そのことは日
本国民に大きな不利益を与えているといえないだろうか．
そこで考えられるのは教科再編である．その際には，保
健が単独になることも考えられるし，親和性が高いのな
ら家庭科などと保健を合科にしても良いであろう．それ
により，現在よりも知識，技術，そして何よりもプライ
ドを持って教員は保健を担当するようになるであろう．
ただし，新しい教科ができた場合，それを担当する教員
をどう養成するかという課題は大きい．
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２．免許法上で保健教育担当能力を保証する
　すでに述べたように免許法上では「保健体育」と「保
健」が歪な関係になっている．したがって，「保健体育」
という免許種をなくし「体育」としてしまうことが考え
られる．「体育」の免許要件から「学校保健」や「衛生学・
公衆衛生学」を削除したなら体育に関する学びも充実さ
せられるであろう．そもそも保健体育の免許を取る上で
履修が求められている「学校保健」は，森8）が指摘する
ように保健体育を担当する教員の履修事項というより学
校の教員全体が学ぶべきことなのである．
　同時に保健の側も教員全体や養護教諭が学ぶ「学校保
健」などという曖昧な名称ではなく，「衛生学・公衆衛
生学」「小児保健」「精神保健」など，保健の専門的事項
が明確になるような名称の科目を必修とする必要がある．
それにより，保健という教科に関する専門性を育成する
ことが可能となる．連載の中では保健の専任教員を置く
べきだという意見が多く見られたが，そのことを確固と
した制度に反映するなら免許法の改正が当然の帰結にな
ると思うがいかがであろうか．ただし，これに関しては，
将来的に保健の授業を担当する教員をどのように養成・
採用していくかという問題が生ずる．
３．中学校において週１回の時間数を確保する
　第７回の佐見の指摘7）にあったが，中学校において年
間を通して週１回の授業を存在させられない姿が保健を
しっかり考えられない，また，保健を軽視してしまう状
況の背景になっている．高校１，２年では１年を通して
保健の授業が存在するので，中学校でも同様な形にした
い．３年間週１時間という形が望ましいが，少なくとも，
現在のように毎週授業ができない状況は解消したい．な
ぜなら，毎週授業がないことが無計画な保健の授業運営
を生み出しているという面が大きいからである（七木田1）

が指摘した現代も続く「雨降り保健」である）．このこ
とは，佐見が授業を担当した経験から述べたように「主
体的・対話的で深い学び」を実現する上では保健の授業
時間が不足しているということへの対応にもなる．ただ
し，これに関しては体育等との時間の調整という課題が
出てくる．
　以上が筆者の改革案だが，もちろん，良い保健の授業
のモデルを提示する，保健に関する教員研修を充実する，
なども真っ当な改革案である．しかし，そのようなこと
は当たり前のことであり，数十年の不振がそれで改善す
るとは筆者には考えられない．
　これらの案は読者には無謀な夢物語と感じられたかも
しれない．しかし，この状況において，学校保健を専門
とする学会がドラスティックな改革案を考えることはむ
しろ義務といって良いと筆者は考える．具体的な改革案
に関しては，もちろん本学会の会員でも意見は分かれる
かもしれない．また，学術的な点のみならず政治的・行
政的な観点からも考え，実現性を考慮しなくてはならな
いことは当然のことである．

Ⅵ．終わりに

　すでに述べたように保健教育の未来は学術的な問題と
いうだけでなく，制度がかかわるために政治的・行政的
な問題と言える．日本学校保健学会のように現実の仕組
みと密接な関連を持っている学術団体には社会的な責任
があり，我々は研究をするので社会はそれを活かしてく
れという姿勢は許されないと考える．その意味で，今回，
植田が指摘しているように，学会としてこれまでの研究
成果や本連載がどのように現実の保健教育に貢献できる
のか考え活動していく必要がある．
　それを具体的に推進していくために，「保健教育の未
来を考える委員会（仮称）」を学会として作れないか検
討している．その委員会の中では，次期学習指導要領改
訂・免許法改正等への本学会のアクション，本学会の保
健教育の実践知センターとしての役割，その他，保健教
育を充実させるために本学会がやるべきことについて，
２ヶ月に１回程度，Zoom等を活用して会議を行う．そ
して，適宜，学会誌を利用して会員に情報を提供すると
ともに意見を求め，必要な時期に学会に議論の結果を報
告する予定である．
　委員会構成は今後考えることになるが，学会をあげて
のことなので開かれたものにしたいと考えている．設置
が認められたなら人選を始めるが，それ以前でも構わな
いので加わりたい方は是非知らせていただきたい．
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「School Health」掲載論文の抄録

School Health Vol. 18, 2022
【Original Article／原著】

The Association of Grit and Self-Control with Parent-Child  
Relationships, Mental Health, and Lifestyles of Japanese Adolescents:  

A Cross-Sectional Online Survey
Hiromi Suzuki, Nobuyuki Miyatake and Takashi Kusaka

［School Health Vol. 18, 52-61, 2022］
http://www.shobix.co.jp/sh/contents/journal.cfm?lang=ja

Background: Non-cognitive skills （NCS） are vital components of a socially and financially successful life, devel-
oped through childhood education, family and school environments, and social settings. The effects of NCS in 
adulthood have been studied, whereas those in adolescents have rarely been examined in Japan. Grit and self-con-
trol are significant components of NCS. This study focused on the influence of grit and self-control on lives of ado-
lescents.
Objective: The aim of this study was to examine the relationship between grit and self-control, and Japanese ado-
lescents’ mental health, lifestyle at school and home, and parent-child relationships. Their children answered ques-
tions about their grit, self-control and mental health.
Methods: In April 2016, we performed an observational cross-sectional study using an online survey. Participants 
were 1,566 mothers and their children （8th year of school） in Japan. The survey included items on background, 
grit and self-control scales, and mental health （DSRS-C）; mothers provided social, financial, and educational infor-
mation and information on parent-child relationships.
Results: Of the 1,566 adolescent participants, 783 were boys and 783 were girls. Mean scores for grit and self-con-
trol were 3.07±0.60 and 2.97±0.64, respectively. Grit and self-control were significantly correlated with mental 
health scores （r＝－0.34, p<0.0001）. All adolescent lifestyle parameters were significantly associated with both grit 
and self-control （p<0.0001）. Adolescents with good parent-child relationships exhibited higher grit and self-control 
scores. Moreover, good parent-child relationships were significantly associated with better mental health scores.
Conclusions: Our results implied that good parent-child relationships may promote the development of grit, 
self-control, and good mental health among adolescents, leading to favorable lifestyles at home and school.

日本人中学生におけるやり抜く力と自制心の親子関係，メンタルヘルス， 
生活習慣との関係：インターネット調査による横断研究

鈴木裕美，宮武伸行，日下　隆

背景：非認知スキル（NCS）は，社会的，経済的な成功をもたらす重要な要素で，幼児教育や家庭と学校，社会生活
を通して育まれる．成人期におけるNCSの影響は研究されているが，学童期での影響は日本ではほとんど調べられて
いない．NCSの中でもやり抜く力と自制心は重要な要素である．この研究では中学生の生活におけるやり抜く力と自
制心の影響に着目する．
目的：本研究の目的は，日本の中学生におけるNCSとメンタルヘルスの関係，NCSと学校や家庭での生活，そして親
子関係との関係を明らかにすることである．
方法：2016年４月にインターネット調査にて観察横断研究を実施した．対象は日本の1,566組の母親と子ども（中学
２年生）である．調査項目には，対象の背景とやり抜く力と自制心スケール，メンタルヘルス （DSRS-C） が含まれた．
母親が社会，経済，教育関係の項目および親子関係について回答し，子どもはやり抜く力と自制心，メンタルヘルス
について回答した．

連絡先：〒761-0793　香川県木田郡三木町池戸1750-１
　　　　香川大学医学部衛生学（鈴木）

英文学術雑誌
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結果：本研究に1,566人（男子女子共に783人）の中学生が参加した．やり抜く力の平均値は3.07±0.60，自制心は2.97
±0.64であった．やり抜く力と自制心はメンタルヘルスと有意に相関を認めた（r＝－0.34, p＜0.0001）．やり抜く力と
自制心は，すべての子どものライフスタイル指標と有意に相関していた（p＜0.0001）．よい親子関係を認めた中学生は，
やり抜く力と自制心が有意に高かった．また，よい親子関係は，よいメンタルヘルスと有意な関連を認めた．
結論：調査結果からよい親子関係はやり抜く力と自制心を育むだけでなく，学童期のメンタルヘルスをより良いもの
にし，結果的に学校や家での生活習慣を好ましいものにする可能性が示唆された．
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連絡先：〒669-3301　兵庫県丹波市柏原町南多田1226
　　　　丹波市立柏原中学校（足立）

「School Health」掲載論文抄録

School Health Vol. 18, 2022
【Original Article／原著】

Developing a Scale to Assess Daily Health Behaviors and  
Perceptions among Junior High School Students

Setsue Adachi, Chiemi Taru and Ikuko Miyawaki
［School Health Vol. 18, 39-51, 2022］

http://www.shobix.co.jp/sh/contents/journal.cfm?lang=ja

Background: Junior high school students are currently living in rapidly changing social and living environments 
and have diversified interests. Classes that encourage their intellectual curiosity are therefore needed. Junior high 
school is a fundamental period as students acquire healthy behaviors that may last a lifetime. However, challenges 
remain as these students typically do not fully apply their health education learnings to their daily lives.
Objective: The objective of this study is to design a scale that evaluates junior high school students’ health behav-
iors and their perceptions thereof, and to clarify the relationships between junior high school students’ health be-
haviors, perceptions thereof, daily life habits, and psychosocial factors.
Methods: A self-administered questionnaire survey, the Questionnaire on the Everyday Health Behaviors and Per-
ceptions of Junior High School Students （Q-EHBP-JHSS）, was conducted on 645 students from three junior high 
schools. To test the questionnaire’s reliability and validity, factor validity, internal consistency, stability, and crite-
rion-related validity were evaluated. Structural equation modeling （SEM） was also performed to understand the 
overall structure of the relationships between the Q-EHBP-JHSS and the Diagnostic Inventory of Health and Life 
Habits （DIHAL.2）, Rosenberg’s Self-esteem Scale （RSES）, and the Children’s Health Locus of Control Scale 
（CHLCS）.
Results: There were 486 valid questionnaires from the 574 questionnaires received （89%）. The exploratory and 
confirmatory factor analyses showed a total of 48 items under eight factors of the Q-EHBP-JHSS. The SEM of the 
Q-EHBP-JHSS, DIHAL.2, RSES, and CHLCS revealed that of the eight Q-EHBP-JHSS factors, exercise, appropriate 
behaviors, setting times, and mobile phone use affected daily exercise, diet, and rest habits the most. These four 
factors were also correlated with one another. Stress avoidance/prevention was associated with students’ degree 
of health and internal and external health locus of control, while sleep fulfillment was associated with physical and 
social health. Sleep regularity was associated with the external health locus of control. Exercise behavior/environ-
ment was associated with physical and social health, while physical and mental health was associated with self-es-
teem. Exercise consciousness affected the internal health locus of control.
Conclusions: The reliability and validity of the Q-EHBP-JHSS were confirmed. The results of SEM revealed that 
factors such as exercise, appropriate behaviors, setting times, and mobile phone use can be used as course content 
for health education that increases students’ intellectual interest. Further, these results can contribute to the de-
velopment of courses that support junior high school students’ implementation and continuation of appropriate 
health behaviors.

英文学術雑誌
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中学生の日常生活での保健行動と認識を評価する尺度の開発

足立節江，多留ちえみ，宮脇郁子

背景：中学生は現在，急激に変化する社会環境や生活環境の中で生活しており，彼らの関心も多様化している．その
ため，中学生の知的な関心を高める授業が必要とされている．中学生期は生涯にわたる保健行動の基礎を培う時期で
あるが，中学生は保健教育で学んだことを日常生活に十分に生かしていないことが課題である．
目的：この研究の目的は，中学生の健康行動とその認識を評価する尺度を作成し，中学生の保健行動とその認識と生
活習慣および心理社会的要因との関連を明らかにすることである．
方法：中学校３校の645名の生徒を対象に自記式質問紙調査Q-EHBP-JHSSを実施した．Q-EHBP-JHSSの信頼性と妥
当性を検証するために，因子妥当性，内部一貫性，安定性，基準関連妥当性を確認した．Q-EHBP-JHSSと健康度・
生活習慣診断検査（DIHAL.2），ローゼンバーグ自尊感情尺度（RSES），および小児用Health Locus of Control尺度
（CHLCS）との全体的な構造を理解するために，共分散構造分析（SEM）を行った
結果：回答は返却された574名（89％）のうち，有効回答は486名であった．探索的および検証的因子分析の結果，
Q-EHBP-JHSSは48項 目 ８ 因 子 で あ っ た．Q-EHBP-JHSS，DIHAL.2，RSES， 及 びCHLCSのSEMの 結 果，Q-EH-
BP-JHSSの８因子のうち，運動，適切な行動，時間設定，及び携帯電話の使用が，毎日の運動，食事，及び休養の習
慣に最も影響を及ぼしていた．これらの４つの因子も相互に相関が見られた．ストレスの回避/予防は，中学生の健
康度と内的，外的ヘルス・ローカス・オブ・コントロール（HLC）に影響を及ぼし，睡眠の充足は身体的及び社会
的健康に影響を及ぼしていた．睡眠の規則性は，外的HLCに影響を及ぼしていた．運動行動/条件は身体的及び社会
的健康に影響を及ぼしており，身体的及び精神的健康は自尊感情に影響を及ぼしていた．運動意識は，内的HLCに
影響を及ぼしていた．
結論：Q-EHBP-JHSSの信頼性と妥当性が確認できた．SEMの結果は，運動，適切な行動，時間設定，携帯電話の使
用などの因子が生徒の知的な興味を高める保健教育の指導内容として活用できることを示している．さらに，中学生
の適切な保健行動の実施，継続を支援するための授業展開に寄与できると考えられる．
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一般社団法人日本学校保健学会
第41回理事会　議事録（2022年10月２日開催）

日　時：2022年10月２日13：00～14：30
場　所：Zoomによるオンライン開催
出席者：�衞藤　隆（理事長）・植田誠治・大澤　功・森岡郁晴・佐々木司・野津有司（常任理事）・羽賀將衛・黒川修

行・小林央美・朝倉隆司・高橋浩之・瀧澤利行・物部博文・渡邉正樹・岩田英樹・下村淳子・後和美朝・西
岡伸紀・宮井信行・池添志乃・郷木義子・棟方百熊・住田　実・照屋博行（理事）・三木とみ子・中川秀昭（監
事）・内山有子（事務局長）・欠ノ下郁子・田中和香菜（幹事）・辻あさみ（第68回学術大会事務局長）・岡本　
陽（学会賞選考委員会委員）

欠席者：村松常司

議　題

理事長挨拶
　衞藤理事長より第41回理事会の開催における挨拶が行われ，第40回理事会議事録の確認が行われた．

１．審議事項
１）入退会者の確認

　内山事務局長より資料１に基づき，2022年７月６日から2022年９月27日までの入退会者についての説明があり，
原案が承認された．また，２年間の会費滞納による資格喪失者は67名であり，再入会の際には未納分の会費，入
会金および会費を支払う必要があることが確認された．

２）2021度定時総会開催の件
⑴　2021年度事業報告承認の件

　衞藤理事長より，資料２に基づき2021年度事業報告として，会員数，役員数，学術大会，総会，理事会・各
委員会，機関誌発行，英文学術雑誌発行，日本学校保健学会賞・学会奨励賞の選考などの実施について報告さ
れ，原案が承認された．

⑵　2021年度決算報告承認の件
　内山事務局長より，資料３－１に基づき2021年度の予算対比正味財産増減計算書，正味財産増減計算書およ
び財産目録に基づき経常収益，経常費用について説明があり，約532万円の黒字決算であったことが報告され，
原案が承認された．
　三木監事より，資料３－２に基づき2022年９月27日に三木監事，中川監事，衞藤理事長，および内山事務局
長と共に国際文献社においてオンライン併用による厳正な事業監査を行った結果，適正に運営されていること
が報告された．　　
　また，中川監事より，学会員の漸減，学会誌の投稿数の減少，学術大会参加人数の減少などに伴う学会運営
上の課題の検討，および学会が活性化されるための対策が必要であることが提起された．

⑶　2022年度事業計画承認の件
　衞藤理事長より，資料４に基づき2022年度事業計画として学術大会，総会，理事会・各委員会，機関誌発行，
英文学術雑誌発行，学会企画研究の選考，学校保健学会賞・学会奨励賞の選考などの事業計画について報告さ
れ，原案が承認された．

⑷　2022年度収支予算承認の件
　内山事務局長より，資料５に基づき2022年度予算案―正味財産増減ベースの経常収益，経常費用について会
員数の減少，理事会および委員会の対面開催，および代議員選挙費用を勘案した予算案が説明された．また，
2022年度学術大会の予算が修正されること，学会HPの改修費が臨時経費に計上されることが説明され，原案
が承認された．
　また，瀧澤理事より日本学校保健学会70周年記念行事を検討する場合，積立予算の計上が提案され，次期理
事会へ引き継がれることが確認された．

⑸　一般社団法人日本学校保健学会第10回定時総会の議題案について　��
　内山事務局長より，資料６に基づき一般社団法人日本学校保健学会第10回定時総会の議題案について説明さ
れ，原案が承認された．また，内山事務局長より定時総会に配布される資料については，10月24日に発送予定

会　報
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であるため，資料の締め切りは10月17日となることが確認された．
３）第18期役員選挙結果について

　岡本選挙管理委員より，資料７に基づき第18期代議員選挙，地区選出理事選挙，および理事長選挙の投票率，
選挙方法および選挙結果について報告され，原案が承認された．インターネットを用いた選挙における課題と申
し送り事項として，学会誌の発行回数が年４回となったことに伴い被選挙権保有者名簿の郵送が必要であること，
投票率が前回選挙とほぼ同様の約23.0％であったこと，理事長選挙における得票数同数の場合の取り扱いについ
て検討の必要があることが説明された．

４）名誉会員の推挙について
　内山事務局長より，２名名誉会員の推挙があったことが報告された．東海地区の大澤常任理事より，資料８－
１に基づき，主な学歴，職歴，業績および日本学校保健学会への功績より村松常司氏が名誉会員として推挙され，
原案を承認した．
　また，東北地区の黒川理事より，資料８－２に基づき，主な学歴，職歴，業績および日本学校保健学会への功
績より面澤和子氏が名誉会員として推挙され，原案を承認した．

５）日本学校保健学会ホームページ改修について
　植田法・制度委員長より，資料９－１に基づき現会員に対する情報提供サービスの向上，若手研究者を含む新
規会員の獲得，スマートフォン対応，セキュリティ対策の強化，情報更新・メンテナンスのしやすさなどの観点
からHPの改修案をたたき台とした抜本的な改修計画が報告された．また，資料９－２に基づきHP改修に約105万
円の予算が必要であることが説明され，原案が承認された．

６）その他

２．報告事項
１）第68回学術大会の進捗状況について������������������������������

　辻事務局長より，資料10－１に基づきWeb形式を主体とした第68回学術大会の進捗状況について報告された．
11月４日の常任理事会および理事会は対面開催となること，学術大会のライブおよびオンデマンド形式のプログ
ラムについて説明され，引き続きご協力いただきたい旨の依頼があった．
　また，森岡学術大会長より，資料10－２に基づき第68回学術大会予算について説明され，
　事前登録数が第67回学術大会の半分程度であること，広告や協賛企業が少ない状況が説明され，理事の先生方
に周りの方への事前登録を促してほしい旨の協力依頼があった．

２）第69回学術大会の進捗状況について
　植田学術大会長より，第69回学術大会の開催日程を2023年11月10日～12日として，東京都渋谷区広尾にある聖
心女子大学を会場として対面を中心とした学術大会を計画していることが報告された．また，第68回学術大会の
広告・協賛獲得の課題を受け，次期に向け準備を進めることが報告された．

３）編集委員会報告
　大澤委員長より，資料11に基づき機関誌発行状況，委員会開催状況，論文投稿数および査読状況，受理後の変
更についての対応ルール，謝金のルールについて報告された．また，学会員の座長や査読者への謝金を含めた学
会のあり方については，次期への検討課題とすることが確認された．

４）学術委員会報告
　森岡委員長より，資料12に基づき令和４年度企画研究の採否について，５件の申請課題から北澤武氏の「児童
生徒のSNSトラブルを予防するためのケースメソッド教育の開発と実践」，角田紘子氏の「女子高校生に対する
がんリテラシー教育の実施と効果の検証」，宋昇勲氏の「情報リテラシーと青少年の健康行動との関連」の３題
が採択された．なお，審査結果の用紙については，各自で破棄していただきたい旨が依頼された．
　また，第68回学術大会の学術委員会シンポジウムの進捗状況および令和５年度の企画研究テーマ，次期への申
し送り事項について報告された．

５）法・制度委員会報告
　植田委員長より，資料13－１～13－４に基づき①公立小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標
の策定に関する指針改正，②研修履歴を活用した対話に基づく受講推奨に関するガイドライン，③学校教育法施
行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントに対する本学会からの変更案について報告された．
　また，ホームページのリニューアル，学会の委員会としての広報委員会の新設，若い研究者の増加および学会
の活性化，理事の任期及び会計年度の見直しなどの次期への申し送り事項について報告された．
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６）渉外委員会報告
　野津委員長より，資料14に基づき委員会開催状況，第68回学術大会渉外委員会企画の進捗状況について報告さ
れた．

７）国際交流委員会報告
　佐々木委員長より，第68回学術大会の国際委員会企画の進捗状況および学校保健研究における国際交流委員会
の連載企画の進捗状況が報告された．

８）時限委員会報告　
　内山事務局長より，科学研究費助成事業基礎研究についての進捗状況について報告された．

９）次回理事会等の日時について
・�第42回常任理事会（11月４日15：00－15：15）対面とオンライン
・�第42回理事会　　 （11月４日15：20－15：50）対面とオンライン
・�第10回定時総会　 （11月４日16：00－17：30）オンライン
・�臨時理事会（11月４日定時総会を中断し15分程度実施）対面とオンライン

10）その他

議長　理事長　　衞　藤　　　隆　　㊞
出席監事　　　　三　木　とみ子　　㊞
出席監事　　　　中　川　秀　昭　　㊞
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一般社団法人日本学校保健学会
第18期選挙管理委員会報告

選挙管理委員会
� 委員長　大川　尚子
� 笠井　直美
� 岡本　　陽

一般社団法人日本学校保健学会第18期役員選挙の結果をお知らせいたします．

１）代議員選挙
　学校保健研究第64巻１号（４月号）で役員選挙の告示を行い，５月20日現在の会員数および所属地区より各地区の
代議員定数を確認した．投票期間は2022年７月１日（金）から７月25日（月）とし，７月27日（水）に開票作業をお
こなった．投票率は22.61％（前回21.64％）であった．なお，得票数同数の場合は代議員規程の「学会入会期間が長
い学会員順」に基づき選出した．

２）地区選出理事選挙
　投票期間は2022年８月22日（月）から９月５日（月）とし，９月７日（水）に開票作業をおこなった．投票率は
89.55％（前回90.48％）であった．なお，得票数同数の場合は代議員規程の「代議員選挙の得票数が多い学会員順」
に基づき選出した．

３）理事長選挙
　投票期間を2022年９月21日（水）から９月27日（火）とし，９月28日（水）に開票作業をおこなった．投票率は
85.00％（前回96.00％）であった．なお，選挙に先立ち理事長決定の方針及び得票数同数の場合の取扱いについて
「学会入会期間が長い学会員」とした．

一般社団法人日本学校保健学会　第18期役員選挙結果
★理事長，☆常任理事，◎地区代表理事，○理事，◆事務局長（各地区50音順）　

北海道地区
（理事１）

（代議員２）

東北地区
（理事１）

（代議員４）

関東地区
（理事７）

（代議員27）

北陸地区
（理事１）

（代議員２）

東海地区
（理事３）

（代議員９）

近畿地区
（理事３）

（代議員11）

中国・四国地区
（理事２）

（代議員７）

九州地区
（理事２）

（代議員５）
監　　事 幹　　事

◎羽賀　將衛 新井　猛浩 青栁　直子 ◎岩田　英樹 ☆
◎大澤　　功 大川　尚子 ○池添　志乃 ○高倉　　実 荒木田美香子 沢田真喜子

　山田　玲子 ◎黒川　修行 朝倉　隆司 櫻井　　勝 笠次　良爾 伊藤　武彦 樋口　善之 北垣　邦彦 田中和香菜
小林　央美 今関　豊一 岡本　　陽 川畑　徹朗 奥田紀久子 ◎松浦　賢長
瀧澤　　透 ★植田　誠治 鎌塚　優子 甲田　勝康 上村　弘子 宮城　政也

○上地　　勝 ○下村　淳子 ◎後和　美朝 丹　　佳子 和氣　則江
◆内山　有子 鈴江　　毅 寺田　和史 三村由香里

衞藤　　隆 福田　博美 中村　晴信 ◎棟方　百熊
遠藤　伸子 古田　真司 西岡　伸紀
大沼久美子 ○森田　一三 ☆宮井　信行
笠井　直美 山田　浩平 宮下　和久
久保　元芳 ○森岡　郁晴

☆佐々木　司
佐見由紀子
杉崎　弘周

○高橋　浩之
☆
◎瀧澤　利行

竹鼻ゆかり
武見ゆかり
戸部　秀之

○七木田文彦
野井　真吾
野津　有司
三木とみ子

○物部　博文
森　　良一
山縣然太朗
渡邉　正樹
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令和５年度日本学校保健学会企画研究の募集について
日本学校保健学会　理事長　植田　誠治

学術委員会　委員長　佐々木　司
　日本学校保健学会では学会活性化の施策のひとつとして，学会企画研究の募集を行っています．学会企画研究は，
指定した課題に関して個人またはチームで応募し，研究費の交付を受けた上で研究を実施し，その成果を翌年の学術
大会の学術委員会企画シンポジウムで発表することを基本としています．
　令和５年度は以下の要領で募集を行います．会員の皆様からの応募を歓迎します．

　応募に際しては以下の規程を周知の上，下記の必要事項を記載した学会企画研究申請書を学会事務局に，令和５年
５月15日（消印有効）までにお送りください．

【研究課題】
　学校におけるこれまでの感染症対策の振返りと今後の在り方
【研究の対象・内容】
　研究対象は「学校における感染症対策全般」とし，研究内容は実態調査や取組事例（実践）などの成果を含む．
【応募の資格】
　応募は令和３年／令和４年度学会費を納入している本学会の正会員に限る．チーム内の研究者も同様でなければな
らない．
　また，同一会員が複数の研究代表者及びチーム内の研究者になることはできない．
【研究費と研究期間】
　研究費は一件につき，10万円（個人研究），15万円（チーム研究）とする．
　研究期間は１年とし，期間の延長は原則認めない．
【研究成果の報告】
　研究費の交付を受けた場合は，令和６年５月末までに研究成果の報告書（A4用紙２枚程度）を学会事務局に送ら
なければならない．
　また，令和６年度の学術大会におけるシンポジストとして，研究成果を報告する．
【研究課題の選考】
　採択は一定の基準のもとに二段階の審査（学術委員会の選考および理事会での承認）を経て３件（上限）を決定す
る．決定次第その採否を研究代表者へ文書で通知する（令和５年７月の予定）．
【応募の方法】
　申請書に下記の必要事項を記入し，期日までに学会事務局へ郵送する．
　　送付先　〒162-0801　東京都新宿区山吹町358-５
　　　　　　国際文献社　日本学校保健学会理事長
　封筒には，「令和５年度日本学校保健学会企画研究申請書」と朱書する．

「令和５年度学会企画研究申請書」への記載事項

研究課題
研究代表者
　氏名，年齢，会員番号，所属機関名，職名，所属機関の所在地，電話番号，メールアドレス
　所属先が無い方は，自宅住所，電話番号，メールアドレス（あれば）
チーム内の研究者
　氏名，年齢，会員番号，所属機関名，職名，役割（具体的な分担事項）
研究計画と内容（具体的に）
アピールポイント（研究の独創性，発展性等について）
キーワード（３つ）
（申請書はホームページよりダウンロードし，ワープロソフトで作成し，A4用紙２枚以内とする．）
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一般社団法人日本学校保健学会
第69回学術大会のご案内（第１報）

学術大会長　植田　誠治
（聖心女子大学）

　来年度開催の第69回学術大会は，2019年度以来の対面開催といたします．ぜひご参加ください．なお，一部オンデ
マンド配信の予定です．詳細は次号以降に掲載いたします．

１．主催　（一社）日本学校保健学会

２．後援（予定）　文部科学省，厚生労働省，東京都教育庁（東京都教育委員会），公益財団法人日本学校保健会，
　　　　　　　　 東京都医師会，学校法人聖心女子学院　等

３．メインテーマ
　　「新たな時代に向けた学校保健の再考と創造―広く，深く，そして豊かに―」

４．開催期日　
　　　2023年11月10日㈮～12日㈰
　　　なお，11月10日は理事会，総会および関連行事等の開催を予定しています．

５．大会会場
　　　聖心女子大学　〒150-8938 東京都渋谷区広尾４丁目３番地１号　
　　　ホームページ：https://www.u-sacred-heart.ac.jp/ 

■東京メトロ日比谷線「広尾駅」
　（２番「天現寺橋（聖心女子大学）方面」出口）下車　広尾商店街（散歩通り）を通り約３分
■JR渋谷駅東口または恵比寿駅より都バス
　「日赤医療センター前」行 終点「日赤医療センター前」下車 約３分
■JR品川駅より都バス「新宿駅西口」行　「広尾橋」下車 約４分
■JR目黒駅より都バス「千駄ヶ谷駅」，「新橋駅」行　「広尾橋」下車 約４分

６．大会の概要（予定）
　　2023年11月10日㈮：常任理事会，理事会，総会
　　　※日本教育大学協会保健協議会，※日本教育大学協会全国養護部門

会　報
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　　11月11日㈯： 大会長講演，メインシンポジウム，シンポジウム，学会賞・学会奨励賞講演，教育講演，一般口演・
ポスター発表，ランチョンセミナー，ワークショップ，報告会，名誉会員推戴式，学会賞・学会奨
励賞表彰式，会員情報交換会他

　　11月12日㈰：シンポジウム，教育講演，一般口演・ポスター発表，ランチョンセミナー，ワークショップ他
　　　※自由集会

７．一般発表（口演・ポスター）の演題申し込み
　　 一般発表には，口演・ポスターがあります．演題登録と講演集原稿の提出は，学術大会ホームページのUMINオ

ンライン演題登録システムにより行っていただきます．なお，演題申し込み・講演集原稿提出期間は2023年５月
１日㈪～2023年７月15日㈯を予定しております．詳細は次号以降に掲載いたします．

８．情報交換会
　　2023年11月11日㈯18：20～聖心女子大学４号館La Mensa jasmin （カフェレストラン）にて開催予定です．

９．宿泊・交通
　　大会事務局ではお取り扱いはいたしませんが，ご案内はいたします．

10．学会関連行事および自由集会の申込み
・申込締切：2023年５月31日㈬といたします．
　 学会関連行事および自由集会につきましては，事務局にお申し込みください．プログラムや講演集，ホームペー

ジなどで，会場のご案内や内容のご紹介をさせていただきます．
・学会関連行事：2023年11月10日㈮に聖心女子大学にて会議室等をご用意する予定です．
・自由集会：2023年11月12日㈰17：00～１時間30分の枠で会場を用意いたします．
＊学会関連行事，自由集会を企画されている方はお手数ですが，下記事務局までご連絡ください．

11．学術大会事務局
　　〒184-8501　東京都小金井市貫井北町４－１－１　東京学芸大学教職大学院　
　　佐見研究室　e-mail：jash69@u-gakugei.ac.jp
　　（お問い合わせは下記運営事務局にお願いいたします）

12．学術大会運営事務局　
　　一般社団法人日本学校保健学会第69回学術大会運営事務局　
　　㈱プランドゥ・ジャパン（日本旅行グループ）
　　担当：小幡・山岸
　　〒105-0012 東京都港区芝大門２－３－６大門アーバニスト401
　　e-mail：jash69@nta.co.jp

13．ホームページ・その他
　　http://web.apollon.nta.co.jp/jash69/　
　　＊大会参加に関する詳細は，次号以降に掲載いたします．　　　　
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原稿の種類 内 容

１．総 説
Review
２．原 著
Original Article
３．実践報告
Practical Report
４．資料
Research Note
５．会員の声
Letter to the Editor
６．その他
Others

学校保健に関する研究の総括，解説，提
言など
学校保健に関する研究論文

学校保健の実践活動をまとめた報告

学校保健に関する資料

学会誌，論文，学会に対する意見など
（８００字以内）
学会が会員に知らせるべき記事，学校保
健に関する書評，論文の紹介など

機関誌「学校保健研究」投稿規程
１．投稿者の資格

本誌への投稿者は共著者を含めて，一般社団法人日
本学校保健学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健及びその関連領域とする．
３．投稿者の責任
・掲載された論文の内容に関しては，投稿者全員が責
任を負うこととする．

・内容は未発表のもので，他の学術雑誌に投稿中でな
いものに限る（学会発表などのアブストラクトの形
式を除く）．

・投稿に際して，所定のチェックリストを用いて原稿
に関するチェックを行い，投稿者全員が署名の上，
原稿とともに送付する．

４．著作権
本誌に掲載された論文等の著作権は，一般社団法人

日本学校保健学会に帰属する．
５．倫理

投稿者は，一般社団法人日本学校保健学会倫理綱領
を遵守する．

６．投稿原稿の種類
原稿は，内容により次のように区分する．

「総説」，「原著」，「実践報告」，「資料」，「会員の声」
以外の原稿は，原則として編集委員会の企画により執
筆依頼した原稿とする．

７．投稿された原稿は，審査の後，編集委員会において，
掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

８．原稿は，「原稿の様式」にしたがって書くものとする．
９．随時投稿を受け付ける．
１０．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）
１部を添付して投稿する．

１１．投稿料
投稿の際には，審査のための費用として５，０００円を

郵便振替口座００１８０―２―７１９２９（日本学校保健学会）に
納入し，郵便局の受領証のコピーを原稿とともに送付

する．
１２．原稿送付先

〒１１３―０００１ 東京都文京区白山１―１３―７
アクア白山ビル５F

勝美印刷株式会社 内「学校保健研究」編集事務局
TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１
その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．
１３．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿の
審査が終了するまでは受け付けない．

１４．掲載料
刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分は著者負担

（１頁当たり１３，０００円）とする．
１５．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，審査終了までは通常原稿
と同一に扱うが，審査終了後，至急掲載料（５０，０００円）
を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．
「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１６．著者校正は１回とする．
１７．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして
学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿
を取り下げたものとして処理する．

１８．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年
月日をもってする．

原稿の様式
１．投稿様式

原稿は和文とする．原稿は原則としてMSワードを
用い，Ａ４用紙４０字×３５行（１，４００字）横書きとし，
本文には頁番号を入れる．査読の便宜のために，MS
ワードの「行番号」設定を用いて，原稿全体の左余白
に行番号（連続番号）を付す．

２．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点
（「，」「．」），カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．英文は，１字分に半角２文字を収める．
４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字
を収める．

５．図表及び写真
図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙

に作成し（図表，写真などは１頁に一つとする），挿
入箇所を原稿中に指定する．なお，印刷，製版に不適
当と認められる図表は，書替えまたは削除を求めるこ
とがある．（専門業者に製作を依頼したものの必要経
費は，著者負担とする）

６．原稿の内容
・原稿には，【Background】，【Objective】，【Methods】，
【Results】，【Conclusion】などの見出しを付けた
４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳を
つける．ただし原著以外の論文については，これを
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省略することができる．
・すべての原稿には，五つ以内のキーワード（和文と
英文）を添える．

・英文抄録については，英語に関して十分な知識を持
つ専門家の校正を受けてから投稿する．

・正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，
所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），代
表者のメールアドレス，原稿枚数，図及び表の数，
希望する原稿の種類，別刷必要部数を記す（別刷に
関する費用は，すべて著者負担とする）．副（コ
ピー）原稿の表紙には，表題，キーワード（以上和
英両文）のみとする．

７．研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究
方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを
記載する．

８．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の
形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」また
は，「…２）４），…１－５）」のように文献番号をつける．著者
もしくは編集・監修者が４名以上の場合は，最初の３
名を記し，あとは「ほか」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発
行年

［単 行 本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編
集・監修者名）．書名，引用頁―頁，発行
所，発行地，発行年

―記載例―
［定期刊行物］
１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への
期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究
４６：５―９，２００４
２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル
フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．
学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.：School to-
bacco policies in a tobacco-growing state. Journal of
School Health７５：２１９―２２５,２００５

［単行本］
４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石昌弘，
出井美智子編）．学校保健マニュアル（改訂７版），
１４１―１５３，南山堂，東京，２００８

５）Hedin D, Conrad D：The impact of experiential
education on youth development. In：Kendall JC
and Associates, eds. Combining Service and Learn-
ing：A Resource Book for Community and Public
Service. Vol １, １１９―１２９, National Society for Intern-
ships and Experiential Education, Raleigh, NC, USA,
１９９０
〈日本語訳〉
６）フレッチャーRH，フレッチャーSW：治療．臨床疫
学 EBM実践のための必須知識（第２版．福井次矢
監訳），１２９―１５０，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，東京，２００６（Fletcher RH, Fletcher
SW：Clinical Epidemiology. The Essentials. Fourth
Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
PA, USA,２００５）

［報告書］
７）和田清，嶋根卓也，立森久照：薬物使用に関する全
国住民調査（２００９年）．平成２１年度厚生労働科学研究
費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態把握と再
乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研
究（研究代表者：和田清）」総括・分担研究報告書，
２０１０
［インターネット］
８）厚生労働省：平成２３年（２０１１）人口動態統計（確定
数）の概況．Available at：http:／／www.mhlw.go.jp／
toukei／saikin／hw／jinkou／kakutei１１／dl／０１_tyousa.pdf
Accessed January６,２０１３

９）American Heart Association：Response to cardiac
arrest and selected life-threatening medical emer-
gencies：The medical emergency response plan for
schools. A statement for healthcare providers, policy-
makers, school administrators, and community lead-
ers. Available at：http:／／circ.ahajournals.org／cgi／
reprint／０１.CIR.００００１０９４８６.４５５４５.ADv１.pdf Accessed
April６,２００４

附則：
本投稿規程の施行は平成３０年（２０１８年）１２月１日とする．
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投稿時チェックリスト（平成３０年１２月１日改定）

以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付してください．

□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会の会員である．
□ 著作権委譲承諾書に，共著者全員が署名した．
□ 本論文は，他の雑誌に掲載されていたり，印刷中もしくは投稿中の論文ではない．
□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中（査読審査中）ではない．

□ 原著として投稿する原稿には，４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳をつけた．
□ 英文抄録は，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けた．
□ キーワード（和文と英文，それぞれ五つ以内）を添えた．
□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載
した．

□ 文献の引用の仕方が投稿規程の「原稿の様式」に沿っている．
□ 本文には頁番号を入れ，原稿全体の左余白に行番号（連続番号）を付した．
□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成した．
□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定した．
□ 本文，図及び表の枚数を確認した．

□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）１部がある．
□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されている．
□ 表題（和文と英文）
□ 著者名（和文と英文）
□ 所属機関名（和文と英文）
□ 代表者の連絡先（和文と英文）
□ 代表者のメールアドレス
□ 原稿枚数
□ 図及び表の数
□ 希望する原稿の種類
□ 別刷必要部数
□ キーワード（和文と英文）

□ 副（コピー）原稿１部の表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されている（その他の項目等
は記載しない）．
□ 表題（和文と英文）
□ キーワード（和文と英文）

□ ５，０００円を納入し，郵便局の受領証のコピーを同封した．
□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封した．

上記の点につきまして，すべて確認しました．
年 月 日

氏名： 印
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著作権委譲承諾書

一般社団法人日本学校保健学会 御中

論文名

著者名（筆頭著者から順に全員の氏名を記載してください）

上記論文が学校保健研究に採択された場合，当該論文の著作権を一般社団法人日本学校保健学会に委譲することを
承諾いたします．また，著者全員が論文の内容に関して責任を負い，論文内容は未発表のものであり，他の学術雑誌
に掲載されたり，投稿中ではありません．さらに，本論文の採否が決定されるまで，他誌に投稿いたしません．以上，
誓約いたします．

下記に自署してください．

筆頭著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

共著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

＊１ 用紙が足りない場合は，用紙をコピーしてください．
＊２ 本誌への投稿は，共著者も含めて一般社団法人日本学校保健学会会員に限ります（投稿規程１項）．会員でな

い著者は投稿までに入会手続きをとってください．なお，掲載にあたっても，その年度は学会員であることを必
要とします．
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日本学校保健学会倫理綱領

一般社団法人日本学校保健学会は，本倫理綱領を定める．
前 文
一般社団法人日本学校保健学会会員は，教育，研究及び地域活動によって得られた成果を，人々の心身の健康及び

社会の健全化のために用いるよう努め，社会的責任を自覚し，以下の綱領を遵守する．
（責任）
第１条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に責任を持つ．
（同意）
第２条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に際して，対象者又は関係者の同意を得たうえで行う．
（守秘義務）
第３条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動において，知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘

する．
（倫理の遵守）
第４条 会員は，本倫理綱領を遵守する．
２ 会員は，原則としてヒトを対象とする医学研究の，倫理的原則（ヘルシンキ宣言）を遵守する．
３ 会員は，原則として「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成２６年制定・平成２９年一部改正，文
部科学省・厚生労働省）を遵守する．

４ 会員は，原則として児童の権利に関する条約を遵守する．
５ 会員は，その他，人権にかかわる宣言を遵守する．

（改廃手続）
第５条 本綱領の改廃は，理事会が行う．
附 則 本規程は，平成２５年１０月１４日理事会にて決議，平成２５年１０月１４日より施行する．平成２９年７月９日一部改正．
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会 報 「学校保健研究」投稿論文査読要領
日本学校保健学会 機関誌編集委員会

平成３０年１２月１日

１．日本学校保健学会会員（以下，投稿者と略す）より，総説，原著，実践報告，資料として論文の審査依頼がなされた場合
（以下，投稿論文と略す），編集委員長は，編集委員会または編集小委員会（以下，委員会と略す）の議を経て担当編集委
員を決定する．ただし，委員会が１０日以内に開催されない場合は，編集委員長は委員会の議を経ないで担当編集委員を決定
することができる．この場合，編集委員長は，担当編集委員名を編集委員会に報告する．
２．担当編集委員は，代議員の中から投稿論文査読者候補２名以上を推薦し，委員会においてこれを決定する．ただし，当該
投稿論文領域に適切な代議員がいない場合は，その他の会員または非会員をこれに充てることができる．
３．編集委員長は，論文査読者候補から２名の査読者を選考し，著者名や所属をすべて削除した論文のコピーと審査結果記入
用紙（別紙を含む）をメール添付し，査読を依頼する．
４．査読者による査読期間は，１回目の査読期間を２１日以内，２回目以降を１４日以内とする．
５．査読期間が守られない場合，編集委員長は，査読者に早急に査読するよう要求する．
６．審査結果記入用紙は，別紙（査読者からの審査結果記載部分）のみをコピーし，これを投稿者に送付する．
７．査読の結果において，２名の査読者の判断が大きく異なる場合は，委員会で審議の上，担当編集委員の意見を添えて投稿
者へ返却する．査読者のいずれか１名が，掲載不可と判定した場合，委員会の判断により，第３査読者に査読を依頼するこ
とができる．その際，掲載不可と判定した査読者の査読は，その時点で終了する．
８．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のための所要期間は，１か月以内とする．
９．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のために１か月以上要する場合は，投稿者から編集委員長に連絡する．
１０．投稿者からの訂正・追加原稿には，「査読者への回答」を添える．
１１．編集委員長は，委員会の審議の結果を尊重して，論文の採否や原稿の種類の最終判断を行う．
１２．その他，査読に当たっての留意点
① 論文の目的・方法・結論が科学的であり，かつ論理的に一貫しているかどうかを判断することが，査読の主たる目的で
ある．したがって，査読者の見解と異なる場合は，別途学会の公開の場において討論する形をとることとし，それを理由
に採否の基準にしてはならない．
② 問題点は，第１回目の査読で全て指摘することとし，第１回目に指摘しなかった問題点は第２回目以降には，指摘して
はならない．
③ 第２回目以降に新たに問題点が発見された場合は，その旨を編集委員長に報告し，判断を受ける．その場合，編集委員
長は，委員会に報告する．
④ 新しく調査や実験を追加しなければ意味がない投稿論文は掲載不可とし，採択できない理由を付す．
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東北学校保健学会からの報告
東北学校保健学会事務局　黒川　修行　（宮城教育大学）

　2021年12月に第68回，2022年９月に第69回東北学校保健学会が開催されました．コロナ禍のために第68回学会は１
年延期の後に実施されました（東北体育・スポーツ学会との共同開催）．以下に開催概要を示します．

○第68回東北学校保健学会　
１．開 催 日　2021年12月11日（土）
２．共　　催　宮城教育大学
３．後　　援　宮城県教育委員会，仙台市教育委員会，宮城県学校保健会
４．会　　場　宮城教育大学　２号館
５．学 会 長　宮城教育大学　教職大学院　准教授　黒川修行
６．特別講演　日本スポーツ界でのメンタルヘルスケアのあり方を考える
　　　～アスリートの，アスリートによる，みんなのためのメンタルヘルス～
　　　講師：小塩　靖崇　先生（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）
７．一般演題　20題（すべて口頭発表，東北体育・スポーツ学会分を含む）
８．ホームページ　https://sites.google.com/staff.miyakyo-u.ac.jp/t-shs68/

○第69回東北学校保健学会　
１．開 催 日　2022年９月17日（土）
２．後　　援　福島県教育委員会，福島市教育委員会，福島県学校保健会
３．会　　場　福島県立医科大学福島駅前キャンパス
４．学 会 長　福島大学　人間発達文化学類　教授　安田俊広
５．特別講演　「現代社会において求められる学力と学校保健」
　　　　　　　講師：高橋　浩之　先生（千葉大学教育学部）
６．一般演題　７題（すべて口頭発表）
７．ホームページ　https://sites.google.com/ipc.fukushima-u.ac.jp/t-shs69/

　第68回および第69回の講演集（抄録集）を２冊合わせて，送料込1,000円にてお譲りいたします．ご希望の方は，
東北学校保健学会事務局（n-kuro+tshs@staff.miyakyo-u.ac.jp）まで，ご連絡ください．
　また，2023年には，第70回東北学校保健学会を山形県で開催予定となっております．
�

関連学会の活動
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日本教育保健学会
第20回年次大会のご案内（第２報）

年次大会長　鎌田　克信
（東北福祉大学）

【開催日時】	 令和５（2023）年３月４日㈯，５日㈰	
	 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況次第では，オンライン開催へ切り替える可能性がございます．
	 主催：日本教育保健学会　共催：東北福祉大学　後援：宮城県教育委員会，仙台市教育委員会

【年次大会長】	 東北福祉大学　鎌田　克信

【会　場】	 東北福祉大学ステーションキャンパス
	 〒981-8523　宮城県仙台市青葉区国見１−19−１
	 アクセス：	JR利用　JR仙台駅 ―仙山線愛子・山形方面（12分）― 東北福祉大前駅 ―徒歩０分
　　　　　　　　　　　　　　市営バス利用
	 　　　　　市営バスJR仙台駅前　（西口バスプール15番のりば）―（約25分）
	 　　　　　― JR東北福祉大駅前

【テーマ】	 子どもの声が聞こえる教育保健研究・実践

【参加費】	 会員・当日会員5,000円　教職員等3,000円　大学院生2,000円　学生1,000円

【日　程】　１日目	⑴開会　理事長挨拶　年次大会長挨拶
	 ⑵メイン・シンポジウム
	 　テーマ：研究・実践で子どもの声が聞こえるとき
	 　コーディネーター：鎌田克信（東北福祉大学），伊藤常久（東北生活文化大学）
	 　シンポジスト：現役養護教諭，村口喜代（婦人科医師），新谷ますみ（弘前大学）
	 ⑶総会
	 ⑷教育講演　数見隆生（宮城教育大学名誉教授）
	 　「子どものいきづらさ」と向き合う教育としての実践と研究を問う（仮題）
　　　　 　２日目	⑴一般発表　演題申込　締切：2022年12月９日㈮
	 　抄録原稿　締切：2023年	１月６日㈮
	 ⑵研究委員会シンポジウム
	 　テーマ：いま考える！子どもにとっての学校とは？
	 　　　　　～実態グループ，実践グループ，歴史グループの研究成果を基に
	 　コーディネーター：岡崎勝博（東海大学），野井真吾（日本体育大学）
	 　シンポジスト：鹿野晶子（日本体育大学），下里彩香（港区立東町小学校）
	 　　　　　　　　鎌田克信（東北福祉大学）を予定

【ホームページ】	 http://www.educational-health.jp/

【事務局】	 伊藤常久（東北生活文化大学）20th@educational-health.jp
	 黒川修行（宮城教育大学）

関連学会の活動
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第21回国際スクールナース学会（SNI2023）
21st Biennial School Nurses International （2023）

―日程変更のお知らせ―
面澤　和子

（元第21回SNI東京2023実行委員会代表）

　本誌第64巻第２号（2022年７月号）でお知らせした第21回国際スクールナース学会（SNI2023）の開催日程に変更
がありました．また大会テーマが決まりましたので，以下のとおりお知らせいたします．

第21回国際スクースナース学会（SNI2023）のご案内

１．大会テーマ：Building Bridges across the Globe: School Nurses Reconnecting
　　　　　　　　（世界中に橋を架ける：スクールナースが再びつながる）
２．開催日時：2023年７月16日㈰～21日㈮
３．開催場所：ノースイースタン大学（米国マサチューセッツ州，ボストン市）
４．SNIのホームページ：School Nurses International-Home （https://schoolnursesinternational.com/）
５．SNI 理事長：Karen Farrell

　　※発表演題・抄録（口頭及びポスター発表）の登録〆切は，残念ながら2022年12月15日に終了しています．
　　※ 今後のプログラムや参加申し込み等の詳細案内は2023年４月末頃にあると思います．SNIのホームページに留

意して，時々ご覧ください．フェイスブックのリンクもあります．
　　※この学会は隔年開催なので，第22回大会は2025年７月に開催されます．
　今後，日本で第22回大会（2025年）が開催可能と判断した場合はエントリーします（2023年７月に発表）．しかし
スペインも開催に意欲を示しているので，日本で開催できるかどうか現在は不明です．

　　（School Nurses Internationalのホームページから引用）
　　私達が行っていること
　　 国際スクールナース学会は児童生徒のために働いている世界中のスクールナースにフォーラムを提供し，彼らが

刺激的で知的で幸せな環境に集い，学齢期の子供達の情緒的・社会的・身体的ニーズに関する知識と理解を共有
できるようにします．

　　 1981年以来，メンバーは自主的に国際委員会を結成し，隔年学会を共同で組織，計画，主催してきました．学会
には大学や学生寮を使用することで，経済的な宿泊施設や学術的支援が得られ，多くの場合，スクールナースと
その家族が学会前後にホスト国の家族の家に迎えられることで，それを通じて多くの友情が築かれました．

　　 私たちの目的は，各国の教育システムで子供たちの養護に関する知識を共有することであり，それが子供たちの
生活に違いをもたらすと確信しています．

関連学会の活動
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第78回　北陸学校保健学会の開催報告

　第78回北陸学校保健学会は，令和４年11月26日（土），金沢大学角間キャンパスにおいて開催されました．

座長：森　慶惠　（金沢大学）
１．大学生におけるデジタル機器の学習効果と疲労に関するオンライン調査
　　　〇　市川　純　　（富山大学医学部）
　　　　　染川　真由　（富山大学医学部）
　　　　　山田　正明　（富山大学医学部　疫学健康政策学講座）

２．てんかんのある児童への対応に向けた校内体制づくりおよび環境整備の取組
　　　〇　木村　絢歌　（野々市市立富陽小学校）

座長：岩田　英樹　（金沢大学）
３．養護教諭制度の変遷過程における「養護婦」の存在　～雑誌『健康教室』より～
　　　〇　日下　純子　（つくば国際大学）	

４．高校生の居眠りとその要因についての検討
　　　〇　中島　素子　（金沢医科大学　衛生学）
　　　　　櫻井　勝　　（金沢医科大学　衛生学）
　　　　　村井　裕　　（石川県立小松高校学校医・恵仁クリニック）

（「優秀発表賞」は，○印の２演題に授与された．）

理事会

総会

特別講演
　演題：コロナ禍におけるこどもたちの心とからだ　学校現場の皆様に向けて
　講師：澤田　なおみ　（国立成育医療研究センター研究所　社会医学研究部）
　座長：中川　秀昭　　（金沢医科大学・教授）
	 以上．（岩田英樹）

午前の部

午後の部

関連学会の活動
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JKYBライフスキル教育１日ワークショップ in 名古屋2022
開催要項

主催　JKYBライフスキル教育研究会東海支部
共催　JKYBライフスキル教育研究会本部
後援　愛知県教育委員会　名古屋市教育委員会（予定）

１．日　時：2023年２月25日（土）９：30～16：30

２．会　場：名古屋学芸大学看護学部（名城前医療キャンパス）401，402講義室等
（愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１　TEL： 052-954-1222）

３．内　容：レジリエンシ―（精神的回復力），ライフスキル，セルフエスティーム，いじめ防止，
　　　　　　歯と口の健康等に関する教育　　

４．講　師：川畑　徹朗（神戸大学名誉教授）
　　　　　　近森けいこ（名古屋学芸大学教授）　

湯之上志保（ライオン歯科衛生研究所）ほか

５．参加費：別途テキスト代1,000円

一般 JKYB会員及び学生

基礎コース（初参加者） 4,000円 3,000円

実践コース（２回目以上参加者） 4,000円 3,000円

※初参加の方は必ず基礎コース（午前中）を受講してください．
※午後はコースを選択（Ａ：いじめ防止コース・Ｂ：歯と口コース）していただきます．

６．申込方法：メールのみの受付となります．〈申込〆切　２/14（火）〉
　下記の必要事項をご記入の上，申込先メールアドレスに送信してお申し込みください．
【申込先メールアドレス】jkybnagoya@gmail.com　
【件名の欄】
　「WS名古屋2022申込（氏名）」とご記入ください．
　　（例）「WS名古屋2022申込　愛知太郎」
【参加申込メール必要事項】
　①氏名　②ふりがな　③所属（勤務先）　④職種
　⑤連絡先電話番号（※確実に連絡がとれる番号をお知らせください）
　⑥連絡先メールアドレス（パソコンのメールアドレスのみ，携帯のメールアドレス不可）
　⑦今までのJKYB主催のワークショップ参加回数
　⑧希望コース（午後：Ａ〈いじめ防止〉コース・Ｂ〈歯と口〉コースのいずれか）
　⑨会員番号（JKYB会員のみ）
＊⑥のアドレスに詳細プログラム，参加費振込先，当日の持ち物等を配信します．
＊申し受けた個人情報は本ワークショップ以外には使用しません．

７．問合せ先：JKYBライフスキル教育研究会東海支部事務局（名古屋WS担当）
　　　　　　　愛知県名古屋市立笹島小学校　養護教諭　山口　美由紀
　　　　　　　※お問い合わせ及び申込はメールでお願いします．

お知らせ
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第13回JKYBライフスキル教育セミナー（綾部）
「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育むJKYBいじめ防止プログラム」
	 主催　JKYBライフスキル教育研究会

後援　京都府教育委員会（申請中）
	 後援　綾部市教育委員会（申請中）

１．日　時：2023年２月11日（土）９：30〜16：30

２．会　場：「あやべ・日東精工アリーナ（綾部市市民センター）」１階研修室（予定）
　　　　　　（京都府綾部市西町３丁目南大坪39-10　JR綾部駅北口から東へ３分）

３．内　容：
　本セミナーでは，「人生上の変化や課題に適応し，困難な時に回復する能力や特性」であるレジリエンシーを育て
ることによって，「いじめを受けない，いじめをしない，いじめを見た時に被害者を助ける」児童生徒を育成するこ
とを目指すJKYBいじめ防止プログラムの理論と実際について，体験的に学習します．
【セミナーの主な内容】
　・いじめの実態と影響　
　・レジリエンシー形成を基礎とするいじめ防止の内容と方法　
　・目撃者の行動変容に焦点を当てたいじめ防止の内容と方法

４．定　員：40名

５．講　師：川畑　徹朗（神戸大学名誉教授）ほか　　

６．参加費： 

（テキスト「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育むJKYBいじめ防止プログラム―小学校高学年版―」代を含む）

７．申し込み方法：メールのみの受付となります
　下記の必要事項をご記入の上，申込先メールアドレスに送信してお申し込みください．（申込締切２/４（土））
【申込先メールアドレス】jkybws-seminarkinki@memoad.jp
【件名の欄】 「第13回JKYBセミナー綾部申込〈氏名〉」とご記入ください．
　　　　　　（例）第13回JKYBセミナー綾部申込川畑徹朗 
【参加申込メール必要事項】
　①氏名　②ふりがな　③所属（勤務先等）　④職種　⑤連絡先電話番号
　⑥連絡先メールアドレス（パソコンのメールアドレスのみ，携帯のメールアドレス不可）
　⑦JKYB主催のワークショップ参加経験の有無（ある，ない　のいずれか）
　⑧会員番号（JKYB会員のみ）
＊ ⑥のアドレスにプログラム等を配信します．そのため，携帯電話のメールアドレスではなく，パソコンのメールア

ドレスをお知らせください．
＊申し受けた個人情報は本セミナー以外には使用しません．
　 「連絡先メールアドレス」はご案内の送付のみに使用いたします．お差し支えなければご自宅のメールアドレスを

お知らせください．
問い合わせ先：JKYBライフスキル教育研究会事務局
　　　　　　　〒664-0836　伊丹市北本町２-55-１　クレール北本町102　川畑徹朗　方
　　　　　　　TEL&FAX　072-744-3665　＊電話はお問い合わせのみで受付はいたしません．
　　　　　　　e-mail：jkybls@kfy.biglobe.ne.jp

一般 JKYB会員及び学生
5,000円 4,000円

お知らせ
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第14回JKYBライフスキル教育セミナー（王子）
「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育むJKYBいじめ防止プログラム」
	 主催　JKYBライフスキル教育研究会	

１．日　時：2023年３月４日（土）９：30〜16：30

２．会　場：「北とぴあ」1602会議室
　　　　　　（東京都北区王子１-11-１　JR王子駅北口／南北線王子駅（５番出口）徒歩２分）

３．内　容：
　本セミナーでは，「人生上の変化や課題に適応し，困難な時に回復する能力や特性」であるレジリエンシーを育て
ることによって，「いじめを受けない，いじめをしない，いじめを見た時に被害者を助ける」児童生徒を育成するこ
とを目指すJKYBいじめ防止プログラムの理論と実際について，体験的に学習します．
【セミナーの主な内容】
　・いじめの実態と影響　
　・レジリエンシー形成を基礎とするいじめ防止の内容と方法　
　・目撃者の行動変容に焦点を当てたいじめ防止の内容と方法

４．定　員：30名

５．講　師：川畑　徹朗（神戸大学名誉教授）
　　　　　　吉田　　聡（文部科学省総合教育政策局防災教育係員）
　　　　　　宋　　昇勲（大阪公立大学研究員）

６．参加費： 

（テキスト「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育むJKYBいじめ防止プログラム―小学校高学年版―」代を含む）

７．申し込み方法：メールのみの受付となります
　下記の必要事項をご記入の上，申込先メールアドレスに送信してお申し込みください．（申込締切２/24（金））
【申込先メールアドレス】jkybws-seminarkanto@memoad.jp
【件名の欄】「第14回JKYBセミナー王子申込〈氏名〉」とご記入ください．
　　　　　　（例）第14回JKYBセミナー王子申込川畑徹朗 
【参加申込メール必要事項】
　①氏名　②ふりがな　③所属（勤務先等）　④職種　⑤連絡先電話番号
　⑥連絡先メールアドレス（パソコンのメールアドレスのみ，携帯のメールアドレス不可）
　⑦JKYB主催のワークショップ参加経験の有無（ある，ない　のいずれか）
　⑧会員番号（JKYB会員のみ）
＊ ⑥のアドレスにプログラム等を配信します．そのため，携帯電話のメールアドレスではなく，パソコンのメールア

ドレスをお知らせください．
＊申し受けた個人情報は本セミナー以外には使用しません．
　 「連絡先メールアドレス」はご案内の送付のみに使用いたします．お差し支えなければご自宅のメールアドレスを

お知らせください．
問い合わせ先：JKYBライフスキル教育研究会事務局
　　　　　　　〒664-0836　伊丹市北本町２-55-１　クレール北本町102　川畑徹朗　方
　　　　　　　TEL&FAX　072-744-3665　＊電話はお問い合わせのみで受付はいたしません．
　　　　　　　e-mail：jkybls@kfy.biglobe.ne.jp

一般 JKYB会員及び学生
5,000円 4,000円

お知らせ
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第64巻　総目次
〔　〕内の数字は号数を示す

コロナ禍とコロナ後の学校保健
� 岡　　　明�…………〔1〕   3
世帯の社会経済的状況と子どもの食生活：学校給食と学校保健の重要性
� 村山　伸子�…………〔2〕103
子どもたちのレジリエンスを育む
� 村松　常司�…………〔3〕205
新たな時代に向けた学校保健の再考と創造
　　―広く，深く，そして豊かに―
� 植田　誠治�…………〔4〕 297

おねしょ・おもらしについて
　　～『夜尿症診療ガイドライン2021』の紹介を中心に～
� 西﨑　直人�…………〔2〕104

医療的ケア児の健やかな成長のために
学校における医療的ケア児を取り巻く現状と課題
� 竹鼻ゆかり�…………〔3〕207
小児神経専門医から見た学校における医療的ケアとその課題について
� 宮本　雄策�…………〔3〕212
医療的ケア児の現状と課題
　　―小児看護学の立場から―
� 北村　千章�…………〔3〕216
特別支援学校における医療的ケアの実際とその課題
� 武田　鉄郎�…………〔3〕221
学校における医療的ケア児受け入れの課題と展望
� 齋藤　千景�…………〔4〕 298
医療的ケアが必要な子どもを支える家族の思いや求める支援とは何か
� 高野　陽介�…………〔4〕 303
Together�Better
　　―母親の立場から，幸せな自立を願って―
� 大泉　えり�…………〔4〕 308

新聞を用いた児童生徒のいじめが関連した自殺の定量的検討
　　―形式知による自殺予防―

巻頭言

総 説

特 集

原 著
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� 瀧澤　　透�…………〔2〕111
養護教諭が子どもの不定愁訴に対応する際の困難感の検討
� 松永　　恵，庄司　一子�…………〔3〕226
小中学生における朝の健康観察の日常生活への応用
　　―恩恵，負担，ソーシャルサポート，ヘルスリテラシーとの関連性―
� 石井有美子，奥田紀久子，田中　祐子，西岡　伸紀�…………〔3〕235

発達障害のある児童生徒への支援における養護教諭の専門性の発揮と合理的配慮の理解に対する自己評価への
要因
� 古藤　雄大，波田野希美，太田　泰子，永井利三郎，岡本　啓子，古川　恵美�…………〔1〕   4
大学生の生活習慣改善と自己管理スキルとの関連性
� 衞藤　佑喜，西岡　伸紀，岡本　　希�…………〔1〕  11
�高校の運動部活動指導者におけるスポーツ関連脳振盪の知識と対策状況に関するパイロット調査
� 村田　祐樹，大伴　茉奈，内田　　良�…………〔1〕  22
スクールバス通学が児童生徒，教員，保護者及び地域住民に及ぼす影響
　　―学校管理職へのインタビューによる検討―
�齋藤　千景，竹鼻ゆかり，伊藤　秀樹，朝倉　隆司，青栁　直子，北澤　　武，城所　哲宏，中西　唯公，涌
井佐和子� �…………〔1〕  32
全国の都道府県及び市町村における公立学校敷地内禁煙の実施状況について
　　―2021年調査の結果―
� 家田　重晴，市村　國夫，高橋　浩之，中村　正和，野津　有司，村松　常司�…………〔2〕121
�COVID-19�感染症流行期における大学生の手洗い・手指消毒及び食事中のマスク着用に関連する要因
� 中出麻紀子，坂本　　薫，内田　勇人�…………〔2〕127
学校における新型コロナウイルス感染症対策の実施状況と課題
　　―令和３年度開始当初における養護教諭を対象とした調査より―
� 戸部　秀之�…………〔2〕135
休日における日本人幼児のエネルギーバランスと生活習慣および親の食意識の関連性
� 村松愛梨奈，堀江稚英子，片岡　佑衣，大矢　知佳，乙木　幸道，寺本　圭輔�…………〔3〕248
子どもを対象としたヘルスリテラシー尺度の日本における利用可能性
　　―構成要素及び保健教育内容に着目した文献レビュー―
� 萩原加奈子�…………〔4〕 313
COVID-19流行前後における児童の体力の比較
� 青山　　翔�…………〔4〕 322

小学校における口腔内写真を活用した個別の歯磨き指導効果の検討
� 松田　朋生，高橋　浩之�…………〔2〕146

第67回日本学校保健学会　渉外委員会企画シンポジウム報告
教科としての「保健」を学ぶ本質とは何か⑵
　　―高校保健の新たな学習内容を手がかりにして―
� 野津　有司，岩田　英樹�…………〔1〕  43

資 料

実践報告

特別報告

学校保健研究　Jpn J School Health�64；2023370



国際交流委員会企画―学校保健の新知見を学ぶ
第16回「論文が採択されるための条件⑷：考察の書き方」
� 佐々木　司，大澤　　功，鈴江　　毅，宮井　信行�…………〔2〕155
第17回「論文が採択されるための条件⑸：緒言（イントロダクション）の書き方」
� 佐々木　司，大澤　　功，鈴江　　毅，宮井　信行�…………〔3〕259

日本学校保健学会が保健教育の未来を考える：「保健教育が教科にある意味を考える」
第５回―教科としての保健教育の意義―
� 佐藤　　学�…………〔1〕  48
第５回―保健科教育の立場から―
� 物部　博文�…………〔1〕  52
第６回―国立大学教員養成学部・大学院での経験をもとに―
� 高橋　浩之�…………〔2〕158
第６回―保健体育教師養成の立場から
� 今村　　修�…………〔2〕164
第７回―養護教諭として保健教育を担当した経験をもとに―
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編　集　後　記

　本号は二期目を務めました編集委員長として最後の
「学校保健研究」となりました．さらに，私にとりまし
ては15年間の編集委員会活動の最後にもなりました．
　私が本学会に関わり始めたのは，確か1992年（平成４
年）開催の第39回大会（安藤志ま会長）に実行委員とし
て参加した頃だったと思います．その頃は，まさかこん
なに関わるようになるとは思ってもみませんでした．ま
してや，編集委員会に15年間も所属することになること
も，編集委員長を二期も務めることも想像していません
でした．
　この15年間で学校保健に関する多種多様の論文を読む
ことができました．また，この活動を通じて，たくさん
の友人を得ることができました．私にとりましては，多
くのことを学び，そして創り上げるという充実した幸せ
な15年間になりました．
　編集委員会業務は正直に言って大変でした．論文を審
査するということは，当然ですがこちらも勉強しなけれ
ばなりません．特に本学会は幅広い領域の研究者が属し
ており，医学の世界しか知らなかった私にとって，投稿
論文は新たな世界を広げてくれました．それぞれの領域

において，著者が強い思いで仕上げてきた論文ですので，
こちらも真剣に対応してきたつもりです．
　このような著者の気持ちを大切にしたかったので，審
査から掲載に到るまで丁寧な雑誌づくりを心がけてきま
した．そのため，著者対応はしばしば遅れがちになり，
著者には不安や不満を抱かせることがしばしばあったと
思います．この点につきましては，この場を借りてお詫
びいたします．ただ刊行されました雑誌の質は，ある程
度のレベルを保ち続けることができたと思っています．
　長年にわたって編集委員会の活動にご協力いただいた
学会員の方々には心より感謝いたします．また，ずっと
つきあってくれました編集事務局の方にも感謝します．
このように毎号無事刊行できましたのは，編集事務局の
力によるところが大きいと思っています．
　私はこれで編集委員会活動からは退きます．次号から
は新しい体制でスタートします．学会員の皆様におかれ
ましては，引き続き編集委員会へのご支援とご協力を，
よろしくお願いいたします．
� （大澤　功）
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